
日本犯罪社会学会	

第４３回大会報告要旨集 
２０１６ 

	

■	 		シンポジウム			 ■	

刑事司法と対人援助―誰のために、何を―	

	

■	テーマセッション A	■	

脳科学と少年司法 

 

■	テーマセッション B	■	

犯罪加害者への取り組み―社会への移行を見据えて― 

 

■	テーマセッション C	■	

暴力団員と離脱者の人権 

 

■	テーマセッション D	■	

地域生活定着支援事業の現状と課題―地域生活定着支援センターに対する調査結果から見えてきたもの―	

	

■	テーマセッション E	■	

少年法適用年齢引下げ 

 

■	テーマセッション F	■	

犯罪者を親にもつ子どもの視点から見た被虐待児への対応と虐待者である親との関係について 

 

■	テーマセッション G	■	

再犯•再非行防止に向けた調査研究の概要と今後の展望―法務総合研究所における近年の調査研究を中心に― 

 

■	テーマセッション H	■	

刑事政策学の復権Ⅱ―社会の変容と刑事政策学の意義― 

 

■	テーマセッション I	■	

子ども•女性を守るための犯罪予防研究の最近の状況と活用方策 

 

■	テーマセッション J	■	

刑罰や刑事司法の信頼等に関する意識調査（インターネット調査） 

	

■	 	 	 自由報告	 	 	 ■	

日本犯罪社会学会編	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本抄録は基本的にご本人の提出されたデータをそのまま使用しているため、誤植などが

あってもそのまま印刷されている場合があります。ご了承ください。 



■

企画の趣旨等 福島　至 7

報告1 刑事法学の立場から 福島　至 8

報告2 治療法学ならびに治療的司法の観点から 指宿　信 10

報告3 心神喪失者等医療観察法の対象者の主体性の課題 池原　毅和 12

報告4 刑事司法の「自己像」と「孤立」 森久　智江 14

社会福祉からみる連携の課題と展望 16

――本人のために、支援を、であり得るのか？――

■

企画趣旨 山口　直也 19

脳科学・神経科学と少年非行 友田　明美 19

―少年の脳の発達に関する脳科学・神経科学の知見―

報告2 脳科学・神経科学が実体法に与える影響 本庄　武 20

報告3 脳科学・死刑科学の進歩が少年司法手続に与える影響 山口　直也 21

報告4 脳科学・神経科学の進歩と少年司法 上野　正雄 22

質疑応答の概要 23

■

本テーマセッションについて 24

報告1 短期入所施設における取り組み 田村　勝弘 24

報告2 長期受刑施設における取り組み 帯施　龍一 24

柴田　英憲 25

角掛　雄一

報告4 社会内移行の視点での取り組み 里見　有功 26

山田　勘一 26

野澤　忍

報告6 治療的司法の視点での取り組み 後藤　弘子 27

東本　愛香 27

西中　宏吏

指定討論および全体討議 新海　浩之 28

■

企画趣旨 津富　宏 30

報告1 保護観察官の立場から 西原　実 30

報告2 暴力団離脱実態の研究 廣末　登 30

暴力団員と離脱者の人権 31

――暴力団排除施策の合憲限定解釈の可能性

コメント 丸山　泰弘 31

会場での質疑応答 32

報告5

学術機関としての取り組み報告7

日本犯罪社会学会
第43回大会報告要旨集

2�0�1�6
目��次

刑事司法と対人援助―誰のために、何を―

岩切　大地
報告3

シンポジウム

テーマセッションA 脳科学と少年司法

テーマセッションB 犯罪加害者への取り組み

テーマセッションC 暴力団員と離脱者の人権

報告5
水藤　昌彦

報告1

―社会への移行を見据えて―

累犯受刑施設における取り組み報告3

更生保護施設における取り組み



■ 地域生活定着支援事業の現状と課題

―地域生活定着支援センターに対する調査結果から見えてきたもの―

企画の趣旨 33

報告1 「支援実態調査」の結果について 我藤　諭 33

報告2 「職員意識調査」の結果について 松尾　多英子 34

「地域生活定着支援センター業務に関する調査」を読んで 益子　千枝 34

：現場職員の視点から

指定討論 久保　貴 35

議論 35

■ 少年法適用年齢引下げ

企画趣旨 正木　祐史 36

少年法適用年齢引下げ 武内　謙治 36

――ドイツとの比較から――

少年刑法犯の動向と眼差しの構図 土井　隆義 37

〜再犯の抑止機能から考える〜

少年法適用年齢引下げ 佐藤　直樹 38

―「世間」への〈再埋め込み〉をめぐって―

質疑応答・意見交換要旨 正木　祐史 39

■

企画趣旨 矢野　恵美 41

犯罪者を親にもつ子どもと社会的養護 松村　歌子 42

～児童福祉施設における現状と課題

親子の分離と子どもの福祉 立石　直子 43

～家族法の視点から

報告3 フィンランドにおける児童虐待対策 齋藤　実 43

報告4
スウェーデンにおける児童虐待の予防と事件化への体制
作り

矢野　恵美
44

報告5
ドイツにおける被虐待児への対応と虐待者である親との関
係について

小名木　明宏
45

コメント 龍岡　資晃 46

質疑応答 48

■

テーマセッションの趣旨 50

報告1 法務総合研究所における再犯に関する研究について 染田　惠 50

報告2 高齢者による窃盗と再犯 冨田　寛 50

只野　智弘 51

竹下　賀子

西原　舞 51

高橋　哲

指定討論と質疑応答 52

非行少年の立ち直りと再犯に関する研究

性犯罪者の否認・最小化と再犯との関連の検討報告4

報告3

犯罪者を親にもつ子どもの視点から見た被虐待児への対応と虐待者
である親との関係について

報告1

テーマセッションG 再犯・再非行防止に向けた調査研究の概要と今後の展望

―法務総合研究所における近年の調査研究を中心に―

報告2

テーマセッションF

報告3

報告3

テーマセッションE

テーマセッションD

報告2

報告1



■ 刑事政策学の復権Ⅱ

―社会の変容と刑事政策学の意義―

１　趣旨 53

２　刑事政策における検察官の位置づけ 53

３　話題提供 53

■

１　企画趣旨 55

２　議論の概要 齊藤　知範 55

防犯の役割分担と負担緩和策(5) 齊藤　知範 56

―持続可能な犯罪予防対策のために―

○山根　由子 58

齊藤　知範

原田　豊

まち・人の空間を意識した安全教育 宮田　美恵子 60

―女子学生・子どものための映像教材の活用―

防犯の役割分担と負担緩和策(6) ○ 松川　杏寧 62

―防犯ワークショップの質的データから見る学校安全 山根　由子

指導の特徴と課題― 齊藤　知範

防犯の役割分担と負担緩和策(7) 田中　智仁 64

―警備業は子ども•女性の犯罪被害防止に資するのか―

■

１　インターネット調査「刑罰や刑事司法の信頼等に関する
意識調査」実施の目的

浜井　浩一 66

２　単純集計の結果 崎山　右京 66

３　犯罪観と法令遵守 我藤　諭 67

４　警察への関与と心理的レジリエンス 津島　昌寛 67

報告4

テーマセッションJ 刑罰や刑事司法の信頼等に関する意識調査（インターネット調査）

テーマセッションI 子ども・女性を守るための犯罪予防研究の最近の状況と活用方策

子どもの犯罪被害の前兆的事案調査の試行報告2

報告3

報告1

報告5

テーマセッションH

（ラウンドテーブル）



■

A 1
日米の死刑執行停止を求める欧州評議会2001年決議をめ
ぐる外交文書の分析

永田　憲史 70

A 2 1948年の「残虐」観 櫻井　悟史 72

――死刑制度合憲判決の社会的背景Ⅱ――

A 3 被害者の有責性の概念に関する歴史的考察 岡村　逸郎 74

――被害者学の輸入期における精神医学者の活動に注目
して――

B 1 【報告予定者が当日欠席のため不掲載】

B 2 協力雇用主における就労支援の作法 都島　梨紗 76

――「就労＝立ち直り」言説の受容に注目して――

B 3
非行少年の＜変容の物語＞の継続／改訂における更生保
護施設の役割

仲野　由佳理 78

―「語る主体への介入」から「物語環境の調整」へ向けて

C 1 問題行動に対する学校教育機関の対応と意識 ○柴田　守 80

――意識調査の結果から―― 岩井　宜子

C 2
台湾の少年補導実践における非行少年の逸脱行動をめぐ
る解釈と援助

李　岱真 82

C 3
中国の売買春政策にあらわれる「幼女」の二つの秩序をめ
ぐって

周　筱 84

C 4
「子どもの被害防止ツールキット」を活用した持続可能な多
機関連携のしくみづくりの試み

原田　豊 86

自由報告



	 

	 

	 

	 

シ	 ン	 ポ	 ジ	 ウ	 ム	 



 �� �	��!��� �

������
���� ������������

�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � H\PER\N[�n� �

Ğ·� ķůŮŏ©¬Ű�

�

Ų� mĐ.Ŕé�

� �.Ųű»5*.ţ,��e�ā)Ğĝ).Śà

�ĂĖ�@?<�,+%'�#��.Śà,&�'

/Ņt(�?Ū9�?��kæ(å#+Śà�Ġ	

.ŊŬCĢ�&�'�?<�,9ÊB@?�òJZ

UKGV(/��e�ā)³hß�.�>æ,Ćą

C�'�!�,ř¾ ?�ŬCöŁ�#���

ų� �@6(.Ĭİ)ČĊ�

� �e�ā)Ğĝ).Śà�½�ÎŌ�@?�),

+%#�%��/�¶òō��ċģł.�Ĉ(�

?�!.Æ���ğ¬Ěġ
ĲCĉ�#ŧ��ĵ.

 ¢Ďăâß,Ť ?Ěġ�CĬ'��B;?��

âßů ¢Ďă®ęâßMZN\.}ŞŜ¿ĘŃĳ�

�eçŃ3.ĜnĞĝ¦Ħ.şĳ�ïĎĮËuŎe

�ŋä+*Ű��¯Ŧ,� (ăĔ,ĺB@?<�

,+%'�#��

� !.Æ��eçŃ,�°�@#Æ.âß�=�9

%)�,Ğĝĕâß,&+�?�).ÉļÌ�Šļ

Ì�ŇŌ�@�ĻĒĵ[Ļ�h,³ ?Ğĝĕâß

�īıĕ,ĺB@?<�,+%#�#)�0���

&�. æö²¼,��'/�ĜnĞĝ¦�Ť_�

'�Ğĝ3.âß,&+�?ă�9ĺB@'�?�

�B;?|�âß(�?�|�âß/��Ŭ.êñ

Ŀÿ[ĿĄCĖØ 9.(�>�£òĕ,øŗ 4

��)(�?)Ê���

� ���+�=��e�ā)Ğĝ).Śà�śĺ 

?,Ś@�!@"@.Ö�Ô,��'�ŝ�ÏCÕ

�<�+eÐ9Ď�?<�,+%'�#�#)�0�

�ĉťùĖĕ.Ú�æC8�%'(�?�Ûô[ń

Ř÷Ť�Ğĝ).ŚàCś8?¥�,��ĉťù.

ĖĕCÜ�?./čĿ(�?��ûţ.Ğĝ÷Ť,

��'9��<�+�)�Ü�=@?)�Ē�.§

9Ù�=@'�?��

Ŵ� mĐ.-=��

� �e�ā)Ğĝ).Śà)�24�ă��øŗ 

4�~°C�D(�?)�'9�òÃ,ð6���

ÀC9#= �),+?.(�A���::9 ?

)�ĉĲ:ũĺCĉ�#)�@'�e�ā.j|C

��?�),+%#òh.¹ð:ÎÊCŨ@��e

�ā:Ğĝ,àB?Ö�Ôx�=.��B0^�=

Ėį.j|,/+%'�+�(�A���JZUK

LQ#$}�/�òh.apÌCĥ],Ĵ��::

ÑĒĕ+6+��C���?CÇ+���

� òJZUKGV/�^ł�ŬÎŌ�=�WFZN

FQXC
�e�ā)³hß��)�ůĞĝ<>9

<>ìě+ŀĸ)�'³hß�Cď�#Ű�ISNF

QX)�'�òh.apÌ[ÃeĵÌC´Š 4�

(�?).Ê�CŖ8'�
ŉ.#8,�qC�)�

#�Śà/�òÃ,ð6���å#+ ºC�>Ţ

�'ĺ�.����ĵ,Ĵ�?ĨóCÝs���Ŭ

ÝŒ�#���

� �@6(��ā)Ğĝ.Ö�Ô)��!@"@}

�đ+?�š(ă���6#}�đ+?�č:ŀň

Cď�'��'�#�)CĴ�@0�ėf,ŝ�Ï

CÏ�?./Ãć.�))9ŀ�<��!@"@.

�š,��?ŊŬCŇŌ��ŝ�CŇŌ ?�)9

Éļ+TYML+.(�A���

� +��i».JZUKGV/��eā¬��eã

ħ¬��āĞĝ¬C`È,µŢ ?�6#��Ŭ.

Ćą/��B;?|�âßC`È, ?��

ŵ� JZUKLQ.ĩj�

��eā¬.Ĥ¥�=� � � Ğ·� ķůŮŏ©¬Ű�

	 Āēĕ�ā.ľą�=� � Ø±� vůÒ¡©¬Ű�

��ēľ²ā³Őĵ.apÌ.ŊŬ

� � � � � � � � � � � � � þ�ú�ůÁŎ¦Ű�

��e�ā.
Ķ¸y�)
«Ĥ�

õbîýůĤ�ŭ©¬Ű�

�ĜnĞĝ�=7?Śà.ŊŬ)µð� �

� � � � � � � � � � � � üĹëÄů¶�ĘĤ©¬Ű 
� +��Ğ·�JZUKLQ,9+%#./�Ø±

n��å#+�e�āůĀēĕ�āŰ.ľą�=¤

� ?�),+%##8�Å�Cìě, ?#8�

oĭĕ�e�ā.ľą�=¤� ?Ĥ¥CÖ%#�

),<?��

Ŷ� Ãè.őĒ�

� dÍCœ��¨�.æ	�=ő�:�ÎĽCūÓ

�#�Ãèíţ�+�+>��6>ÎĽgÞC ?

�)�(�+�%#�),&��H\PER\N)

�'�.¥Cw>'�ņ1�#���

� a#?őĒ(/��ēľ²/Āēĕ�ā)/đ+

?�)�6#*��'9JLOV�z� ?�)

+*�Øá�@#5���ā�×&Â�.ª÷)Ķ

ĤÌ.ė{+*C8�>ÎĽgÞ�+�@#��.

5��Āēĕ�ā.¯ŕr+*9ĩj�@�Īc.

í�Cŗ�#��

�

l� ^�

7



�£�ţåEƌÚ's��

�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ƈû� ƪȄȃǏÝåȅ�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Ȇ� c3nC�

� ŊÙÆc8#[TX��¾ĳİ�Eť®C=#>8

ţĉå'sEƵŪ\į�4X@@oC88EÊȀĔ

C=#>Œƻ4X9@+C8ưżƣŜǵ?Ư[vX

ƈƇ@EǢı(8ŒñçEǔƿŖǲƯ�uzƯ�@

ðĬCƗOÂ<>#Xųǐ\|CĒǿC&#>8Ƣ

ñ2>#)9#9�

ȇ� ƢñE¨į�

� �¾ĳİE/@\ǅX¨C8£�ţåEƌÚ's

c8I@=Ƅǃ2>&)9#/@("X98vc8

�¾ĳİEŜǵC&#>c8òǐ@BXưżƣuư

Æ�cūƝĭè\½-XƌÚC"X/@?"X9é

ǶC8ūéE�oöB+B#9/EŪc8±¡Ťę

\Ìǔ2>&)9#9�

� /E/@("XE?8@+C�¾ĳİ(ÊȀ@B

XŜǵC&#>c8�é\�$ą�ƣòģžBŔǡ

EƭĆcB'B'ġĩ2(9#9/EĠƚŜǵ?8

�ƘžB£�ţžƢ%Ĺ'sæ�CǺƨ4X[-C

c#'B#:Z$9o<@o8/EŜǵ?ūé?"

XưżƣuưÆ�c£�Áţ'sǺƨ4X/@Cc

BZ$(Ȅ?)X:-ļň?"X/@(ŇN2#ȅ8

8E{CoƈƇžĳİ\ďƲ@4X�cãÒ4X9

8Er$B�Cc8£�ĠƚEƖŎ(A$BX'@

cǯ�B+8ƈƇJ@=B,�s'EÎǖȄ§āȅ

cďƲ?"X9�

� B&8Ǚ�ĦŌ0v>#XưżƣuưÆ�Cc8

ÑǓ?Ăǎ�(ď5�6svXK)?"X@Ƣ%>

#X(8ƈƇžİ¬\ċXÚÂCo8EĂǎ�(�

s'Eblvhžć©\Ŏ94/@(ŇN2#90

sCĂǎ�(�0v>#X�xc89@%Gưżƣ

Ŝǵ?Œñç'sƈƇžǈĶ("XÚÂCc8ď5

Ăǎ�JǢƗ4Xr$BĠƚ)\ǘP/@(şns

vr$9�

�

Ȉ� ��¾ĳİ�Eųů\A$@s%X'�

4� � ¾ĳİ�Ec3Nt�

� ŒñÿC&-X£�ĵƎĳİë8Ăǎ�\{ĎC

29ńŵƺŹEƎèBAEǁO(Ư[v>#X9B

78/Er$BéǗť®(ŵNvXCƪ<9E'9

ǥ<>Ƣ%XBsG8£¯ğÒğƣE{C8ȁȂƣ

pǷ(#ƣ(8ē<>#9�xCÜ+ÅNv>#9

/@JEǃǌ(B0v9/@CrX9/Er$Bǃ

ǌ\®Ï@2>89@%GąŁ²ȁĚǸ�Ŵ�ǭ:

<9ŷûƬĿc8·ƀC&-XƂƋ@8vCă)

ƚ+ÓÕŵťèƁĳİetfv\ƌ;x.".9E

?"X98Er$Bť®\Ǡ3>8 ¾ĳİ(�Ñ

žCúǮ0v>)9/@cƼĞCĸ2#9ȁȂƣp

Ƿ(#ƣEŮƝpǼƯC=#>88v\o9s2>

#XƦłž¸ÏJEòđ8ÊȀǳº(¼tƕNvX

r$CB<9E?"X9�

� /Er$BéǗť®E{?8òǐƣ@B<9�E

ŭĔc8ŰtŃs2BAìĻBA'sEİ¬(ňĈ

?)B#�8ǪîƣBAkvmrdE�8��oB

#28'@#<>ŵť�ǎ\½->#X[-?oB

#r$B�BA?"<998Er$BÊȀ8ŵ)ǚ

0\ĥ%>#X�C8ùÚğ@ ź\į�4Xť®

(8#[TX ¾ĳİE{Ď@B<99//C8£

�Áţ@ƈƇ@Ept_uǢı(ŵNvX/@CB

<9E?"X9�

5� Ʊ¤ğEÊȀ�

� ȁȂƣBA(£¯ğCÜ+�ğ2>#X�Ĝ\o

9s29¸Ïc#Z#Z"X@ē[vX(8£�ţ

åEƶŪ's4vG8ƃſž@oƹ%XųƯ£ţƴ

èEãÒ\ī.>&)9#99@%G8ƓŮƣEǒ

�cǩ#@Ƣ%sv8ƓŮ«ǩEƴè(ƾ-sv>

#X/@(ī.svX9N98�āEÖƯŲ�£E

ƹ#ŧ2c8£ţxEƲ�(¹2#E?B'B'ƹ

#ŧ0vB#28�ǎƶñ�)ÖƯŲ�{EƣE�

ŮCcé£Eƹ#ŧ2\61X\%B#r$CB<

>#X9N98£¯ğ ğĊ � þ�E�Ůo8Ãŕ

Cé£Eƹ#ŧ2(iMz¿ǧ?"X9ÖƯŲ��

)EƩŸ£\ƹ#ŧ0vX/@CBX@/EƛE{

CǴ<>2N#8B'B'Ǻƨ(ǻ2+BXE(ų

ƯţE§ā?"X9�

� /EůŢ\8Ʒā\Û%>ƳX@8Ʊ¤ğCci

@]A���ŴEƱǫE�Ó(B#cdgm?"X

/@\ęÇ4X9Ʊ¤ğ�'sƳvG8xǞE�Ė

\ĥ%XưÆ�(�¤ǉş0v>)9ǶCc8iM

é£¤Š\ƹ#ŧ42'B#§āCB<>#XȄ³

wEÉÈ2' >/B#ľEƩǑŘEr$BoEȅ�

9êÆŲ�§āoB#28£E�ǳo'Btǲè0

v>#XE?"X9o;Z]8�éǯ�\�<>#

XÚÂc¥?"X28�éCČÞB��o"X(8

×ŊžCcǔƿ0v>��(Ʊ¤ğCƙƚ29ŁŪ

?8iMýǕcŠ2>#X/@\ęÇ4X9�

� N98Ʊ¤ğC&#>c8ƈƇ@EǢı\ÐX/

@\¿ƧC4X�žB�§CB<>#B#28¤Š

¨ǈŏ§āBAE§ācţĉxƴè0v>#B#9

#[G8ųÒEƱ¤ğc8ƈƇ@EǢı\Ƣ%Xx

?c8Ø#ǬEƏO9#BãÒCB<>#X9§ā

xEÊȀo"X(8	 �	� þ��ǱCŅȁƱ�¯Ɯø

CrX�ǨƘ§(Ą°0v9/@o8/Er$BƱ

8



¤ğEųů\ħ#9wÏ?"Xr$Coě3X9�

��

6� �¾ĳİJ�

� � � � ����� � � � � � � � �����

� 3� Œñÿ� 3� Ʊ¤ğ� 3Ȅ£�ĺƾƍȅ3� �

�

� Ʊ¤ğ(/Er$BǬEƏCB<>#X(9nC8

8E�(ŮƝ\Ư$ŐŨž¸Ï\ŀŚ4XCc8Ʊ

¤ğC��(Ư+¨Cò�29Ĺ(##@#$/@

CB<>)99 ¾ĳİ?cǣ4*X28'@#<

>Ʊ¤ğ?c�o?)B#'s?"X98/?8 

¾ĳİ's�¾ĳİCƉƯ29@oƹ%r$9Œñ

ÿ(�¾ĳİC~t 29Ec8"XęÇďŬž:

<9@oƹ%r$9ďƲCǝsv9éǗ@?oƹ$

K)ųǐ?"X9Ȅo;Z]ŒñĴǽEŦv@'#+

='ƲÏc"Z$(ȅ�

� �

7� ŒñçEƱǫŖǲ@�¾ĳİ�

� /Er$CƳ>+X@8 ¾ĳİ's�¾ĳİJ

EƉƯc8"XęÇ?ďŬ?"Xr$Cē[vX9

/vN?8é¯xoi@]A£�ĵƎCǯĎ\ƅ2

>/B'<9Œñç(ǯĎ\ƅ28ưżƣuưÆ�

E�¡ŠèĊCĘ#\ï6Xr$CB<9Ec8ĕ

#/@?cB+8×ŊžCřǜ29#9�

� /Er$C2>ųC¼tƕNv>#X�¾ĳİ?

"X(8ŒñçEƿǟƱǫŖ(Ư�0vŘ�C&/

B[v>#X/@(ŭčž?"X�

� 2'2B(s8ŒñçEƿǟƱǫŖEÊȀĔc8

'D>rtĪĲ0v>)9@/Z?"X9½Đơ¯

\Ǉ29x?EĄÝBưżƣ¼ǈŖǲ8ǀĨEŰ´

ž¦ŶBAďƟ|ơžBŖǲƯ�BA(ÊȀ@2>

ĪĲ0v8�ƑÊžŒñçÁţ�@N?ƹ[v9Ȅõ

ŷ{Ƥŗȅ9ŋŉ·âŝE��?EÝǰÓŒEǀĨĴ

1](Ư[v9(8�ƑÊžŒñçÁţ�\ŭč�-

X��?"Z$9ŭC8ŒñçEƿǟƱǫŖcĄª

?8£�Áţ��EýǕ\athsvq4XiA?

"X@ĪĲ0v>)99�

� ŒñÿC&#>¼tƕNvXƈƇ@EǢıc88

EƱǫŖ\0sCĄ°4Xr$B/@CBsB#'8

µė0vX94B[;8ƈƇ@EǢı\w=E^j

cnt@28ŒñçEǦĤƥ\Ā.X/@CBt8

Ɩø8EŖǲĄ°CBsB#'µė0vXE?"X9

N98�%G¼ăžB/@oƯ[vX/@JEµė

o"X9�ƈƇĺƾC¶�CBXEBs8/E��c

ǔƿŲ�C2>pZ$�@#$r$B¼ă?"X9

/$B<>2N$@8ƿǟEáÍCrXƈƇĺƾJ

E�ğǄô?"X9�

� N98ŒñçEƿǟƱǫŖc8£�ƿƽţ ��
 ō

Eƴè("X:-?"<>8i@]AţĉxEŐĨ

cB#98vCo''[s58�+ƌţĮƞCrs

52>Ɗ�E�)'-(ưżƣCƯ[vX/@C8

µėo"X9�

� ŒñçpŒñ�¯ç(Ëę?/EÊȀC¼tƕ]

?&svX/@cǩ�ŴƸ2>#X=ot?c"X

(8µėcśX9�

�

ȉ� A$Ƣ%>#+K)'�

� ǆE9nC@#$ŪC=#>c8Ŋ�E9nC?

"X9�\@#$/@?c88EŖ¦\�Ƿ4X/

@@Ƣ%>#+K)?"X98E�íc8ĝţ 	 �

ōE�őžƩĉŖp8ĝţ �� ōEŵãŖE�Ƿ?"

X9×ŊžCc8Ŋ�EŖ¦�ǷCßNt88vC

÷)X@#$E(×Ŋdftd?"X9�

� 9:8śĒB(s8§āžCwƫžC£�Áţ'

sƈƇJ@=B,ÎǖcĶ�0v>#X[-?cB

#9ųů?c8ƈƇ@EǢıCĽX#Ăǎ�(iM

ĠĂą?Ư$'ȄńŵĳİƺŹEƎèoÅn>ȅ�

8ŒñçEĹ?EbvidCrXE(o<es?"

X9"XK)ĹÄĔ@2>c8ƈƇJEǢı\ÐX

/@\8ÑǦĂǎ�Eœ¯�íCƕOǛP/@p8

ţgodE�œťŶEw=C4X/@(Ƣ%sv>

Ƭ#@ē$9ÁţĴǽEŴĒ's4vG8Ʊ¤ğp

ǍñƠE8GC ���01���0�2�� ÔEţgod(ƾ

-sv>o##@ē$9�

� �Ĺ?8�Ǥjs`ompêÆŲ�BA��\�

$ÚÂc8ƒƐEƈƇbvidEį�@cĔő(Ż

BXr$Cē$9o;Z]8ĽƄCü¥0vXoE

?oB#@cē$(8��B#2§ƱEƭĆcö2

ũ+BX:Z$98$B<>+X@8ŒñçEo@

?cB+8Ʊ¤ğC&#>Ư[vXK)?"X9Á

ţEǒ�EathsvqCņ4XďƲ("X98v

CcƌţžĮƞ(ďƲ?"Z$9ƌţžĮƞ\@X

/@c8Ñ�C&-X''XĵƎ\Ģǃ4X/@C

Bt8Ş|žŚąĔEƶŪ'soŇN2#9B&8

/EŪcšŽžţåEÊȀC=B(X@ē[v8ǂ

Ɣc8;sCàD9#9�

� �

� �

�

»Ƣķű�

ƮǪó}�ȁȂƣŮƝ@£�Ġƚ�Ȅ £�ÁţĴǽ

@£�Ăǎ!Ȅų��ķƆ8��	 � þȅ	 	 � Ǿȅ�

�ŭǹ� Áţ@ƈƇ@EǢı�ä¢£�Ăǎ 
� À

Ȅ��	 � þȅ�� Ǿ�yEǋǊķ�

ƈû� ƪ�£�ţåC&-XƈƇ@EǢı�ŮƝ@

£Ɵ �� ÀȄ��	 � þȅ	 �� Ǿ�

�

�

�

�

9



:DNR9R�6/A"A�6?	���

bƇƣƉęhwmiƇƣƦôƉjǝƎlwc�

ŕġ� Ç� ȕŌĉēęȖ�

�

Ș� ©vsi�

� șȗȘȗĬȏlwōmĄjŸĢĭ���lw_

ĽŲjéǉłùf©ơhyƤǟuŜƽŕȂmƮt

zysfmďj_ũƝśř}úrŸĢofǵŘ}

ǽsyĖåm���¬¦tz^C 

� ȘȚĬlw©ų¸ćţŸĢĭibƯ¾ŀĪśř

Ğcmǡǈtz^j}ƨÕxiÐĄjćŸ§�¦

eǖƢǌƃȉej°ǰǣƆĜŧiƲưƦśř}ǥ

qyîxǀqmĕpa^C»ţ_×¶Ĳǫj²Ɵ

etbǖƢǌǖû¹jũƝśřcĈĲǫƋãmî

xǀpzdndkx_Ư¾ƲưĐfǼŚud°ǰ

ǣÒÔjïTƩ}ÁadŸĢěiÎnlTyňƖ

Ĳǫ}ĝǲwyĲǫƋãmƊƫ}ȋsdhy�C�

� sjvihŸĢ«ĲǫjíţjƋãŕȂmũƝ

śřiùlifhisfibhd_¿ǂƦhķ¶

ǌģƹȕĶâ´ǊȖĈjǣǠǝe©ǧŦmblh

hC×¶ǣǠƉjŝƴŪƦi©íţj´ĵ}Ǥœ

iċchdĦȅu_ŸĢÊ©×ǉjŁǙŇ}ÙŢ

u_ŁǙfǋjzlǰǣudĝ×}ƅsy���

¦mŉĜtzdkx_ĲǫÊ©_ǰǣƘµ}ƙľ

wysfmŖŵĲǫjƻƫŽegx_ǰǣļ©

ƏǇĲǫuĝ×ĂȀĲǫ}ƫŕwjmĜƬega

�������������������������
��ĲǫĐ���lw_bİǩ¾�ȊğjgyǖƢǌ«

ǖû¹iģudĲǫĐ©ÀmenylcĘÖ×¶

ĲǫȟȜóȝȚȎȕșȗȘȝȖƼ_Ʋư���l

w_³ŰƳȁb×¶ôƉikTyÏðśř�ǖƢ

ǌ«ǖû¹ojƲưƦśř	 jƚƖfǨȒ���ũƝ

ǄņÆǫfÏðśřiȇwyǋĢ�cƯ¾ƲưĐ

șșóșȘȎȕșȗȘȜȖƼëƑC 

^C�

� ũƝśř}ƫƦfwyǣǠƋã}ťŲjŻńu

ƛǪe©ǧŦmenhhfs{_ȘȠȟȗĬ¼i

Ɲpz^�¦�����hǣǠƛǪegy_ȡƇ

ƣƉęȢ�9KHTDSHW9LF�MWTLUSTWGH4FH�½¯ #7 f

Ơw	 hwmi_øƛǪiċch^ȡƇƣƦôƉȢ

�9KHTDSHW9LF�FRWT9�MWU9LFH�½¯ #0 fƠw	 fh

iôƉŐǃǝmŬtǧľƦeƛǪƦiĔķwyv

iiŅ|zyC�

�

ș� bƇƣƦôƉcƛǪfŨì�

� #7 fhiôƉƛǪ«ôƉþęmƝpz^nal

T©_ȘȠȞȗĬ¼i�¥��ēęih^���

�«ª���¤¬�1D;LG�/��BH=OHT	 ŝŗf_��

� ēęj�¦¬�«������/TWFH�BL4LFN	 

ŝŗfhiș¹jƿƱǔƝƉjĤȄĠjÓ¾he

ga^	Cĺw©_ƇƣƦhǛƎ}ƉÜį_fx|

TƿƱȊğǌ}spyƉÜįofîxǶrsfi

öŊu_szmļi²Ɵ³j×¶ôƉjgxţi

őůƦhĒȍ}Ǹyǝńfhy #7jƺǅfha^


C�

�������������������������
	�0R4U9D4FH�/DFNKRWUH��	 ����������������������


��������,�����������,���	,����������

����������������649HT4D9LR4DO�7RWT4DO�RI�

#KHTDSHW9LF�7WTLUSTWGH4FH��	����

�3RT9KFRPL4J	 ��


�ŬØŭjŠƗfud_Âjl_1D;LG�BH=OHT��

#52!. 2A#60�7A!6" !A12�02��#52�9.B�."�.�

#52!. 2A#60�.42�#��0DTROL4D�.FDGHPLF� THUU��A"��

�,,�	 ��#7jƛǪƭƷuĝǲČûjǐòfhadh

yj©_	 ĬiįȅÌtzy 649HT4D9LR4DO�

10



:DNR9R�6/A"A�6?	���

� ōmĄ}úsdǑƾƉąeƞhwzy×¶ôƉ

Üį©ķ¶ǌ´ǊiƹbCǗÙŏ©_ŸĢěj´

ĵȕƕǇ¶ĝȖibhdǤœiƑwudƉƦÙŢ

}±jyCĲǫ¹j´^yĹÞ©ģƹķ¶ǌfu

d_ŸĢěj´ĵfģĨu_ǖû¹jžÛmÆȊ

tzyviȈĿwysfegyC�

� sziģud_#7�#0 ƦhôƉǝe©_ǗÙŏ©

ƴęƦhǯšiċcnǖû¹iĂŀƫŽ}±j�

¬�jĹÞ}Ŵ^wCƉĻĠ©ģƹƦe©hoũ

ƝśřiçàudÎoCȇÄǌ©Ƨ_ǿêłùe

©hoŮŲłùe_śřƦegyC�

�

Ț� ÿȒǞƆĈǗÙŏjƥčfŻǙ�

� siu^ #7ƛǪiüŃwyvih×¶ôƉjĝ

ǲmȟȗĬ¼jƾĄõćeĕpa^C]z©_ǒ

Ɠ¶ƕǌmǆxǷuƉıiŎadoysfiŹ}

ƒuu^ǗÙě^`m_×ǉivyėāe©áŴ

mhhsfuǒƓȌǎ}ÅwƇƣuƜĎşË}Ǔ

i×¶ôƉÜįjŁǙiƫǜs^ǁŴ_b�¤�

�«�¬�cfülzyĤȄƉıegyC]jļ_

ƁafƝpzdoy@ÿȒǞƆĈ@ǗÙŏ

�STREOHP�URO;L4J�FRWT9��½¯  "0 fün	 j¼Ǖ

ƦîxǀqegyC�

�  "0 jÂfud^fjl_�¢¬£¬�ĩe©ƚ

ĆÑĳiȞbj�¨�¤¡mƞŊtzdhyCĬ

ȃĥĬƉı_� ¢���«�¬�_�¤��«

�¬�_¹ǳđǮƉı�5#0	 _ƿƱȊğǌƉı�:50	 _

ŇƕǇǌƉı_ǺĹǴ¹Ɖıegy(C���j�

�����������������������������������
0R4JTHUU�RI�9D<�D4G�:H49DO�5HDO9K j²Ɵē¾i

kTy #7 �¤��hwmiƄĬȅÌtzy

649HT4D9LR4DO�#7�0R4IHTH4FH egyCÝǌ©kv

]Șȗȗůj_ļǌe©kv]Ȝȗůj #7 ȇǼj

�¬�¬mȋpyC�
(�

K99SU���<<<�4>FRWT9U�JR;�0�A!#"�STREOHPCURO;

¨©�etǘŞj�¨�¤¡mǾĀtz)_żah

ÿȒèă}ŒjdƕǇiǏa^ǖû¹j��}ń

ȑiǈh^ôƉǿƵmĝƚudhyC�

�

ț� ƇƣƦôƉǪlwǚ^ŤůjƖƈ�

� ŸĢfƲưfjǼŚeĕpa^Óŏǌiģwy

Ư¾ŀĪśřjîxǀqt_ōmĄikTy #7 Ʀ

ŅŉjŨìfñǍŇ}ŋvtyyCbÓðśřc

tbÏðśřcjŶĮi©ũƝśřjŅŉ}ŔbC

_m_ÃƐfudƲưjÊmƶźƦi°ǰǣiù

T^ºÏuśř}Ǔiĸe©hoƲư_æƣ_�

 ¢���_ǣǹſȇmbçÎcwyĸihad

kwx #7 ƛńlw©p_ǱȌmgyCp^_ǰǣ

ÒÔihyfǵud×ǉłùiÍnm`eũƝ

śřiǭŇmǚwzhhCu©x×¶ôƉǿƵ

}ǭu^ #7�#0 ŐǃnjßÓmņmzyCÂj

l_ĜjǒƓ¶ƕuƸƪ¶ŷibhdȚȘțű

}ƍƞudèăfhyÿȒ}ǞƆwyȆȕƇƣŭ

ȆȖǗÙ}ÉƂu_ŌŴmǦswzzlŸĢěm

Ñǣ}îxƌwfha^¼ū¦¬�}ǋjdqd

©gilC]ud_Ō¹ĬȔjĴn¯rmµŉt

zyjeĽŲjĬȃĥĬiķ^yĬȔħ}ģǬi

u^ƔÚƉıȕĬȃĥĬƉıȖ}���©wys

ftņäe©hhlC�

� t`{~ #7�#0 ƛǪtÈƛƦhǝƎuÑīŇh

glwÿȒ}ŒjdhdƆud®Ǎe©hhC_

m_szpej×ǉƛǪu×¶ǣǠƛǪe©śj

ysfmenhhȐĊ}Õxȅo^si°ñƀj

Ņŉ_ôƉþęhjegyC�

�����������������������������������
L4J�L4GH=�UK9PO� ëƑC�
)�:DT>ND��PD9UWȕŕġ«÷·ǢȖb�¨©�ikT

yÿȒǞƆĈǗÙŏjŻǙfdƇƣƦôƉeŻń

iċcoîxǀqcƹýȓƉĚ 	���Aȕǻó 
�(Ȗ

ȕ	���ȖëƑC�

11



ėƣÒäǈƮ¶Ɠǡòŵ8ôǭǈ8z�ě8ǩȟ�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ř�n`pSTWrŵĒ�³ĥćǬà� ű½ŭÎ�

ȧ� 9&D7�

� ¶ƓƦƢ4©�Åŵ9.ŖŘ.«�8ĄƘƖl

ĳ.Ə6K½Ɖ7H/2ţƱ#i2�,Ą34K

�.ƶƣƨ¶ƓƦƢ4©�Åŵ8Ȍ39.ĸǄ¡ȑ

Ȥƶƣ��ƦƢŵȨȮŗȥ�0��7ðlÀ@'�

*i1lǛ�4B.ÈǛ�90©ǅŵ�7ǣiKƩ

Ą8ǕſlǕ6�*i14Ǣ#i25K,D.©�

Åŵ4ȗĶ)$Kl�65�ǭlÌC"476g.

©�ǯ�Ǎ°9ƊƂéƖǛƷ4B2ƶƣȖð8Ƅġ

lÐȟ4'K,D.ƶƣƨ¶ƓƦƢ4ȗĶ)$Kl

�65�ǭlÌC"476K�ƶƣƨ¶Ɠ7�!K

č¡ȑĄ4©�Åŵ8ÞƎ�vŋƞ6E876

gƙ�ŷŽB25 ƈǭȤ
������ȥ9ƴØ3EĴ

ľ#i25K�ȧÞƎ8vŋƞµ4ƙ�ŷŽ9.*

i+i8Ą½Ɖlâñ#)KºȔělÌP35K��

ėƣÒäǈƮ¶Ɠǡòŵ9.xĄ8ÞƎȞÚ7

4KÐȟlÅŵ4ƶƣƨ¶Ɠ8ƙ�|g¡i7H/

2ǢŲ'K"4lƘĴB,ŵ34Kž3.
������

ƈǭ8ǭĖ4E56>�ŵĒ34K�ŖÜÍ39.

Èŵ7�!KĄ8ƙ�ŷŽ�5�7ǿǕB.*8

ƈǭ�*8Ą8ôǭǈ758H66Đțlw�2

5K�lŠǤ'K��

Ȩ� ėƣÒäǈƮ¶Ɠǡòŵ7�!Kƶƣƨ¶ƓƦ

Ƣ4©�Åŵ8ƙ�ŷŽȤ
������ȥ�

Ȥȧȥƙ�ŷŽ8ŢǛ�

� ėƣÒäǈƮ¶Ɠǡòŵ7�!Kƶƣƨ¶ƓƦƢ

4©�Åŵ8ƙ�ŷŽ8Ƅġl¦ȀŲí.¦ȀǛ�.

¦Ȁ£ñ8ǡž�IǝK4�u8H676/25K��

� ¦ȀŲí7�529.óª��Ȥ©�ȥǙªìÀ

;ƶƣ��óªÏ7H/2ţĤ#iȤÈŵȧȧŗȥ.

ƶƣ��ƦƢàƮ�¿wÏ4B2¿±'K"4�~

í#i25KȤÈŵȧȫŗ.ȩȬŗȥ�Ȩ�

� ¦ȀǛ�7�529.0ƒƄ8ŀÑ1Ȥ¶ƓƖ�Țȥ

40ÈŤ8Ǖſ8¥Ɣ8ȎŨ1Ȥ©�ŵƖ�Țȥ.0ơ

�ĕÿl�ǿ'K1ȤƦƢƖ�Țȥ�ŸÇB2�gȤÈ

ŵȧŗ.ȪȨŗȥ."ilƽs'KƉǢ8�Ň4B2.

0ƶƣȖð�ŀÑ#i65AA¥;*8,D7Ȇã

6�ðǕſ�ǕNiK"476i:.*8H66�

î�Ŗ�8ơ�ĕÿ8ã�6Ȗð76K"49ŋI

�34K83.*8H66�ġ76I65H6.Ę

Ǜ6¶ƓlƠ�'K"4�Ŗ�8¤Ż6ơ�ĕÿ8

,D7šD2ȆǛ34K4Ǉ�IiK�1456Ǩŋ

�6#i25K�ȩ�

� ¦Ȁ8£ñ7�529.¡ȑA,9¡ȑ7HI6

5Ȥ5NGKǻȑȥ¶Ɠ8Ųí9¦ȀǙªĥ�Ǖ6

ȤÈŵȪȨŗ?�ȥ�.¡ȑqǻȑy8¶Ɠ84g

Ň9¼Ɗ²�ãǏ8ťȐ4#iȤÈŵȭȧŗȥ.îȕ

7¶ƓlĭĎ'K89Ĵí¶ƓŦȍ8ǯ³4#iK

ȤÈŵȭȨŗȥ��Ň.ôǭǈ9¡ȑ8ÝÇEǻȑ8

ÝÇE0¶ƓlÃ!6!i:6I651ȤÈŵȪȩŗ

ȧȝ.Ȩȝȥ4íDIi25K��

� ȤȨȥƙ�ŷŽ8Đț�

� ƭȧ7.¦ȀŲí7�!Kƙ�ŷŽ8Ðȟ4B2

9.©�Åŵ7�!K~ŅĵȒ8½®F¾Ş6Ɓŋ

65ȂũĦƾ8½Ɖ9ƪšƖ7Âg¡iIi256

5�ÁȚ3Ĵí¡ȑ¶ƓŦȍ4K59�Ǭǡò8Ȋ

8Ǻȑ4K59¦ȀƸ}8ƍBƬ2lǙªĥ�»u

'K���ƙĎłǝIiK�Ĵí¡ȑ¶ƓŦȍƮ�

I8ǺȑǥÄƮ8ƍBƬ29.ĭĎŦȍ4B2ųƓ

�?@÷ #i25K"4l¯Ĺ7B25K9(3

4K�I."6B,��9Ǚªĥ�0ÈŤ8Ǖſ8

¥Ɣ8ȎŨ17�ńB.4gN!ƶƣ��óªÏE

*i7ǱÈB25K"4�Ğí#iK��

� ƭȨ7.¦ȀǛ�8ǚÇě8½ƉƖǨŋ9."8

Ą�ơ�Ȏǖ8,D8E8396 .Ŗ�8,D

8E834K4BH64'KE834K�."i7

H/2ôǭǈ9©ǅÝÇ�t7¾B Ǒü8£Ț8

ŀÑ4âŏlŰDIiK"476K�B�E."8

½ƉƖǨŋ9.ƃǃǕſ8½ÓlƶƣȖð7ŰDK

-!3.�8ǚÇƖ6ơ�ƖǛÓ7ƘlÊ!K"4

�6 .*8ƶƣȖð�ŀÑB6!i:ơ��Ã!

¡iK9(965�I.Ŗ��âNI6!i:6I

654'KƬÝ34K�*8ƬÝ9šD2Ɔ5��

h^k7Ƭ0E834g.ƈƄ8ơ�79�I8ŀ

ÑEâŏEŰD(."ilƿĳ'K"4l¯Ĺ7B

2ơ��Ã!¡i�,54Ġ&Kǈ7ôB2ơ�8

ŕđ'Kç7âñ'K"4lŰDKǈ34K�I.

*i9b\rajZf3#�E6 .CBMîǲ9

djYbnr7HK~ȎįƥƖƔĞlƵȠB,E8

7'�65��

� ƭȩ7.¦Ȁ£ñ70529.¶ƓlîňB25

KƈÝ8ĭĎ¶4ĝǈ34Kôǭǈ7ĄtǑI8

¶Ɠ84gŇlVo_mrk'KťȐ�ǧDIi2

565456ųƓȍ�4B2åæ6ȍ�lE,IB

25K�¶Ɠ£ñ9ãśl¼Ɗ²�ãǏ�ŲíBȤȭ

ȧŗȥ.Ĵí¶ƓŦȍ9¼Ɗ²�ãǏ�íDK4"M

7ē/2¶ƓlǕ6ȤȭȨŗȥ�ĭĎųƓ]rf79.

ǺȑƮ8ŲíťȐ�6583.ôǭǈ�IǺȑ8ƍ

B§�4/2EũȚ�IÂgÇ6"4�3�65�

ôǭǈ9ǑIǙªĥ7ǺȑǥÄƮ8ƍBƬ2l'K

"4�ǧDIi25K�ȤȫȦŗ.ȫȫŗȥ.ĘǛƖ

�Ź�Ą965Ȥȩȫŗȥ�ĭĎųƓ]rf7¶Ɠ

£ñ8ŲíťȐ�6583.¶Ɠ£ñ7ȍ'Kôǭ

ǈ8rlrflǯ�lE/2Ã!ŨDK"4�3�

65�ųƓȃĬťFųƓĮËť9¦Ȁ8ȊŕµlǠ

ĜB65ȐgzČ3�656�7.ņƒş�ƉÏ�

12



8Ųǫ7H/2ǜ#i2BA6��

� sŇ.ųƓǈ9ĝǈ48Õș6ųƓ8ÇğďĤl

'K"46 .ñŌ7ÈğlĔIi.*8Èğ�Ā

7Ŋ ǢŁ#iK,D8ĉ�ĺ�7w�Ii,�g

*D8Èğ7'�65"4lǝǓ4B2.Èğ8E

43ųƓlǿD25K456ȈǠ7ȓgF' .i

drk8ďĤ.ųƓÈƗ8ďĤ�ŧƝƖ6ţǽ76

gF'5�A,.ųƓǈ9idrkďĤFųƓÈƗ

ďĤ8ħǍlÕș6ÇğďĤ8ƺȡ�Ié<"4�

3�(.ħǍ8�u4č°=8�èlƊ&F'5��

� ¼Ɗ²�ƚÀ;ŵ³ƚ9ôǭǈ8ǑŬǈł705

2ŋƠ7¢ǘB2565�.ÆƚĭĎǩ7ǊÂB,

4"M.ȨȦȧȬĂȮŒA37ȫȨÉ�ǑŬ7Hg

ū�B2�g.¡ȑ¦Ȁy8ǈ�ȧȨÉ.ǻȑ¦Ȁ

y8ǈ�ȫȦÉ456"434/,�ÈōžA38

¡ȑ¦ȀǈĆ>łÀ;ǻȑ¦ȀǈĆ>łlƃǃƕŐ

À;¼Ɗ²�ƚ¢ǘǰŃ�IķíB2ǑŬƇlķí

'K4.¡ȑǈ70529 	 ���ȣ.ǻȑǈ7052

9 ��	�ȣƩĄ4ķí#iK�sǒ8ƶƣƨ¶ƓlÃ

ƓB25Kĝǈ8ǑŬƇ4ŮǶ'K4¡ȑǈ3 � �

ƩĄ.ǻȑǈ39 	 �č8ǑŬƇ4ķź#iKȪ�

Ǖ/,ƃǃ8Ȇãě4ƶƣƑĝ8ȆƲě9Ů�4K

59ƙȍ'KE8396583.ėƣÒäǈƮ¶Ɠ

ǡòŵ8ôǭǈ�sǒ8ƶƣƨ¶Ɠ8ĝǈ7Ů>2

ŖŘƖ7ǑŬjYr8Ȣ5ȘÔ34K4Ņí'K"

493�65�ÁȚ3Èŵ7�!K¶Ɠ9sǒ8ƶ

ƣƨ¶Ɠ8ł�lǳ�K�Ħ4~Ưlī¡B,0Ħ

¼5¶Ɠ14#i25K�Èŵ8ôǭǈ8ǑŬ8Ǜ

Ó7052ƪšƖ6ǪŜƟƫ9ǿP3565�.û

ã3ǚÇƖ6ì Ɩ¶ƓqÅŵƹǂ8E43£Ț8

âñlǸIi.ǑI8álǉ�ù!IiK"486

5ƄŴ�.œğ6ǑŬƇ8ǌŎ74KÄǍě705

2·¨7ŠǦlǿDKĘǛ�4K��

ȩ� ¶ƓƦƢ4©�Åŵ8ƙ�ŷŽ8Ðȟž�

� ¶ƓƦƢ4©�ÅŵlFF×ĈƖ7ôŮB2BK

4ǘ � 8H66*i+i8ŖŘƖƅǑě�ǧDIi

K�"iI�ƙ�ŷŽ'K"47H/2.ŖŘ8ƅ

ǑělÒäB4K59G�DK"476/2BA6

ž7ŝŖƖ6ǩȟ�Ɗ&K��

ƭ � 7.¶ƓƦƢ7�!KÐȟ4B29.¶ƓƦ

Ƣ7�!KriRno_48ȍ��ť°ţǽµB2

BA6456ž�Ĵľ3�K�¶þqĝǈȍ�.Ʀ

Ƣõȋǋq¬Ƌǈȍ�9ť°ţǽµBF'5,D.

RocSrf`qVo[o_l9&D4B2."8

ȍ�lǗāµ'K"4�ȆǛ34K�  

B�B.¶ƓƦƢ¨ȇ7©�Åŵ�ŷŽ'K"4

7H/2.¶ƓƦƢȍ�8ť°ţǽµ�čµ#i.

ĝǈq¬Ƌǈ9ǎċ6ï�76/2BA6�A,.

ŉ7ǹ>,H67.ųƓǈ�.ĝǈ.¬Ƌǈ8Ɯğ

lĩĻB.ÇğďĤ8Õșl|gǴ�2.Ɯ8id

rk4ųƓÈƗlďĤ'KħǍlä6�  

2ǘȧ3  
 ©�Åŵ  ¶ƓƦƢ  

�¡½Ɖ  ť°  Çğ  
ªŅ½Ɖ  ĢȆě.ƐNB

�9vÄǅ  
ǷǼě.ƐNB�

9ųƓqĿļ  
ªŅƻŚ  ŵƖëíě  ǐŦęâě  
�¡¹�  ��¹�  ƑƒqȖð¹�  
�¡ŕȌ  ǯ�ưÖ  ĘǛưÖ  
�¡Ŧȍ  ¢ƖŦȍȤcS

rekȥ  
ǑųƖŦȍȤRo

cSrekȥ  

� ƭ � 7.©�Åŵ7�!KÐȟ4B29.~Ņĵ

ȒFǦıŵ®658¾Ş6ȂũĦƾ�ǵǟ#i.ǯ

�zǆ�ĊǁB2.îǲƖ79Ǖſǈǯ�4úŔƖ

ǯ�lĴÊB2víŕ©µ8�ÊlƊ&K��

� ¶ƓƦƢ4ƊŶ84gŇ65ƧƖ6ȞÚ�I.#

I7£ė8ȞÚ7A3©�Åŵ��¡'KÄǍěl

ĲãB.ýůơ�8Ǒų4ǑƌĄ8�ulİ ºȔ

ě�ȢAK"4�~ź#iK��

Ȫ� �Ng7�

� ¶ƓƦƢ4©�Åŵ8ǾĽ9.ȂũĦƾ8śƹB

8y3¶ƓƦƢ456�Ȍƨé8ĤŚlƊ�B.ô

ǭ46K�8Ʀ¬lÊt#)K"4�3�i:ã�

6ĤŚlŕđ3�KH67EĚNiK�B�B.Á

Ț3.ëŌ7*8ǔÇFƙ�ŷŽlǿDi:.*i

+i8Ą�êK>�ƘƖF½Ɖ�ŪDIi.ôǭ

ǈ795(i8Ą�IEǥ#i65H66čĄ8

�¡lƀȐ7Ǖ65.B�E.¶ƓƦƢ�ĳ0Ʀ

¬ßǿ8Rgru4©�Åŵ�ĳ0ȂũĦƾ7HK

�ť�Ȗ8Rgru�.ƈî7Ɗ&25KȁĄ8�

¡Fôǭǈ=8ĪÙlǝäN).#I7.*i7�

�NKõȋǋ8ħǍ�u4č°�èlßǿ'K"

476KºȔěl£´B25K��

� "6B,Ǯ8�Ț7E·¨6ȅģ4ŠǦl±�6

�I.*i+i8Ą�5�6KȚ3.A,.5�

6KưÖ3¸�B6KE834K�lŠǤB25 

"4�ĘǛ34K��

                                                             
ȧ  “A Prescription for Dignity Rethinking 
Criminal Justice and Mental Disability law”, 
Michael L. Perlin, 2013 Routledge 
Ȩ  ƶƣ��óªÏÀ;ƶƣ��¿wÏ9¼Ɗ²�
ãǏ�Ĥ8ÉƳ7Û1 ȤÈŵ 6ŗ 2ȝ ,15ŗ 2ȝȥ�  
ȩ  0ėƣÒäƮ8Ƅġ3Ȇã6�ðǕſlǕ/,ǈ
8¶ƓÀ;ǡòƮ7ȍ'KŵĒ1;0ėƣÒäƮ8

Ƅġ3Ȇã6�ðǕſlǕ/,ǈ8¶ƓÀ;ǡòƮ

7ȍ'KŵĒ7HKóª8Ħƾ�Ʈ7ȍ'KǞ®1

8ǢǨ.őȢǙªĥ�³ǀø.16 Ȝ  
Ȫƶƣƨ¡ȑǈ8ǑŬƇ 0.15ȣȤƶƣƨ¡ȑĝǈǑ
ŬǪŜÜÍŐ.āĤ 24 Ă 12 Œ.ņżƛƶƣ��Ʀ
Ƣ[o\r.ņżý""M8�ą[o\rȥ.ƶƣƨ

ǻȑǑƬĿļ¶ƓǻȑǈÃƼǈ8ǑŬƇ 0.26ȣȤȏ
Ȅ�ă.ö§Ƥ{ : ƶƣǻȑǑƬĿļ¶ƓÃƼǈ8
ǑŬƇ7052 . āĤ  23 ĂĄ  ņżƛƦƢ��ȍ
�ǋÏƟ��ǰŃ(ƟƫƔǘĨȉ); 7-9ȥ  

13



刑事司法の「自己像」と「孤立」 
 
                                   森久智江（立命館大学） 
                                    
 
Ⅰ．報告の目的 
 本報告では、近年の「司法と福祉の連携」と呼ば

れる状況が進む一方で、従来、刑事司法は何を解決

してきたのか、何を解決しようとしているのか、す

なわち「刑事司法の役割」をあらためて自ら問い直

すべき状況にあることを指摘する。また、その課題

の前提となる刑事司法自身の自己認識とはどのよう

なものであるのかにつき俯瞰した上で、今後、刑事

司法が向き合うべき課題とその解決の方向性につい

て、若干の検討を行うこととしたい。 
 
Ⅱ．刑事司法の役割？ 

矯正・保護を含む広義の刑事司法に関与する各機

関は、その役割を「犯罪への対応」という点におい

て同様の役割を有していても、その詳細については

それぞれ異なる認識があるであろう。具体的には、

適正手続保障、刑罰の実現、再犯防止、社会復帰、

加えてこれらを実現するための処遇の実施等があり

うる。とりわけ、主に刑事司法の出口を担う保護は、

社会を目の前にした犯罪行為者本人と向き合うため、

より「社会復帰」やそもそも犯罪の背景にあった諸

要因をその中心に置き、それゆえに方法論としても

より現実的な生活再建課題への取り組みとならざる

を得ない。 
一方、公判段階までの刑事手続においては、少年

の要保護性を問題とする少年司法手続と異なり、本

人の「社会復帰」に向けた要素や犯罪の背景は少な

くとも中心的な考慮事項ではなく、犯情中心主義的

な量刑は再犯者への厳しい刑罰に帰結し、また、犯

罪に対する唯一かつ「効果的」対応として、刑罰以

外のものを想定してもこなかった。このことが、刑

務所における障がい者・高齢者をはじめとした再入

者、すなわち刑事司法制度における「リピーター」

の増産という深刻な状況を生じさせた一要因である

ことは否めないのではないか。近時、顕在化したか

くなる課題は、「刑事司法（による刑罰）のみによっ

ては解決し得ない問題の顕在化」であり、それゆえ

に、司法が福祉との連携を模索せざるを得なくなっ

たものといえる。 
このような流れの中で、検察による「社会復帰支

援室」の設置をはじめとした「再犯防止」のための

措置の活性化、刑の一部執行猶予制度導入による「再

犯防止」を考慮した処分選択もなされるようになっ

た。しかし、このことは刑事司法制度の役割の変容

なのであろうか。そこで言われる「再犯防止」とは

どのような概念であるのか、「社会復帰」とはどのよ

うな関係にあるものであるのか、また、「再犯防止」

や「社会復帰」を果たすための「処遇」とはどのよ

うな手段として認識されているのであろうか。 
 
Ⅲ．刑事司法における「社会復帰」・「再犯防止」概

念の国際的変遷 
刑事司法における「社会復帰」と「処遇」概念に

ついて、国際的には、1955 年の国連被拘禁者処遇最

低基準規則で、受刑者処遇における社会復帰理念が

明確化され、他律的処遇が否定された。しかしなが

ら同時に、本人を社会復帰処遇の客体ととらえ、「社

会防衛」のための「社会復帰」、すなわち「社会復帰」

は「再犯防止」の手段とも捉えられる規定もなされ

ていた。 
1987 年に欧州刑事施設規則で「人間の尊厳の確

保」の規定、「社会防衛」のための「社会復帰」規定

の削除が行われ、被拘禁者の処遇への協力・参加が

奨励された。この流れは、受刑者の主体的な生活能

力獲得のための社会的援助を中心とした社会復帰処

遇を目指すものであった。このような「社会復帰」

を目指す「処遇」は、当時、「今日のわが国の行刑の

まさに対極にあるもの」であるとされた。 
 
Ⅲ．日本における「社会復帰」と「処遇」概念 

監獄法は「受刑者の処遇思想をもたない管理法」

であり、行刑と保護間の思想的・実務的断絶が存在

したため、歴史的に、行刑累進処遇令、犯罪者予防

更生法、更生緊急保護法の制定による「社会復帰」

処遇思想の補充が徐々になされた。一方、実際の刑

事裁判においては、被告人の社会復帰に向けた「具

体的な改善計画の可能性」よりも、有罪認定された

犯罪行為に対する「世論の淄飲を下げる程度」の刑

罰たる拘禁、苦痛が、再犯防止につながるという「期

待」によって判決が下され、刑務所においては「自

己決定の機会を完全に剥奪され、ただ他律的に生き

る」行刑が行われていた。 
現行法である被収容者処遇法は、「処遇」について

本人の「自覚」を求め、「改善更生の意欲の喚起及び

社会生活に適応する能力の育成を図る」との「社会

復帰」処遇の原則を置いた（30 条）。しかし同法の

改善指導（103 条）・教科指導（104 条）の強制（と

解釈されている）規定に対しては、処遇原則におけ

る自律性との矛盾、本来の自由刑の内容を超える刑

罰の賦課、処遇強制による処遇効果への疑問といっ
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た批判がなされている。処遇原則における主体性の

尊重とその方法論たる「処遇」における矛盾が見ら

れるのである。また、更生保護法においても「改善

更生」・「社会復帰」の反射的効果として追求されて

いた「再犯防止」から、「社会復帰」と「再犯防止」

が並列的に追求されることとなった。 
かように、日本の刑事司法においては、「自立」・「自

覚」を謳いつつ、同時に強制的な「処遇」を用いて、

「社会復帰」を強いられることにより果たされうる

「再犯防止」が目指されているものといえる。さら

に、刑事司法制度には、その強制性・他律性を維持

し続ける、刑罰という手段に疑問を持たない（持ち

難い）上意下達的構造があるといえよう。 

刑事司法と連携しようとする、福祉をはじめとし

た対人援助は、このような刑事司法の構造に組み込

まれかけているのではないか。たとえば、近年の司

法との連携の取り組みにおいて、福祉領域の専門職

が被支援者の「再犯防止」を強く意識することで、

ラポールの形成や周囲との調整における支障をきた

し、福祉としての役割に混乱を生じているような現

状もある。対人援助はこのような混乱にどのように

対処していくべきなのであろうか。 

    
Ⅳ．対人援助との交錯による刑事司法の「自己像」

変容可能性 
 そもそも対人援助における支援も、ある種の「強

制性」や他律性に陥る危険性を有している。それは、

対人援助における支援が本人の権利に基づくものと

してではなく、恩恵的かつパターナリスティックな

支援を、支援者が無自覚に行ってしまったときの「み

えざる強制性」である。福祉に関与した経験を有す

る人の中には、「福祉は無期懲役」であるという感覚

を有する人もいる。対人援助における支援は、障害

者権利条約における社会モデル的な新たな人権概念

によって主張されるように、本人を中心に据え、社

会との関係性の中での自律的な生活（人生）のため

の支援であるべきであろう。 その意味で、現状では、

対人援助のあり方自体も発展的に変容しつつある状

況にあるといえる。 
 このような変容を遂げつつある対人援助が、刑事

司法との交錯においてその独立性を担保するという

ことは、まさに対人援助における重要な価値を示す

ということではないのか。すなわち、「人が人を変え

ること」や「人が人を管理すること」という他律的

な営みではなく、「人が人を支えること」が、結果的

に本人の変容に繋がり得るという自律的な営みこそ

が、「人が人に関わること」の本質であるということ

であろう。刑事司法との間で、犯罪行為者に対する

関わりを通して対人援助がこのことを提示し続ける

ことは、却って他律的な刑事司法の「孤立」を明白

なものにしていくように思われる。それはおそらく、

「刑罰」という手段によっては生じ得なかった個人

の変容に、様々な場面で遭遇することによって徐々

に確かなものになりうるのではないだろうか。 
 現に、オーストラリア・ビクトリア州においては、

近 隣 司 法 セ ン タ ー （ Neighbourhood Justice 
Centre：NJC）という取り組みが、刑事司法の役割

を変えつつある。NJC には、（公的・民間機関によ

る）地域サービス、コミュニティセンター、調停、

（ガラス張りの）法廷が一堂に会しており、そこで

犯罪を契機にあらゆる地域の課題に対して、関係者

自らが支援のためのコーディネートを受けられるの

である。NJC は、①裁判所による（刑事）司法の役

割の再定位、②（地域）社会における信頼性の構築、

③犯罪行為者本人を含む社会の自律的問題解決能力

の向上に資するものと評価されている。このことは、

NJC が、曖昧な「世論」・「社会」ではなく、具体的

（地域）社会と、何らかのニーズを抱えた具体的な

個人を見据え、そのための問題解決のために自律的

に連携を取り始めたからこそである。そこにあるの

は、従来の「刑罰」しか選べない司法ではない。 
 現に、日本の少年司法においては、多様な社会の

担い手と関与しながら、少年の要保護性を解消する

ための経験が積み重ねられてきた。刑事司法もまた

問題性を抱え、その「刑罰」という旧い手段による

解決が困難な問題に直面しているとすれば、「人」に

関わる上での原理的な価値観を有する対人援助や、

具体的な社会の担い手との間で、対等な関係性を構

築しながら、それらを前提とした刑事司法の役割を

率直に問い直していくべきである。そのとき、刑事

司法も、他律的に規定されていく刑事司法から、自

律的に課題に向き合える刑事司法へと変容できる可

能性があるのではないか。 
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テーマセッションＡ

脳科学と少年司法 

コーディネーター・司会 山口直也（立命館大学）

 報告者 友田明美（福井大学） 

本庄 武（一橋大学） 

山口直也（立命館大学） 

上野正雄（明治大学）  

企画趣旨 （山口直也） 

 わが国では、現在、少年法の適用年齢を引き下げ

て、18 歳・19 歳の「年長少年」については、原則と

して刑事処分（刑罰）をもって臨もうとする議論が

起こっている。一方で、厳罰主義を推進してきた米

国においては、脳科学・神経科学の新たな知見によ

る「子ども（＝少年）」の再発見を契機に、米国連邦

最高裁判決が、少年に対する死刑及び仮釈放なし終

身刑を廃止し、いくつかの州では、少年法の適用年

齢を 21 歳未満まで引き上げようとする動きがある。

そこで本企画では、子どもの脳の発達過程に関する

医学者の報告を踏まえたうえで、少年の刑事責任及

びミランダ告知に関して脳科学の観点から新たな判

断を示した米国連邦最高裁判例を分析し、わが国の

少年司法に与え得る影響について考えてみたい。 

第 1 報告  脳科学・神経科学と少年非行――少年
の脳の発達に関する脳科学・神経科学の知見―― 

友田明美（福井大学子どものこころの発達研究セ

ンター）

少子高齢化が加速度的に進む我が国において、残

念ながら児童虐待の対応件数は増加の一途である。

近年、欧米では、チャイルド・マルトリートメント、

日本語で「不適切な養育」という考え方が一般化し

てきた。身体的虐待、性的虐待だけではなく、ネグ

レクト、心理的虐待を包括した呼称であり、大人の

子どもに対する不適切な関わりを意味したより広い

観念である。こ

の考え方では、

加害の意図の有

無は関係なく、

子どもにとって

有害かどうかだ

けで判断される。 

近年の研究で

は、ヒトの脳は

胎児期、乳幼児

期、思春期に爆

発的に成長する

が、その時期は

脆弱な時期でもある。昨今の脳科学（脳 MR 画像研

究）の進歩で、ヒトの前頭前皮質（prefrontal cortex）

の成熟のプロセスが緩徐に進行することがわかって

きた（Giedd 1999, Sowell 1999 & 2001）。例えば、前

頭前皮質（Giedd 1999, Sowell 1999 & 2001, Gogtay 

2004）や脳機能 (Blakemore & Choudhury 2006, Casey 

2008) が 20 代後半まで進行することが報告されて

いる。

一方で、感情と報酬感を制御している大脳辺縁系

の発達は、まだ前頭前皮質が未熟な 10 歳頃に始まる

「思春期」にホルモン量が増えて成熟が促される。

また、10代の若者では感情をつかさどる大脳辺縁系

と衝動的行動を抑制する前頭前皮質の成熟がミスマ

ッチしていることが明らかになってきた（Giedd 

2015, 図１）。すなわち、この不均衡のために前頭前

皮質が未熟な 10 代の少年たちは危険な行動に走り

がちだが、一方で環境が適切に整えられれば、それ

に素早く適応することも十分に可能であること、即

ち「脳の可塑性」もわかってきた。現代では、思春

期の開始年齢は世界的に早まる傾向にあることが知

られており、世界的に長くなってきている不均衡期

間にあるヒト 10 代の脳を理解することは可塑性（脳

領域間のネットワークを変更することによって環境

に応じて変化できる）の視点からも重要で、今後の

脳科学研究の大きな課題である。

10 代の少年たちの脳がたとえ判断能力はあって

も、衝動性が高く、こらえ難い状態にあるとすると、

今の日本のような暴力、セックスなど攻撃的な刺激

や、過度の競争・孤立・格差を生む文化状況は、少

年が間違いを起こしやすい環境ではないだろうか。
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刑事裁判、とりわけ少年犯罪に対する思慮深さは大

切で、安直な厳罰主義ではなく、背景を汲んだ教育

的処断ができる少年法と更正のための社会的包摂こ

そ、急がば回れの対処法ではないか。逮捕され、鑑

別所に入れられた少年は、一様に大きなショックを

受ける。これは、よい指導介入の機会でもあり、信

頼にたる大人との出会い、健康的な人間関係や帰属、

規則正しい生活習慣を獲得できれば、少年の多くは

可塑性の視点からも立ち直ることができるであろう。 

現在までに得られてきた脳科学的知見は、少年犯

罪が非難可能性（culpability）の低いものであるとい

う見解を支持するというよりは、脳の可塑性の観点

から修復可能性（vulnerability）があるという事実を

投げかけてきていることを忘れてはならない。

 本テーマセッションでは脳科学・神経科学の進展

によって明らかにされた、子どもの脳の前頭前野の

未発達、神経伝達における髄鞘化（myelination）の

不完全性等について、児童虐待による脳発達の阻害

要因も含めてそのメカニズムを解説した。そのうえ

で、演者が報告してきた様々な虐待経験が若年成人

者の脳へ及ぼす影響や愛着障害を有する子どもの脳

の未発達と精神的未成熟性の関係（図 2, 3）につい

て、少年非行原因との関連も含めて紹介した。また、

発達障害特性を持つ少年たちへのサポートに、更に

虐待に至るリスクを抱える養育者への予防的支援に

も、こうした視座からの考察が必要であることを概

説した。 

図 3 愛着障害患者の線条体活動低下の感受性期 

第 2 報告 脳科学・神経科学が実体法に与える影響 

 本庄 武（一橋大学） 

１ アメリカ連邦最高裁の判例  

 一連の判決は最新の科学的知見を踏まえて、少年

に対する刑事処分の制限を打ち出している。  

 まずローパー判決（Roper v. Simmons(2005)）は、

犯行時 18 歳未満の少年に対して死刑を科すのは残

虐で異常な刑罰を禁ずる合衆国憲法修正 8条に違反

すると判断した。  

ローパー判決は、少年の成人との違いを 3点にわ

たって指摘した。第 1に、少年は成熟性が欠如して

おり、責任感が未発達である。第 2に、少年は否定

的な影響や仲間の圧力等の外部からの圧力に脆弱で

あり、さらされやすい。少年は自らを取り囲む環境

をコントロールする力や経験が乏しいためである。

第 3に、少年の性格は成人の性格ほど固まっておら

ず、その人格特性はより流動的である。  

少年の有責性や非難可能性 Culpabilityは実質的に

減少しているため、応報の要請は成人の場合ほど強

くなく、抑止力も働きにくい。それに対して、確か

に、稀には十分に成熟した少年犯罪者もいるかもし

れないが、成熟性の判断は専門家にとってすら難し

いものであるため、一律に少年に対する死刑は禁止

されるべきとされたのである。  

 続くグラハム判決（Graham v. Florida(2011)）は、

殺人以外の事件で犯行時 18 歳未満の少年に仮釈放

のない終身刑（LWOP）を科すことについても、憲

法違反であると判示した。  

 グラハム判決では、心理学や脳科学の発展が少年

と成人の心には基本的な相違が存在し、行動統制に

関わる脳の部分は青年期後期にかけて成熟し続ける、

という科学的な知見に明示的に言及された。  

 そのうえで LWOP は、自由を回復不可能な形で奪

うものであり、少年に対しては、成人より長期の自

由を奪うことでより厳しく作用するため、殺人以外

の事件では、犯罪に相応する刑罰ではないとされた。

また少年には、成熟と改善を示すことで釈放を得る

有意義な機会が提供されなければならない。  

 さらにミラー判決（Miller v. Alabama(2012)）は、

殺人事件において、少年に対して自動的に LWOPを

科すことが憲法違反とされた。  

ミラー判決はグラハム判決が指摘した子どもの特

性は罪種に特化したものではなく、殺人事件の場合

にも当てはまること、自動的に仮釈放のない終身刑

を科すと子どもの特性を考慮できないことを強調す

る。そのうえで、被告人が子どもであることは、量

刑に際して特別の配慮を要する事柄であり、少年に

LWOP が相応しい事案はめったにない、と述べてい

る。  

２ 一連の判決の意義と波及効  

 第 1 に、一連の判決は、科学的な裏付けを有する

ものとして、少年の特性に言及している。その中核

的含意は、少年の過去に犯した犯罪についての非難

可能性が成人よりも低いことであるが、3 点目の特

性である人格特性の流動性は、少年の可塑性、改善

更生可能性の高さにも結び付く特性である。その点

が、社会復帰の可能性がない LWOP を少年に科すこ

とへの否定的評価を導いたと考えられる。  

 ただしローパー判決、グラハム判決は誤って未成

熟な少年に相当でない死刑や LWOPを科すリスクを

回避するために一律禁止を打ち出していたのに対し、

ミラー判決は個別審査の結果、殺人事件で LWOP を
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科す余地を認めている。この点は一貫していないよ

うに見え、将来的に少年に対しておよそ LWOP が禁

止されるに至る可能性がある。  

 第 2 に、一連の判決を受けて、州の中には刑の下

限を設定し、それを下回ることを禁止する必要的最

低刑制度を少年に適用することを見直すところが出

てきている。これは、少年の非難可能性が一般的に

低下しているのであれば、死刑や LWOP に限らず少

年刑は一般的に成人刑よりも軽くなければならない、

と考えられつつあることを意味する可能性がある。  

 第 3 に、少年を成人刑務所に収容することを回避

し、少人数で家族とのつながりを意識した社会内処

遇を重視する改革を行った州がある。脳科学の知見

の強調が、非難可能性の低減だけでなく、可塑性の

高さの主張をも説得的にしていることがうかがえる。 

 第 4 に、より一般的に脳科学・神経科学のインパ

クトを考えると、慈悲心を動因としていたかつての

パレンス・パトリエ思想とは異なり、科学的知見に

裏付けられることで、少年を特別に扱うことは強固

に下支えされる。しかも、行動を制御する能力は 20

代でもなお発達し続けるとされていることからわか

るように、より高い年代の少年・青年をも特別扱い

する根拠にもなり得る。ただしその特別扱いが、刑

事処分の範疇での特別扱いにとどまるのか、それと

も保護処分にも及ぶのか、及ぶとした場合に保護処

分を科す原理自体が変容するのかについては依然と

して未知数である。  

 

文献  
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第 3報告 脳科学・死刑科学の進歩が少年司法手続

に与える影響      山口直也（立命館大学） 

 

１ 報告の目的  

 本報告では、米国連邦最高裁 J.D.B.判決が少年司

法手続における適正手続保障のあり方に与え得る影

響を検討した。  

２ J.D.B 判決  

本件は、13 歳の少年 J.D.B.が学校の中で制服警察

官に会議室に連れて行かれ、学校関係者 3名在席の

うえで、住居侵入窃盗についての質問を受けたこと

が、身柄拘束時には弁護人依頼権、黙秘権等の権利

告知をしなければならないとする、いわゆるミラン

ダ原則に反するのではないかが問われた事例である。 

争点は、13歳の精神的に未成熟な少年にとっては、

学校の扉が閉められた部屋の中で、保護者の立ち会

いもなく、制服警察官を含む大人 4 名に囲まれて 45

分間の質問を受ける状況が、ミランダ警告供与時期

である「身柄拘束」にあたるか否かである。  

 州最高裁は、学校の会議室は警察の取調室でもな

く、ましてや逮捕されていなかったのであるからミ

ランダ警告は不要としたが、連邦最高裁は、13歳の

少年に対する閉鎖空間での質問は、事実上の身柄拘

束状態での取調べにあたるとして、ミランダ警告が

必要であるとしたのである。  

 一言で言えば、連邦最高裁は、先のローパー判決

と同様に「子どもは小さな大人ではなく、子どもは

子どもである」ということを科学的に再確認したの

である。  

 特に法廷意見を書いたリベラル派のソトマイヨー

ル裁判官は、ローパー判決、グラハム判決、ミラー

判決及びモントゴメリー判決に多大な影響を及ぼし

た専門団体の意見書を採り入れて、人間の脳が 20

代半ばまで未成熟・未発達であることを前提に、少

年が一般的・類型的に外部の環境の影響を受けやす

く、大人にとっては任意と判断される状況も、任意

と判断できない状況が生じることを認定したのであ

る。そして法理論的には、1966年ミランダ判決以降、

ミランダ警告供与の開始要件とされてきた「身柄拘

束」状態の判断において、少年の年齢を客観的指標

として組み込むことを明言したのである。すなわち、

捜査官が年齢を考慮することなく、逮捕していない

と理由だけでミランダ警告を怠った場合には、獲得

された自白の証拠能力は否定されることになったの

である。  

３ 取調べ下における少年の扱い  

 では、本件判決に至るまでに、少年の取調べにお

ける自白の証拠能力はどのように扱われてきたので

あろうか。  

ミランダ判決以前の少年の取調べにおいては、い

わゆる適正手続保障の観点から自白の任意性の問題

として扱われてきており、15歳で IQ も低く、深夜

10時間に取調べが及んでも、当該少年に自己主張能

力が認められると裁判所が判断すれば、自白の証拠

能力は否定されることはなかったのである。また、

ミランダ判決以降も、ミランダ告知義務の発生要件

である「身柄拘束」状態にない限り、少年被疑者に

対してミランダの権利を告知する必要性はないと判

断されてきたのである。そしてその後の議論の焦点

は、少年がミランダの権利を理解したうえで放棄で

きるか否かに集中してきたと言える。  

 ところが 2004 年のヤーボロー判決において、実

質的身柄拘束状態（任意で立ち去ることができるか

否か）は合理人の主観的判断によるのか、それとも

年齢という客観的基準で判断できるのかが争われた
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のである。結果として 5対 4の判断で前者となった

が、この判断が脳科学の知見を受けて J.D.B.判決で

覆ったことになる。  

４ J.D.B.判決の射程及びその含意  

 J.D.B.判決は、ミランダ警告供与時期に関して、

捜査官に明白な未成年年齢を自由剥奪の一客観要素

としたことに大きな意義がある。大人（合理人）と

子どもは違う存在であることを再確認し、子どもの

精神的脆弱性（Vulnerability）が、少年司法手続に

おいて相応に考慮される必要性を指摘したのである。

実体法に関するローパー判決等が子どもの認知未発

達を根拠に帰責可能性（Culpability）の低減を指摘

したのに対して、J.D.B.判決は、精神的脆弱性を根

拠に被暗示性・迎合性が強いこと、認知未発達を根

拠に、手続及びその帰結に関する理解力、意思決定

能力が低いことを指摘したのである。  

５ わが国への示唆  

 脳科学・神経科学の知見をもとに子ども固有の手

続保障が必要であるとした本判決は、わが国の少年

司法手続（捜査、審判）、少年刑事裁判における「適

正」手続保障を再考する多大な示唆を与えてくれる。 
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第 4報告 脳科学・神経科学の進歩と少年司法 

             上野正雄（明治大学） 

 

１ 目的  

 この報告では、脳科学・神経科学の進展状況につ

いての友田明美教授の報告を承けて、それが現行少

年法の種々の制度にいかなる影響を与えうるか、実

務家（元裁判官）としての視点から、論点となりう

るものを提示することによって、議論を深める一助

としたい。  

 衝動的行動を抑制する前頭前野は、感情と報酬感

を制御する大脳辺縁系の発達に遅れて発達するとい

うミスマッチ（不均等）があり、そのため、10 代の

脳はたとえ判断能力はあっても衝動性が高く、危険

な行動に走りがちだが、一方で環境に素早く適応す

ることも可能であるということである。  

 概要としてこのような理解の下、これが、少年法

の実体面及び手続面にどのような影響を与えるのか、

それぞれについていくつか問題提起をする。  

２ 実体面  

 従来、少年法の教育主義の基礎に置かれながらも、

多く経験的に語られてきた可塑性について、科学的

な裏付けが与えられつつあると理解することができ

よう。加えて、前頭前野の発達は 20 代後半まで進

行しているとすると、少年と成人の違いというのは

質的なものとみざるを得ない。少年法が立脚してい

る可塑性に基づいた「子ども観」に対して、近時社

会では「小さな大人観」が勢いを増してきているよ

うに思われるが、「小さな大人観」は脳科学のレベル

で根拠を失っているのではないか。(少年観) 

 また、少年法における犯罪の成立要件として刑法

と同様に責任が必要かという議論があり、裁判例に

も両様ある。責任を事理弁識能力および行動制御能

力とすると、後者は前頭前野の発達の遅行によって

獲得が遅れるということになろう。少年が一般的に

こういうものだとすれば、この点からも責任は要件

とすべきでないとなるのではないか。（有責性要件） 

 要保護性の内容として、例えば、「犯罪的危険性・

保護可能性・保護相当性」が言われるが、このうち、

保護可能性は、要するに保護処分を施すことによっ

てその犯罪的危険性を除去できる可能性のことであ

るが、従来、それは、審判時点における少年の可塑

性を含む性格及び環境等を基礎にした将来予測とし

て判断されてきている(例えば、審判時点で可塑性が

低いことを理由に逆送決定をするなど)。しかし、20

代後半に至るまで前頭前野の発達がみられるという

ことは、将来に向かって可塑性が更に高くなるとい

うことにもなるのではないか。そうだとすると、保

護可能性は大分広く認められることになるのかも知

れない。(要保護性) 

 この犯罪的危険性の除去が少年法における教育の

目的になるのであるが、これについて、少年法は「性

格の矯正」（１条）と表現している。矯正とは「ただ

し直す」（字通）こととされるが、そこから持たれる

イメージは、非行少年の曲がっている性格を真っ直

ぐにするというものであろう。しかし、脳の発達の

ミスマッチの故に、行動制御能力が未発達であり、

そのために衝動性が高いのであるとすれば、性格が

曲がっているというわけではないのであるから、そ

れを真っ直ぐにするというのは事態に合致していな

いのではないだろうか。遅行はしているが、しかし

進行している前頭前野の発達に即して衝動的行動を

抑制・制御する能力を備えさせていくことが「性格

の矯正」の本意となるのではないか。(性格の矯正) 

 ほかにも、少年の特性を考えた場合、逆送制度、

特に刑事処分を原則とする 20 条 2 項逆送制度や少

年法適用年齢(引き上げ)なども見直しが必要となる

のではないか。  
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３ 手続・処遇面  

少年法 22 条 1 項は、審判は、「懇切を旨として、

和やかに」行わなければならないとしている。これ

については、一般に、教育的配慮の必要性から設け

られたものと理解されている。しかし、脳の発達経

過に由来して類型的に未発達である少年の特性に即

した審判のあり方を考えていくべきではないか。少

年は、過度に迎合的であったり、拒否的であったり、

審判で実に様々な態度を示すものである。（審判の

方式）  

さらに、現在、少年審判では、付添人以外に検察

官が出席し、被害者の傍聴も可能となっている。そ

のような審判廷のあり様も問題になりうると思われ

る。(審判廷) 

少年一般の前頭前野の発達がこのようなものであ

るとすれば、個々的に少年をみたとき、それを更に

下回る発達に留まっている少年もいるはずである。

そして、それが外観や通常の言動から明確ではない

問題である以上、社会調査において医療専門家の診

断を必須とする方策も考えられよう。(必要的精神鑑

定) 

対象とする少年の見方が変われば、処遇の面でも、

それに応じた対応が必要となろう。例えば、少年院

での教育は教え直し、児童自立支援施設での教育は

育て直し、と言われることがあるが、前記２(性格の

矯正)のように、曲がった性格を真っ直ぐにするので

ない以上、少年院での処遇にも、育て直し的な視点

での指導を取り入れたらどうだろうか。(少年院の処

遇) 

同様の観点から、試験観察の更なる活用も有効と

思われる。現在試験観察は在宅も委託も大きく減少

しているが、その有効性を再認識すべきように思わ

れる。  

４ 今後  

脳・神経科学の知見から明らかになった少年像を

前提に、現行の少年法上の制度をみたとき、気にな

ったのは以上のような点である。  

これらはいずれも、社会的には肯否議論の分かれ

るものだと思われるが、いずれにしろ、議論のスタ

ートとして、現在の脳・神経科学の知見を社会一般

の共通理解とすることが必要である。  

今後、まずもって重要なことはこのことであると

思われる。  

文献  

山口直也 , 2015, 「脳科学・神経科学の進歩が少年司

法に及ぼす影響」『自由と正義』2015 年 10 月号  

23-30.

質疑応答の概要 

 質問の内容は多岐にわたったが、主要なもののみ

掲記する。  

 まず、脳科学の見地に関して、前頭前野（前頭前

皮質）の果たす役割は認知行動の制御であるのか、

認知そのものであるのかという質問があったが、こ

れについては基本的に前者であるが、前提として後

者があるとの回答がなされた。  

 次いで連邦最高裁が言及した非難可能性あるいは

帰責可能性（Culpability）の減少に関する質問が集

中した。まず非難可能性と改善可能性は表裏ではな

くて異質なものではないかという質問に対しては、

基本的に異質であるが、米国では、少年の非難可能

性の程度が類型的に低いということを認めたことに

大きな意味があり、そこに責任概念が関わっていく

可能性があるのではないかとの回答がなされた。ま

た、可塑性はどの程度まで個別判断が可能なのかと

いう質問に対しては、重い刑を科す場合には個別性

を見ないと思うが、一律の判断で行き過ぎを防止す

るという意味がある。一方で、軽い刑の方について

は未成熟性について個別に判断するというのが連邦

最高裁のスタンスではないかとの回答がなされた。

さらに、脳科学的な判断も精神鑑定に必要になるの

か、そうなるとしても、脳科学の知見のみで解決で

きるのか、心理学、社会学等の動員も必要になるの

ではないかとの質問がなされた。これについては、

脳科学だけで特に個別の判断をするのは難しいとい

うのが実感である。遺伝や社会環境等によっても人

格がかわってくるのであるから、個別の刑事裁判の

行方に脳科学判断だけが意味を持つということにつ

いは否定的であるとの回答がなされた。もっとも、

犯罪行為時における MRI を資料（証拠）としてとっ

ておくことには意味があると付け加えられた。さら

に、人格の未成熟性が行為責任を減少させることに

なるかという質問については、ローパー判決は、ま

さに少年の人格が未成熟で流動的であるので、犯罪

はその発露とは言えないのではないかという点を問

題にしたことが説明され、刑法上の性格論的責任論

でも、少年の特性をそこにいれることによって責任

判断のあり方がかわってくるのではないかとの回答

がなされた。  

 さらに、脳科学の見地を採り入れると従来の少年

院教育は変わるのかという質問については、基本的

に少年院の教育を児童自立支援施設のような入念な

手当が必要であり、将来的には、少年院の処遇を 25

歳ぐらいまでに引き上げることも必要ではないかと

の回答がなされた。  

 その他にも手続法上の少年の特性について脳科学

の知見が持つ意味をめぐって議論がなされたが、紙

幅の都合上、詳細については省略する。  
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暴力団員と離脱者の人権 

 

コーディネーター：津富 宏（静岡県立大学）  

司会：丸山 泰弘（立正大学） 

話題提供：西原 実（京都保護観察所） 

廣末 登（NPO 法人市民塾 21） 

岩切 大地（立正大学） 

 

１ 企画趣旨 

 

津富 宏（静岡県立大学） 

 

 暴力団に所属しているということは、その組織に

生活や収入を大いに依存しているということであ

る。よって、暴力団への依存度が高ければ高いほ

ど、暴力団から離脱しようとするときには依存先を

失い自立に困難を抱えることになる。たとえば、住

まいを依存していれば住まいを失い、稼ぎを依存し

ていれば収入を失う。元来、暴力団は社会的に排除

された人々の帰属先としての機能があり、暴力団か

ら離脱しようという試みは社会的孤立へとつなが

る。 

 さて、暴力団自体、すでに社会から排除された集

団であるが、その対策である「暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律」（いわゆる暴対法）や

各都道府県で定められている暴力団排除条例は、暴

力団という組織を社会から排除しようとするあまり

に、暴力団の現構成員である個人や暴力団から離脱

しようと試みている個人をも社会からさらに排除す

る逆機能を有している。 

 こうした暴力団排除政策の特徴は、いわゆる刑事

司法の分野を超えて社会的排除を徹底しようという

ところにあり、たとえば、公営住宅への入居からの

排除や、生活保護の受給からの排除がそれに当た

る。これらの排除は、社会の最低限のセイフティネ

ットからの排除であり、法律学的に見れば、きわめ

て基本的人権を侵害するものと考えられ、また同時

に、社会学的に見れば、コンベンショナルな社会へ

の再依存を獲得する過程である離脱（暴力団からの

自立）を阻害するものと考えられる。 

 本テーマセッションは、このような問題意識にた

って、実務家（保護観察官）、社会学研究者（フィー

ルドワーカー）、法律学研究者（憲法学者）の立場か

ら、暴力団からの離脱を阻害する要因と促進する要

因を、整理することを目的とする。 

 

２ 保護観察官の立場から 

 

        西原 実（京都保護観察所） 

 

 私が，保護観察付き執行猶予で担当していた A（２

８歳）は，元指定暴力団の構成員で，大工の親方（元

構成員）に弟子入りし，現在も住宅の建築現場で稼働

している。 

 A は，両親を知らず養護施設で育ち、飛び出してウ

ロウロしていたところに，ある組織の傘下にあたる組

の組長に声をかけられた。そこで組織の仕事をするよ

うになり、暴力，恐喝系（貸し金の取り立て）等が主

であった。 

 A が今まで出会った保護観察官は，リアクションが

無かったそうだが、私は「ええ人（組長）にあえて良

かったなぁ～。それで，何とかやれてんなぁ（生きて

これたんやなぁ）。」と話した。すると，彼は堰を切っ

たように先に述べました生い立ちの話をしてくれた。 

 その A が，１年半前にいきなり警察に逮捕された。

刑事課によると「排除条例施行後に，銀行で通帳を作

ったことが銀行員を欺いた詐欺容疑に当たる。」との

ことであった。現状の生活態度等を教示せよとの協力

依頼があり、「真面目に稼働しており，特段の問題な

し。」と報告した。 

 また別の例は，「職親プロジェクト」が大阪で立ち上

がった時のことである。刑務所在所中から就職活動を

させるためプロジェクトであった。当初，保護局が関

わってなかったために，参加企業には仮釈放の仕組み

が理解されていなかった。とくに、受刑者が服役前に

指定暴力団の構成員や準構成員をしていた場合，排除

条例と照らし合わせてどうなるのかといった不安が

高まった。参加企業が銀行からの融資が受けられなく

なると経営を圧迫し死活問題になるというものでし

た。暴力追放センターを招聘して対策を講じましたが，

根本的な解決につなげることができなかった。 

実際に組織と縁を切り，更生したいと本人が希望し

ても，支障を来す要因になっている現実がある。 

 

３ 暴力団離脱実態の研究 

 

廣末 登（NPO市民塾 21） 

 

・目的 

① 暴力団離脱実態に関する談話データを収集し、

暴力団の離脱実態を把握するとともに、エビデンスに

基づいた理論仮説を提示すること。 ② 離脱者の社会
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復帰に資する政策的提言を行うこと。 

・方法

データに関しては、暴力団経験者など 11 名に対し

て半構造化面接を行うことで、データの質とリアリテ

ィの担保に留意した。なお、異時点での再調査を行う

ことで、データの質の確保にも留意している。 

・調査期間と地点

本研究における調査期間は、2014 年 5 月 7 日から

2015年 3月 5日であり、被調査者は 11名である。 

調査地点は、Oと F市内である。 

・調査結果

「なぜ離脱したか」という点をみると、離脱転機と

なる出来事は、親分の代替わり、家族や子どものため

という回答が多い。「いかにして離脱したのか」という

点に関しては、伝統的な指詰めは少ない。なお、全て

の被調査者が生まれ育った地元で生活しており、離脱

後の拠り所のとして、家族と近隣知人や友人を挙げて

いる。 

・考察と仮説の設定

被調査者は、ライフコース上の「転機」を経験する

ことで離脱に至っていた。サンプソン＝ラウブの「年

齢によって段階づけられたインフォーマルな社会統

制理論」に基づき議論を試みた結果〈成員の紐帯が強

い家庭や安定した仕事、近隣社会関係といった社会関

係資本から生じるインフォーマルな社会統制が、従来

の犯罪傾向の差異とは関係なく、暴力団からの離脱を

説明する〉という仮説が予備的に提示された。 

・本研究結果が示唆する政策的含意

離脱者の社会再統合においては、彼らの社会関係資

本を発達させ、配偶者や労働のみならず、近隣が「む

ら社会」として、対人関係で形成される「人的つなが

りの質」の醸成が重要である。したがって、暴力団離

脱支援政策においては、地域社会のインフォーマルな

コントロール、地域への再統合という点に留意し、官

と民そして地域社会が一体となった離脱支援を念頭

に置くべきである。 

４ 暴力団員と離脱者の人権――暴力団排除施策の

合憲限定解釈の可能性 

岩切大地（立正大学） 

暴排条例の特徴をあえて図式的に単純化するなら

ば、暴対法が公権力と暴力団・団員の縦の関係を規律

しているのに対し、暴排条例は、自治体を規制するの

みならず、事業者と暴力団・団員の関係という横の法

律関係を紀律するものである。典型的な暴排条例の内

容は、①都の事業からの暴力団の排除のほか、②事業

者が事業を行う場合の属性確認や暴排条項導入の義

務、利益供与の禁止等を定めている。 

上記のうち①については、自治体の公共事業から暴力

団関係企業を排除することにとどまらず、公共住宅の

入居などの契約から暴力団員その他を排除すること

も含みうる。この場合、暴力団員その他の日常生活に

支障を生じさせる可能性があるほか、公の施設の利用

拒否の禁止規定（地自法 244条）等に反することにな

りかねない。この点、事業の性質や影響を受ける権利

の重要性に鑑みつつ、公の契約からの排除の目的であ

る「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資す

ることとならないよう」にするために必要か否かが判

断されなければならないだろう（公的サービスからの

排除については、西宮公営住宅最高裁判決（最判平成

27年 3月 27日民集 69巻 2号 419頁）も参考になる）。 

他方で、上記のうち②については、民間事業者と個

人との関係であるので直接的に憲法の規律の対象と

はならないが、憲法が間接適用される。したがって、

契約自由の原則に照らしつつも、憲法の権利条項を間

接適用してそれぞれの取引の条件の合理性を検討す

る必要がある。特に、いわゆる「元暴条項」と呼ばれ

る、暴力団を離脱して 5年を経過するまでの者をも除

外の対象とする規定を文字通りに適用することは、暴

排条項の趣旨それ自体に矛盾する事態を生じさせか

ねないため、個別の判断が必要になる。 

 以上の通り、暴排条項の適用に当たっては、合憲限

定解釈の上、慎重な適用が求められるものと考える。 

５ コメント 

丸山泰弘（立正大学） 

 話題提供者がそれぞれ取り上げたように、暴対法や

その改正、さらに全国において策定された暴排条例に

よって様々な規制がなされている。現役暴力団員の離

脱への活動を制限するのみならず、離脱後も５年間は

制限を受け続けるという縛りがあるために、実際に離

脱をし、社会生活を送ろうとしている人への活動も制

限している現実がある。暴排条例の問題点としては、

それらの離脱に向けた活動を行う人を支援する人の

規制もなされる構造になっている。 

 犯罪白書をはじめ、さまざまな研究において再犯

（再入所）までの期間が短い者ほど帰住先が不明であ

り、父母や配偶者、兄弟などの親戚やそれに代わる施

設で生活を送っている者ほど再犯（再入所）までの期

間が長いことが指摘されている。この帰住先の確保と

安定した職業による「再犯」の防止による見守り型が

重要であることが指摘されている。これは暴力団の離

脱においても例外ではない。 

 これまで、これら離脱者への支援のあり方や憲法違

反にあたり得るとの指摘がなされる研究は、わずかで

あったように思われる。今後は、こういった研究が深

31



まることで、暴力団からの離脱者が、社会の中で帰る

場所がなく、また暴力団に戻っていかざるを得ないよ

うな制度を見直す必要があると思われる。 

 

６ 【会場での質疑応答】 

 

星野会員 

（意見）１．プッシュ要因とプル要因などの社会復帰

の要因を論じるのにもう少し丁寧な研究が必要では

ないか。たとえば、プッシュ要因とプル要因が社会復

帰の要因になっても離脱の要因にならないことなど

もありえるのではないか。 

（質問）１．離脱に要因に一番大きな要因はお金か。 

離脱直前の収入はどのぐらいだったのか。辞めてから

の収入はどうだったのか。 

（廣末会員）⇒収入に関する質問事項はアンケートで

聞いていなかった。そのため具体的な収入額などの問

題ははっきりと分かっているわけではない。ただし、

生活に困って、今すぐ食うや食わずの生活に追いやら

れているという人が多いという印象は特に持ってい

ない。中には数百万の収入があった人もいたほどであ

る。それよりも暴力団の加入時のお金の使い方が抜け

ずに、金使いが荒いことが多い（タクシーを使うなど

の生活習慣）。 

（質問）２．具体的に、厳しい縛りのある条例をどの

ように改正するのがいいと考えるか。 

（岩切氏）⇒具体的にどれをどうするということは一

概に言えないが、たとえば、それぞれの契約などの規

制の部分に「ただし、更生しようとしている者は除く」

といったような記述を入れるなどの対応はありえる

と思われる。 

 

河合会員 

（意見）暴排条例について警察が何のための条例を必

要としていたのか、というような具体的なきっかけと

なる事件がある。その事件によれば、条例を策定する

さいのターゲットの一つは銀行であったと思われる。

また、アメリカの企業が日本に進出する際に、暴力団

をなんとかしてほしいという要請があった。しかし、

当初は、暴力団のリストを出すことを警察が拒み、日

本の暴力団を守ったこともあったが、今は提携してい

る。 

（意見）親分や幹部の人たちには、自分自身はヤクザ

でいいが、息子をヤクザにしたくないという世代が多

くなってきたように思う。その流れで加入するヤクザ

も自然と減少していくのではないか。 

（丸山から廣末会員に質問）そもそも暴力団の子が暴

力団になるという連鎖があればその仮説は成り立つ

が、そもそもの前提として息子が暴力団員になるとい

う前提が通常なのか？ 

⇒（廣末会員）細かな数字などは分からないが、暴力

団からの相談としては、「息子は堅気の生活をさせた

い」というものが多いのは事実である。 

 

高橋会員 

（質問）１．堅気の世界に憧れない人にはどういった

アプローチはどうすればいいのか？ 

（質問）２．現役暴力団や離脱者などの元々行き場の

ない人に他の人がしないことをさせているという現

実をどう捉えるべきか。こういった社会の矛盾につい

てはどう考えるべきでしょうか。 

⇒（西原会員）暴対法や暴排条例などで生活に規制が

及ぶ前に、そもそもこれまでのしのぎの中で、そうい

った仕事や人がやりたくないと言われるような仕事

をやってきた経緯がある（たとえば、バキュームやゴ

ミの収集など）。そういった生活の基盤にもなってい

たことも事実であるが、この法律や条例ができたこと

で、もともとのこれらの仕事も失い、さらに行き場を

失ったというのがある。 

 

松宮会員 

（質問）暴排条例などが離脱者の足かせになっている

というご報告だったが、暴排条例から生じている問題

とそれらに詐欺罪を適用することとの問題は別に考

えた方がいいように思う。申告する義務自体は暴排条

例にはなく詐欺罪の方で担保していることは最高裁

でも言われている。また、「関係者」という不明確な定

義にも問題があると思われる。 

 

⇒（岩切）暴排条例から派生する問題とそれ以外から

派生する問題を分けて考えた方がいいというご指摘

はその通りだと思う。また、詐欺罪については暴力団

であるということが影響を与え、その暴力団かどうか

はデータベースが決定してしまうことがありうるの

で適切な情報管理も重要であると思われる。 

 

（その他に質問やご意見をいただいたが紙幅の関係

で割愛させていただく） 
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テーマセッション D 

――地域生活定着支援事業の現状と課題：地域生活定着支援センターに対する調査結果から

見えてきたもの―― 

コーディネーター・司会 

浜井浩一（龍谷大学） 

話題提供者 

我藤諭（龍谷大学） 

松尾多英子（龍谷大学） 

益子千枝（兵庫県地域生活定着支援センター） 

指定討論者 

久保貴（近畿地方更生保護委員会） 

                                    

１. 企画の趣旨 

 本セッションは、龍谷大学矯正・保護総合センタ

ーが、日本学術振興会科学研究費・基盤研究 C「地

域生活定着支援事業の現状と課題、課題番号

25380807）」(研究代表者浜井浩一)の助成を受けて実

施した「地域生活定着支援センターの業務に関する

調査」の結果に基づいて、地域生活定着支援センタ

ーの現状や課題・展望を検討するものである。 

地域生活定着支援事業が始まり 7 年間が経過した。

この間、センターの業務は当初予定していた出口支

援にとどまらず、被疑者・被告人を対象とした入口

支援にまでひろがりつつある。そこで、コーディネ

ーターの浜井は、全国地域生活定着支援センター協

議会の協力を得て、全国の地域生活定着支援センタ

ー（以下、原則としてセンターという）に対して質

問紙を使った実態調査を行った。調査は、センター

の支援内容ごとに支援ケースを量的・質的に調べる

「支援実態調査票」（センター単位）と支援を担当し

ている職員に対する「意識調査票」（職員単位）との

二つから構成されている。全国 48 か所に設置された

センターのうち、「支援実態調査票」については 32

のセンターから、「意識調査票」については 39 セン

ター・131 人から回答があった。本調査から見えて

きたことは、結論から言うと、センターが持続可能

なものとなるためには、センターの財政的基盤を整

備し、職員の待遇をその能力と実績に見合ったもの

に改善する必要があるということ、そして、地域や

関係機関の理解が何よりも欠かせないということで

あった。 

 

２. 各報告要旨 

(1) 「支援実態調査」の結果について 我藤 諭（龍

谷大学矯正・保護総合センター） 

本報告は、全国すべてのセンターを対象に、2014

年 8月 10 日から同年 10月 31日まで実施した各セン

ターの支援実態調査(平成 25 年度実績)の報告であ

る。今回は、①保護観察所や他都道府県のセンター

との連携、②特別調整における支援件数等、③相談

支援業務、④被疑者・被告人への相談支援、⑤啓発

業務、⑥事例分析について報告を行った。 

調査結果としては、32 センター（回収率 66.7%）

から回答を得ることができた。地域差はあるものの、

特別調整における保護観察所からの依頼は平均

12.3 件、他都道府県センターからの依頼は平均 7.8

件であった。障がいの有無は、65 歳以上の調整者で

は半数の調整者は障がいはなかったが、65 歳未満の

調整者では 34%の対象者に知的障がいが、23%に精神

障がいがあることが示された。罪名では年齢に関係

なく、窃盗が約 60%を占めていた。援護実施市町村

や受入先事業を探す際に、なかなか決定することが

難しく調整が難航している状況が示唆された。フォ

ローアップ業務では、29 センターがその期間を決め

ておらず、また、センターの業務を超えるような一

般的な支援調整を多くのセンターが行っているが明

らかになった。次に事例検討では、回答センターか

ら得た「うまくいった事例」と「うまくいかなかっ

た事例」を比較した。その結果、「うまくいった事例」

では本人の障がいや行動特性を理解しながら、矯正

施設や地域の事業所と協力し合いながら、支援を組

み立てていったことが示された。一方で、「うまくい

かなかった事例」では居住や日中活動の調整は進め

たものの、本人理解が十分できていなかったことか

ら支援がうまくいかなかったことが示唆された。つ

まり、犯罪をおこなった障がい者あるいは高齢者に

ついて、なぜそのような行動に至ったのかを分析し、

その分析に基づいた支援を組みたて、支援を実行し、

再度分析するといった循環的なプロセスが必要とな

ると考えられる。 

支援の流れに沿って、支援件数や支援人員の属性

や事例を分析した結果、各センターで特別調整対象

者が地域生活に送れるようになるまでにかなりの調

整を行っていることが示された。しかしながら、こ

のような複雑な調整をおこなう相談員を配置するに

は、センター運営予算は十分ではなく、運営が困難

であることが示された。また、この問題はうまく地

域生活に移行するための支援を構築することにも影
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響していることが示された。 

 

(2)「職員意識調査」の結果について 松尾多英子（龍

谷大学矯正・保護総合センター） 

支援担当員意識調査の結果から、支援担当員が抱

える悩みや不安、やりがい、罪を犯した高齢者や障

がい者が地域での生活をつくるためには何が必要だ

と考えているのかについての分析をし、その結果報

告を行った。まず、支援担当員が業務に携わるなか

でどのような悩みや不安をもっているのかみていく

と、自身のスキル不足や知識不足の問題、法整備・

予算・雇用などの事業体制と統一的基準の問題、関

係機関との連携の問題に分類することができた。関

係機関との連携については、受入先福祉施設の抵抗

感が問題となっていた。しかしながら、回答として

は、「罪を犯した背景や原因を知ることができ、対象

者以外の要因が影響していることを理解することが

できた」「実際に接してみて、他の障がい者、高齢者

と違いを感じなかった」というものが多くみられ、

対象者が犯罪に至った背景を理解したことにより、

対象者に対するイメージ等に変化がみられたことが

分かった。このことより、このような変化を関係機

関や地域社会においても起こし、対象者に対する恐

怖心や抵抗感をなくしていくことは可能であると考

えられる。 

支援担当者の業務に対するやりがいについては、

全体の 89.2％がやりがいを感じると回答していた。

理由として多かったのは、「対象者が再犯せず、地域

において安定した生活を継続できている場合に、や

りがいを感じる。」というものであった。この他、社

会のために自分が役立っていることに対するやりが

い、自らのスキルが高まることに対するやりがい、

他機関との連携に対するやりがいを感じている回答

などがみられた。 

最後に、支援担当者が罪を犯した高齢者や障がい

者が地域での生活をつくるために何が必要と感じて

いるのかについてである。これについては、「地域の

理解」という回答が最も多かった。しかしながら、

現在では、市民に対する周知活動を行う手段が確立

されておらず、周知不足の改善が重要であるといえ

る。また、「本人の居場所や役割など、ここにいても

いいと思える場所や仕事、生きがいなどが必要であ

る」という意見が多くみられた。さらに、「身元保証

人の不在が受け入れにおいて大きな障害となってお

り、身元保証人がいなくても施設側が困らないよう

な制度づくりが必要であると思う」という意見があ

ることから、行政によりなんらかの策を講じていく

必要があるといえる。 

 

 

(3)「地域生活定着支援センター業務に関する調査」

を読んで:現場職員の視点から 益子千枝(兵庫県地

域生活定着支援センター「ウィズ」)   

 地域生活定着支援センター相談員という実務に携

わる立場から「地域生活定着支援センター業務に関

する調査」の結果を読ませていただき経験値に基づ

いての気付きや意見などを、最近の２事例（個人情

報部分は加工のうえ、特別調整対象者の出口支援事

例と被疑者被告人段階から関わりを継続している入

口支援対象者の事例）の紹介を合わせて述べさせて

いただいた。 

 センターは、2009 年 1 月 19 日に長崎県センター

が開所したのち、順次各都道府県内に１ヶ所ずつ（北

海道のみ 2 ヶ所）開所された。私自身は 2000 年 8

月から大阪府センター開所準備に携わらせていただ

き、2010 年 7 月 1 日の開所時から 2013 年 3 月まで

大阪府センターで勤務、同年 5 月から兵庫県センタ

ーに所属し現在に至る。近畿圏 2 センターでの 6 年

間の現場はとにかく対応に追われっぱなしの毎日で

あった。よって、これまでのことや今後についてじ

っくりと考える暇がなかった私のような者にとって

はセンターの業務について、今回、調査がおこなわ

れ、結果をまとめていただけたことは本当に嬉しく

有難く思う。殊に、調査では自由回答法により、相

談員の生の声を詳細に受け止めて下さっている点は

大変貴重な報告内容である。従事する相談員の多く

が事業としても自身の身分、報酬なども不安定であ

ると感じながら、比較的軽微な犯罪行為を反復し福

祉要件は軽度（いわゆる介護が不要な高齢者や外見

上障がいが無いように見える対象者など）で、病気

があっても軽症であり、治療反応性は薄く、むしろ、

生活習慣や成育歴、性格によるものだと言われる対

象者を、福祉の枠組みを提供することで罪を犯さず、

地域社会で生活してもらうよう調整することを司法

側と地域側両方から求められ、公私ともに疲弊、混

乱傾向であることが全体的に見てとれた。尚、想像

の域ではあるが、司法や医療の従事者も類似のスト

レスを抱えているのではないだろうか。例えば、パ

ーソナリティ障害（疑い含む）はその顕著な事例の

ひとつであると思っている。おそらくこの分野で最

後まで残る難題なのではないだろうか。 

結果報告に話題を戻すと「やりがい」を感じてい

るという数値が非常に高く、実は私自身も大変だと

言いながら「やりがい」も大いに感じている 1 人で

ある。一方、当事業での勤務継続年数の調査からは、

1 年から 3 年の相談員が半分以上を占め、5 年未満を

合わせると約 8 割を上回るという結果が示されてい

る。確かに、受託法人の変更、受託法人内での人事

異動は私の周囲でもめずらしくなかった。また相談

員の多くが、知識やスキルの向上のために犯罪心理
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学や刑事司法などの分野についての研修を望んでい

るという結果が示された。これは、福祉職として司

法関係者などと連携する際にそもそも使っている単

語が理解できないという体験をしたことによるのだ

ろう。必要なことだとは思うが、正直、数回の座学

のみで習得することは簡単なことではないし、こち

らに偏り過ぎると、司法関係者のような福祉職を生

む可能性を孕むのではないかと危惧している。個人

的にはむしろ、他分野や対象者については、わかっ

ていないことを自認し、その前提でＯＪＴの中で丁

寧に確認していくほうが確実で安全であるように思

うし、より自分の役割や専門性の範囲について研鑽

に努めることのほうが必要なのではないかと自分の

反省を込めて感じている。  

今回の結果にも見られるようにここ数年来、当事

業の平準化つまりバラつきを無くすことが求められ

がちであるが、地域性、事業や相談員の経験値、事

業を受託している団体、自治体内にある矯正施設の

種別や数、そして対象者の特性の違いがそれぞれ複

雑にあるなかで、その実現は非常に難しいのではな

いかと考える。何のために何を平準化するかを詰め

たうえで、むしろ各センターの特性や個性を認識し

活かす方向を検討できないだろうかという意見など

を伝えた。 

 

３ 指定討論 久保貴 (近畿地方更生保護委員会) 

 高齢・障害者の社会復帰に対する支援については、

基本的には福祉政策の課題であるが、高齢・障害者

のうちで犯罪を惹起した人に対する支援を行うもの

として、地域生活定着支援事業が展開されている。

犯罪をした高齢・障害者の社会復帰支援の問題は、

最近発生したものではなく、昔から存在していたも

のであり、何らかの対応の仕組みを作る必要性は従

来から認識されていた。地域生活定着支援センター

はそのような対応の仕組み（のひとつ）として出て

きたものである。 

 平成 26 年の犯罪白書によると、地域生活定着支援

センターでは、637 人に対して特別調整が実施され、

そのうちの 73.1％である 419人が福祉等の施設につ

ながっている。特別調整に求められている内容（障

害のある人が帰る場所を社会内に確保する。）という

困難な内容を考えると、73.1％が福祉等の施設につ

ながったということは素晴らしい成果である。これ

は地域生活定着支援センターの職員の皆様方が努力

していることの結果であり、敬意と謝意を表したい。 

 新しい制度（仕組み）については、仕組みを作る

だけではなく、作られた仕組みの効果や効率性とと

もに仕組み自体についての検討と修正が必要である

が、話題提供者の話をうかがっていて、制度ができ

て 10 年となるにもかかわらず、その前の段階にとど

まっていると感じられた。厳しい言い方かもしれな

いが、国や地方自治体を含めた関係機関は対応の仕

組みを作ったことで満足してしまっているのではな

いか。地域生活定着支援センターに丸投げするので

はなく、保護観察所を含めた関係機関が具体的にど

のような役割分担と連携ができるのかを考える必要

があるし、現在の仕組みを実際に運用していただい

ている人たちの抱える苦労を、どのように分担して

いくのかについて議論しなければならない。 

 

４ 議論 

 指定討論に続いて、20 分程度討議を行い、以下の

ような討議が行われた。 

昨今は、刑事司法の問題を法務省ではなく厚生労

働省が対応したりしていて、どの機関の誰がどのよ

うに処遇にあたっていくのかが複雑になっている。

制度で対処しきれないようなケースもある中で、今

ある制度がどれほど貴重なものであるか、支援の内

容を含めてもっと評価すべきだ。 

処遇にあたっては、各地域にあるセンターの個性

と地域性があり、そういったものをもっとセンター

同士で共有し合うことが大切なのではないか。地域

の特性を活かした支援やシステムがあり、それを職

員たちが共有できる機会があればいいとおもう。 

役所や病院、事業所など、それぞれの機関がそれ

ぞれのローカルルールを持っており、それが多機関

連携の大きな障壁となっていると思う。なにより、

これらの機関のローカルルールの衝突に、センター

が板挟みになり苦しんでいる状況をなんとかしなけ

れば、制度自体が空中分解してしまう恐れがある。

なぜ民間の支援団体がその重い役割・負担を背負わ

なければいけないのか。 

ケースによって必要な支援は異なる。定着までに

かなりの時間がかかるケースとそうでないケースが

混在しているし、どこまで支援するのかのアフター

サービスの問題もある。ケースの数だけでなく、支

援の質も評価できるような体制作りが必要だ。 

センターは保護観察所のような国の機関の下請け

ではないことを主張したい。地域で理解を得ていく

ことももちろん重要だが、それぞれのセンターがど

のようなことを行っているのか、職員同士が共有す

ることが大切だと思う。 

 

文献 

浜井浩一他、2016、『地域生活定着支援センター業務

に関する調査』(日本学術振興会科学研究費・基

盤研究 C「地域生活定着支援事業の現状と課題」、

研究代表 浜井浩一、課題番号 25380807 の助成

を得て行った調査の調査報告書） 
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テーマセッションＥ 

少年法適用年齢引下げ 
 

報告者 武内謙治（九州大学）         

土井隆義（筑波大学）                
佐藤直樹（九州工業大学名誉教授）    

コーディネーター・司会 正木祐史（静岡大学） 

 

●企画趣旨（文責：正木） 

周知のとおり、公職選挙法改正によって選挙権年

齢が引き下げられたことを１つの契機として、民法

上の成年年齢や少年法の適用を受ける少年年齢の引

き下げが議論されている。すでに民法については法

制審議会民法成年年齢部会において最終報告書がと

りまとめられ（2009 年）、また、少年法についても

古くはいわゆる少年法改正構想に端を発した法制審

議会少年法部会での中間答申がある（1977 年）が、

現在法務省では、「少年法の適用対象年齢を含む若

年者に対する刑事法制の在り方全般について検討を

行うため『若年者に対する刑事法制の在り方に関す

る勉強会』を実施することとし」て、ヒアリング及

び意見交換が継続的に開催されている。 

本テーマセッションでは、この少年法上の年齢引

下げに関して、主として、少年（およびそれに接続

する若年者）の年齢設定に関係する社会背景ないし

社会情勢といった点、すなわち、現在の社会背景・

社会情勢において少年年齢を引き下げようとするこ

との是非自体について焦点を当てた議論をしていき

たいと考えている。なお、法務省勉強会で設定がさ

れているような、少年年齢引下げを前提とした（刑

事）法制の具体的設計については、必要に応じて触

れる程度として、主たる議論対象とはしない予定で

ある。 

 

●武内報告「少年法適用年齢引下げ――ドイツとの

比較から――」要旨 

１ はじめに 

 本報告では、「青年」に対し中間的な扱いを行って

いるドイツを比較対象として、少年法適用年齢引下

げの問題を検討する。 

２ 現在の問題状況 

 今般の少年法適用年齢引下げ問題は、昨年改正さ

れた公職選挙法改正を契機としている。その附則５

条と 11 条には、近い将来、少年法の適用年齢を改め

る措置を講じると解釈できる文言が置かれている。

また、昨年９月の自民党の特命委員会による「成年

年齢に関する提言」は、「刑事政策的観点」からの修

正を留保しつつ、「国法上の統一性」や「分かりやす

さ」の観点から、少年法適用年齢を満 18 歳未満に引

き下げるのが適当であると主張している。この「提

言」を受け、昨年 11 月に「若年者に対する刑事法制

の在り方に関する勉強会」が法務省内に設置されて

おり、「少年法の適用対象年齢を含む若年者に対す

る刑事法制の在り方全般」につき、検討が行われて

いる。 

３ 「現在の問題状況」を取り巻く状況――今般の

議論の特徴 

 この問題と対峙するには、まず、議論のあり方自

体よりも「『現在の問題状況』を取り巻く状況」を考

える必要があろう。今般の状況の目新しさは、①政

治主導、②選挙年齢・民法上の成年年齢の引下げの

（形式的な）先行、③刑事司法全体における再犯予

防の強調、刑事司法の枠内における「支援」措置の

広がり、④少子高齢化と非行少年の減少が背後にあ

ることにある。 

 他方、今次の動きは、①1960 年代からの少年法改

正論議と共通のテーマを問題としている。また、少

年法改正が法務省の中では刑事局マターであり、検

察官が法案作成に影響力をもつという②法案作成の

構造も維持されている。この「伝統的な」構造に新

たな問題状況が重なるとき、18-19 歳の「顧客」（ユ

ーザー）をめぐって少年司法関係機関がどのような

動きをするのかが、注目される。 

４ ドイツにおける「青年」制度 

 概ね 18歳から 21歳ないし 23歳程度の者につき中

間的な扱いをする制度は、ドイツ、オーストリア、

スイス、スペイン、オランダなどで採用されている。

その中で、「刑事特別法モデル」（大陸法）でありな

がら「少年裁判所基軸モデル」をとるドイツの制度

をめぐる議論を追ってみる。 

 行為時 18 歳以上 21 歳未満の者につき、少年裁判

所が成熟性判断を行い、少年（犯罪）と同視できる

場合に少年刑法を適用するという「青年」制度は、

1953 年に創設された。その後、1974 年に選挙年齢と

民法上の成年年齢が 21 歳から 18 歳に引き下げられ

た際にも、この制度は維持されている。後の政府見

解に継承されている立法時の説明によれば、「民法

上の成年年齢の引下げが少年裁判所法の改正を強い

るものではなく、青年の取扱いは少年刑法改革に委

ねられている」というのが、その理由である。 

 実務運用においては、罪名と地方により較差があ

ることが、よく知られている。これには、軽微な犯
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罪に対して少年刑法を適用するか否かの差が反映し

ている。重大な犯罪では、多くの場合、少年刑法が

適用されている。「パーソナリティを分析すればす

るほど、成長上の問題が際立つ」、というわけである。

他方、窃盗や道路交通犯罪では少年刑法の適用率が、

概して低い。近時の研究によれば、これらの軽微な

犯罪に略式手続で対応するか否かが、地方較差の原

因にもなっている。というのも、略式手続は、青年

に少年刑法が適用される場合には、用いることがで

きない構造になっているからである。 

５ 検討 

ドイツにおける議論の状況からみて考えるべきは、

まず、青年層の問題は、政治的テーマになりやすい

構造があるのではないかということである。ドイツ

でも、1953 年に創設された制度が維持されているも

のの、2012 年には、特に大な殺人行為の場合に青年

に科すことができる少年刑の上限が、10 年から 15

年に引き上げられている。しかし、そこで前提とさ

れる「青年」像は、専門知により得られているもの

と異なっている。ここにギャップがあるとすれば、

それをどう埋めるのか、埋めがたいのであればどち

らを優先させるのかが、重大な問題である。 

 専門知のあり方ということでは、「地域性」の問題

もある。ドイツは、後進資本主義国として、国家主

導で近代化を目指す日本のモデルとされてきた。し

かし、こと少年司法制度についていえば、生誕時か

ら、自然発生的要素をもっており、地域性も有して

いたことには、注意が必要である。専門知の担い手

である実務家がその際に大きな役割を果たしている

ことは、現在でも変わらず、また、青年の問題につ

いても同じである。そもそも青年に対する少年刑法

の部分適用自体の創設自体が、専門知蓄積のための

方途であり、専門家集団が立法論として青年に対す

る少年刑法の全面適用を提言していることは、ごく

自然な成り行きである。研究者レベルでも、犯罪・

非行現象をライフコースでとらえる視角から、「青

年」の扱いを模索する動きがあり、注目される。 

●土井報告「少年刑法犯の動向と眼差しの構図～再

犯の抑止機能から考える～」要旨 

日本の少年刑法犯は激減している。なかには少子

化が進んでいるのだから当然という意見もみられる

が、少年の人口比で算出しても傾向は同様である。

刑法犯で検挙された少年は、実数においてだけでな

く、その比率においても、2003 年から減少しつづけ

ている。 

 しかし、その一方で、少年刑法犯に占める再犯少

年の比率は上昇しつづけている。じつは再犯少年の

実数は減少しつづけており、それは少年の人口比で

産出しても同様である。ただし再犯者より初犯者の

ほうが減少幅が大きいため、再犯少年の比率は上昇

しているのである。 

 昨今、選挙権年齢を 20 歳以上から 18 歳以上に引

き下げる改正公職選挙法が成立したのを契機に、少

年法の適用年齢も 20 歳未満から 18 歳未満に引き下

げるべきだと自民党の「成年年齢に関する特命委員

会」が提言している。現在の少年刑法犯の動向から

眺めた場合、おそらくその目的は、この再犯少年の

比率を下げることにあるのだろうと推察される。 

 では、そもそも少年刑法犯が減少してきた背景に

は何があるのだろうか。裏を返せば、少年たちの生

活満足度が上昇してきた背景には何があるのだろう

か。今日の日本社会を眺め渡してみれば、子供の相

対的貧困率は上昇しつづけ、いまや全年齢層のそれ

を上回るまでになっている。少年たちをめぐる昨今

の社会状況はけっして明るいといえない。 

 しかし、それにもかかわらず少年刑法犯が減少し

ているのは、換言すれば、彼らの幸福感が高まって

いるのは、人生に対する彼らの期待値が低下してき

たからではないだろうか。不満は目標までの距離に

反比例して増減する。私たちの期待値は、目標まで

の距離が近いほど高まるが、その期待値と現実のギ

ャップこそが不満を生むからである。 

 では、このような状況下に置かれている少年たち

に対して、とくに 18 歳と 19 歳を少年法の適用年齢

から外し、更生重視から処罰重視に舵を切ることは、

明るい社会の実現にどれほど役立つのだろうか。そ

もそも適用年齢が引き下げられれば、現在とは違っ

て彼らに処罰が加えられることになるのだろうか。 

 成人事件では、摘発された者の 65％が起訴猶予と

なり、裁判所へ送致されるのは 35％にすぎない。も

し、18 歳と 19 歳が成人と同じ制度で扱われると、

おそらく彼らの３分の２も裁判所へ送致されないだ

ろう。罪種の構成比は成人と大差ないからである。

それに対して少年法は全件送致主義をとっているた

め、すべての事件が家庭裁判所へ送致されている。 

 また成人事件では、裁判所へ送致されても罰金・

科料で終わるケースがほとんどである。正式に裁判

にかけられるのは全体の８％にすぎない。もし 18

歳と 19 歳が少年法の対象から外されると、罪種の構

成比にほぼ違いがない以上、これもまた同様の結果

となるだろう。それに対して少年法の下では、自動

車運転関係を除く全事件の 90％に保護観察など何

らかの指導・監督が施されている。 

 もちろん、それでも再犯少年は存在する。少年審

判にかけられた後、少年院へ送られる 18 歳と 19 歳

は 10％だが、その中の 11％は出院後２年以内に再入

院している。しかし、刑事施設を出所した成人受刑

者が２年以内に再入所する率は 19％だから、両者の

間には大きな開きがある。 
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 ところが、少年法適用年齢引き下げの賛否を尋ね

た報道機関の各種世論調査では、賛成の回答がいず

れも過半数である。賛成派には、社会防衛の見地か

らだけでなく、被害関係者に思いを寄せる人々も多

いのだろう。しかし、被害者を死に至らしめるよう

な重大事件の場合、現行制度の下でも家庭裁判所か

ら検察庁へ逆送致し、成人と同じ刑事裁判にかけら

れることを忘れてはならない。 

 私たちはいま一度、明るい社会の実現のためにど

のような道を選択すべきなのかを冷静に検討すべき

である。そもそも、初犯少年も再犯少年もその実数

は減少しつづけており、その背後に人生に対する彼

らの期待値の低下が潜んでいるとすれば、今日の少

年たちに与えられるべきなのは規律の強化ではない

はずである。むしろ希望を抱きうる環境の提供のは

ずである。それは、罪を犯した少年に対しても同じ

だろう。希望を育むための取り組みが実践されてい

るのは、まさに矯正教育の現場だからである。 

 

●佐藤報告「少年法適用年齢引下げ－「世間」への

＜再埋め込み＞をめぐって－」要旨 

（１）「子ども期」の登場と保護主義の成立 

 ヨーロッパ中世においては、幼児期をすぎると子

どもは 7/8 歳で「小さな大人」（Ｐ・アリエス）と

みなされた。それは文化の伝承が文字によってでは

なく、声によっておこなわれたためである。これを

Ｗ・Ｊ・オングは「一次的な声の文化」と呼ぶ。 

 ところが 12 世紀以降徐々に、文化の伝承が文字で

なされるようになる（「文字の文化」）。17 世紀末に

なると、公教育の登場による「学校化」（アリエス）

がはじまり、子どもへの「関心のまなざし」が強ま

って、歴史上初めて「子ども期」が登場する。 

 子ども期の成立を背景として、19 世紀には、子ど

もの刑罰軽減が刑法に詳細に規定されるようになる。

この自由主義（夜警国家）段階の刑法において子ど

もは、「自由意思で犯罪をおかした小さな大人」とみ

なされ、「犯罪－責任－処罰」という大人と同様の責

任主義が適用された。 

 大きな転換は、1899 年イリノイ少年裁判所法の成

立にはじまる。児童救済運動の高まりなどによって、

大人の刑事手続と分離した少年の特別な扱いが必要

とされ、子どもは「環境の犠牲者としての子ども」

とみなされるようになる。帝国主義（福祉国家）段

階における「評価－予防－処遇」という保護主義の

誕生である。これは、福祉国家的な刑事政策の刑事

司法への介入という意味で、「処罰福祉主義」（Ｄ・

ガーランド）の成立といえる。 

（２）子どもの「小さな大人」化と厳罰化 

 日本では 1922 年に「処罰福祉主義」に基づく旧少

年法が成立し、戦後の少年法に引き継がれる。だが

1980 年代以降、①高度資本主義＝高度消費社会の出

現による商品経済の子どもへの浸透と、②電話・テ

レビ・パソコンなどの電子メディアの普及によって、

「二次的な声の文化」が復活し、あたかも中世のよ

うな子どもの「小さな大人」化が進んだ。 

 大きな変化は、90 年代末以降のグローバル化＝新

自由主義の台頭によって、自己責任論が強まり、子

どもは再び「自由意思で犯罪をおかした小さな大人」

とみなされるようになったことである。97 年「神戸

連続児童殺傷事件」が厳罰化のきっかけとなり、99

年「光市母子殺害事件」の死刑判決に象徴されるよ

うに、「処罰福祉主義」が後退してゆく。 

（３）後期近代における「世間」への＜再埋め込み＞ 

 「世間」とは何か。日本では近代化＝西欧化の過

程で、individual や society の形成が十分になされ

ず伝統的「世間」が連綿とのこった。「世間」とは、

①「贈与・互酬の関係」②「身分制」③「共通の時

間意識」④「呪術性」のルールをもつ人的関係であ

る。近代化＝＜脱埋め込み＞（Ａ・ギデンズ）によ

って共同体な紐帯や掟は解体していったが、「世間」

という幻想の共同性が負荷的・抑圧的なものとして

強固にのこったのである。 

 行動の準拠点としての「みんなどうしているのだ

ろうか」と考えることが、「世間」という幻想の共同

性が作動していることを表している。後期近代への

突入による、1998～03 年の「伝統離脱」から「伝統

志向」への保守化の動き（ＮＨＫ放送文化研究所）

は、西欧社会では人種・民族・宗教への＜再埋め込

み＞の現象として現われたものが、日本では伝統的

「世間」への＜再埋め込み＞の現象として現われて

いることを示している。 

 また、若者の間で保守化が進み、友だち同士の「プ

レゼント」（「世間」のルール①）や「あの世、パワ

ースポットへの関心」（④）や「宿命主義」（②）と

いった現象（土井隆義）は、＜再埋め込み＞を背景

として、「小さな大人」化によって子どもの生活世界

で「プチ世間」が形成されていることを示している。 

（４）少年法適用年齢引下げをどう考えるか 

 現在急いで少年法適用年齢を引下げる理由は見当

たらない。ただし犯罪率の減少が少年司法の運用の

成功を意味するかといえば、根底にあるのは、日本

は先進国中犯罪率は最も低く／自殺率は最も高いと

いう、「世間」の犯罪抑止力と自殺誘発性の高さであ

る。 

さらに「幼児」「子ども／大人期」「老人期」の成

立（Ｎ・ポストマン）によって、成熟した「小さな

大人」と、未熟な「大きな子ども」の混在する状況

が生まれている。とすれば、むしろ成人年齢の引上

げが必要な時代といえるかもしれない。 
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●質疑応答・意見交換要旨（文責：正木）

――ドイツでうまくいっているものは。専門家によ

る調査はどんな制度か。 

武内 ドイツは刑事法から出発するモデルという限

界があり、その典型例が青年層問題。その中でうま

くいっているのは、少年審判補助者制度。日本の家

裁調査官と違い、少年審判補助者は裁判所の外にい

て、事件係属前から関わり、裁判所にはレポートを

出し、施設出所後のサポートもする。一貫して社会

的サポートをするところが調査機構も兼ねており、

両者が切り離されていない。そこはドイツの優れた

点。そこから、18 歳以上を外しての判決前調査制度

導入をみると、調査は全件実施してスクリーニング

をしなければ意味がないが、それが担保されるか。

犯罪の重大性等が基準になって、ライフコースの問

題や当該少年のもつ社会資源の如何等が軽視されな

いか。また、全件調査によるプライバシー立入りは

司法機関係属後でないと正当化できないのでは。そ

れらの点で、現行方式を崩すのはデメリットの方が

大きい。 

――今の議論では、少年年齢引き下げと若年成人へ

の保護処分がセットになっているが、そのときドイ

ツは「成人に保護処分を適用している例」とみるべ

きものかどうか。ドイツの法制・運用を見ると、む

しろ、若年成人を含めた少年への少年刑法適用が原

則で、例外的に少年刑法を適用しないという形で成

人扱いする、日本で言えば逆送のようなもの、とみ

るべきではないか。 

武内 前提として、年齢の線引き・整合性を考える

際に優先順位があり、そこでは法の目的の達成手段

を第一とする、だから法によって年齢が違うのは自

然の姿、という質問者の考え方は共有している。そ

の観点からは、質問のようなドイツの制度の捉え直

しは十分可能。 

――成人に対して行為責任主義をとりデュープロセ

スを保障するという、歴史的に形成されてきた歯止

め・制約の仕組みをはずして、少年法・保護処分で

対応するというのは、年齢引下げ以上に重要な問題

をはらむ。その点で、ドイツについての従前の捉え

方については、厳密に見ていく必要がある。 

――従来、青年層に少年刑法を適用するドイツにつ

いては、少年法の拡大と捉えてきたと思うが、その

評価が変わってきているのか。また、重大事件ほど

少年刑法の適用が活発なのは、事案ごとの判断ゆえ

と思うが、それを支えるのは、少年裁判所の機構が

組織的にしっかりしているからか。 

武内 従前の捉え方には正当なものがある。青年層

も少年裁判所に係属する。公判の公開につき、少年

は必ず非公開だが、青年層は裁量による公開制限。

ただ、統計はないが、ほとんどの青年層事件は非公

開で行われているとされるので、手続的には少年と

ほぼ変わりがない。その意味で、少年法の対象拡大

という見方は十分できるし、制度的にも整合的な説

明が可能。2 点目について、１つは少年審判補助者

がしっかりしていること。もう１つは、法的な要請

として、少年刑法を適用しない場合には十分な理由

説明が求められ、それが上級審での審査対象となる

こと。加えて、比例原則から、重大事件ほど、綿密

な成熟性判断をしなければ、審査不十分と判断され

るので、鑑定実施など慎重な審理が要請される。こ

の点、鑑定等による綿密な調査が行われるほど未成

熟性が明らかになりやすいとの指摘もある。 

――ドイツで、一般の少年・成人の成熟性について

は、どう理解されているのか。 

武内 ドイツで成熟性を語る 1 つの難しさは、喫

煙・飲酒可能年齢などが結構ばらばらで、何をもっ

て成熟性を語るかということ。少年審判の場での成

熟性の点では、何をテストの基準とするかが問題と

なっている。1955 年に精神医学界の立てたマルブル

ク基準により成熟性テストをしているが、その基準

自体に、客観性欠如・価値判断過重・定立基準では

成人でも普通に未成熟となる、等の批判が根強くあ

る。客観化の試みもあるが、むしろ成熟性テスト自

体に無理があると指摘され、そこから、21 歳や 23

歳、26 歳など上のほうでの線引きをすべきという意

見もある。 

――土井・佐藤報告とも基本的な認識構造が似てお

り、経済と情報という２つの大変動を軸として、そ

こに少年観・成人観の変容という意識レベル、さら

には「期待値の低下」や「地域共同体の解放によっ

て、その中の『世間』が全日本国土に拡散」という

図式で語られたと受け止めた。土井報告に対して、

期待値を下げているのは若者だけでなく、上の世代

の年齢層でもそうではないか。佐藤報告に対しては、

世間が根強く存在し再顕在化しているならば、「世

間」「世間体」「恥」が 3 点セットだとした場合、現

在の日本社会の「恥」と厳罰化との関係について。 

土井 日本の経済成長率が 3 段階で変わってきてい

るから、30 代・40 代も高齢者に比べれば期待値は下

がっている。だから、少年犯罪の激減とともに、成

人犯罪も減っている。高齢者だけは刑法犯の人口比

で見ても高止まりで、その層だけは期待値が高いま

ま。なお、データ所在を覚えていないが、厳罰化傾

向への支持は若年層でより高いのではなかったか。 

佐藤 例えば家族に犯罪者が出たときに、それは「世

間体」と同じ意味で、「世間」に対する「家の恥」と

言うことがある。対象としては常に「世間」を強く

意識している。これが西洋キリスト教社会では、

「神」との関係での「つみ」ということになり、判

断基準が日本とかなり違う。日本では、「世間」から
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つまはじきにされては生きていけないと思っている

から、「恥」という感覚は強いだろう。 

――権力構造との関係でも対抗文化は衰退している

のではないか。少年法改正でも、2000 年改正のとき

には、色々な団体が対抗的に強力な主張をしていた。

ところが今回はほとんど声が上がっていない。別の

例で、ＤＶに対する「法は家庭に入らず」といった

法律家による対抗文化が薄れてきているなど、警察

権力に対する依存性も強くなってきていないか。 

土井 対抗文化の衰退の大きな要因は２つ。１つは

世代間ギャップの希薄化による衝突の不在。もう１

つは、生活圏の分断化による、異なる生活集団間の

衝突の減少で、それぞれが自身の生活世界に生きて

いて、別の世界と対抗しない。分断化された生活圏

が佐藤報告で言う「世間」だとすれば、「世間」間で

のチャンネルがなくなって閉じた生活圏の中にいる

から、そこに対抗文化は生まれない。その点では、

専門家も棲み分けをして個別に専門知を蓄えるだけ

とすると、対抗文化が生まれてこずにタコツボ化が

進んでいくことになる。そこから、専門家間の対抗

文化衰退現象も生じることになる。 

佐藤 例えば暴走族は 20 歳前後にやめるものだが、

これは「世間」に戻るということで、それだけの同

調圧力の結果。今はさらに、暴走族自体がほとんど

いない、そういう非行が消えてきている。それは、

1998 年以降の「世間」への＜再埋め込み＞によるた

めで、同調圧力が高まっていて、対抗文化の衰退を

招いている。 

――成人年齢の引き上げこそが必要ではという提起

の理由として、成熟した小さな大人と未熟な大きな

子どもの混在を挙げているが、それが引き上げにど

うつながるのか。中世に似てきているということか

らは、厳罰化賛成に傾くようにも思えるが。 

佐藤 敢えての問題提起的発言ということではある

が・・・公教育期間の長期化もあって未熟な時期が

長引き、責任年齢・成人年齢は歴史的に上昇傾向に

あるが、それを厳罰化を背景に逆転させようとして

いるのが今の動き。それは中世と似たような状況を

生み出すものともいえるが、未熟化のことを考えれ

ば引き上げも視野に入る。青年期という大人・子ど

もの曖昧な時期というのを設定しなければならない

時代状況があって、その曖昧な時期をどうするかと

いう議論の中で、年齢引き上げということもあれば

青年層設定ということもある。もちろん、その年齢

をどこまで上げるかという問題は残る。現状認識と

しては、少年司法などがある意味でうまくいってい

るところで、年齢引下げを考える必要はない。 

土井 先行の別セッションであったように、脳科学

が進んで前頭前野が完成するのが 30 歳ころという

知見が出てくれば、年齢引き上げという議論にも繋

がる。ただそうすると、先の議論にあった適正手続

への抵触ということも生じてくる。そこには佐藤流

に言う「処罰福祉主義」が成人にも増殖してくると

いう危険性があるわけで、そこをどう考えるか。 

――フルの刑事責任を問えるのが例えば 30 歳、成人

年齢が 20 歳だとすると、20～30 歳までは、責任減

弱と捉えて刑罰を軽減する、という考え方はあり得

る。ただ、その基本は刑罰枠組み。 

――ヨーロッパでは、年齢を引き下げた後の若年成

人者への対応は、必ずしも刑事司法的ではない。オ

ランダ・ロッテルダムのセーフティ・ハウスでは、

自治体に多機関連携組織を設置してボスは検察官。

起訴猶予の後は地域福祉での処遇に繋がる。刑事司

法から外すそのような発想も必要ではないか。 

武内 年齢を引き下げた後の若年成人への対応をう

まくイメージできない。現在の入口支援をどの程度

流用できるか、そこに調査をどう組み込むか。その

イメージがうまく作れない以上は現状維持という方

向もあるのではないか。 

――生活保障をするのは国・自治体で、未成熟な人

の対応も、刑事司法ではなく国・自治体による社会

政策であるべき。その意味で、そもそも「世間」の

概念が、日本とは全く違うのでは。 

佐藤 日本では「世間」だが、オランダでは「社会

society」なのだと思う。人間関係を構成している原

理が全く違うと把握しないと、うまく理解できない。 

――刑罰を受けて罪を償ったように見えても、「世

間」の構造の中で社会的排除が続いていく。日本で

人権の議論をする際にも「思いやり」「やさしさ」と

いう要素が潜り込んでくる。そのようにして「世間」

の論理構造が強烈に働いているのだとすると、人権

論構築のためにどのような戦略が必要か。 

佐藤 日本では、人権擁護の総論には賛成するが、

誰々の人権という個別になるとみんな引く。「人権」

という言葉が機能していない。「権利」という言葉か

らして、“right”の翻訳としての明治期の造語。

“right”には「権利」「右」のほか、「正しい」とい

う意味があり、英語圏での「権利」は、それを持っ

ているだけで「正しい」というのが含意。日本では

「あいつは権利主張ばかりして、いやなヤツだ」と

いう言い方をする。「権利」という言葉が「正しい」

ことと結びついておらず、西洋社会で使われている

のは全く違う意味を持たされている。歴史的基盤も

違うから、日本から「世間」はなくならないだろう。

ただ、井原西鶴にみられるような江戸時代の「世間」

は価値中立的で負荷性がない「やさしい世間」。それ

が近代になるにしたがって「厳しい世間」「負荷的な

世間」に変容している。この部分に検討を加えるこ

とが突破口となるのではないか。 

以上 

40



テーマセッション F 
「犯罪者を親にもつ子どもの視点から見た被虐待児への対応と 

虐待者である親との関係について」 
 

企画： 矢野恵美（琉球大学）  
報告： 松村歌子（関西福祉科学大学）  

 立石直子（岐阜大学）  
 齋藤 実（獨協大学、弁護士）  
 矢野恵美（琉球大学）  
 小名木明宏（北海道大学）  

コメント： 龍岡資晃（弁護士）  
 

Ⅰ 企画趣旨（矢野恵美） 
本テーマセッションの報告者はこれまで、「犯罪

者を親にもつ子ども」の研究、中でも「受刑者を親

にもつ子ども」の研究を共同で行ってきた。その研

究の中で、受刑者自身にも虐待経験者（虐待被害者）

が多いのではないかということが浮上した。さらに、

個別のケース等を見ると、たとえ身体的虐待であっ

ても、「児童虐待」そのものが事件化されないことが

あり、自分の命を守るために、自分で虐待親を攻撃

せざるを得なくなるほど追い詰められ、子ども時代

に、自分が虐待から救い出されることがなかったた

め、「暴力は悪いものである」ということを学ぶこと

ができず、後の犯罪につながるようなケースもある

のではないかという問題意識につながった。虐待が

事件化されることがないまま、被虐待児の方の犯罪

が事件化してしまったと思われるものに、2014 年に
北海道空知郡南幌町で女子高校生が母親と祖母を殺

害した事件がある。この加害者は被虐待児であると

思われるが、虐待が事件化されることはなく、現在、

児童本人が医療少年院に収容されるに至っている。

ここまで大きなケースではなくても、少年院被収容

者には虐待被害者が多いことはこれまでの調査でも

明らかになっている i。そこで、本テーマセッション

では、児童虐待の事件化、虐待親の扱いなどについ

て、家族法の立場、行政の動き、比較法の立場など

から検討を加えることとした。  
前提として、日本における子どもの状況を見てみ

ると、少し古い数字になるが、日本における子ども

の相対的貧困率は OECD の平均を上回っており

（2010 年で 15.7%） ii、公財政教育支出の対 GDP
比は OECD の平均を下回っている（2008 年 OECD
平均 4.9%、日本は 3.3％） iiiで、いわゆる先進国で

見た場合、世界的に日本の子どもが決して恵まれた

状況にあるわけではないことを私達は自覚しなけれ

ばならないことを確認した。 
日本において、児童虐待に関する関心は高まって

おり、種々の取組も始まっている。とりわけ、司法

が関与することも増えてきた。2012年には警察庁で
「児童虐待への対応における取組の強化について

（通達）」が出され、児童相談所（以下「児相」）と

の連携強化もうたわれている。また、2014年の児童
福祉法改正を機に要保護児童対策地域協議会も設置

され、2016 年には大阪地検・高検の女性検事による
「司法面接研究チーム」が立ち上がっている。児童

虐待に係る検挙件数、検挙人員はこの 10 年で 3 倍
以上となっている iv。また警察が検挙した児童虐待

事件の被害児童数を見てみると、死亡児童数は減少

し、全体は増えているv。これは即ち、児童虐待自体

が増えたわけではなく、端緒はわからないが、事件

化が増えているためと思われる。一方で、警察が児

童虐待の疑いで児相に通告した子どもの数はここ 5
年で 3倍以上となっている。児相の大幅な増員が聞
かれない以上、児相の負担も重くなってきていると

思われるvi。 
なお、児童虐待への関心が高まり、司法の関与も

進んでいる一方、現在もなお、虐待が見逃され、児

童が重傷を負ったり、死亡したりする事件がなくな

らない背景として、二点の可能性について挙げた。

一点は、現在も民法第 822 条に懲戒権が残っている
こと、もう一点は児童虐待防止法の通告義務につい

て、「学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に

業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉

施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福

祉に職務上関係のある者」について「児童虐待の早

期発見に努めなければならない」とはされているも

のの、強い通告義務が課されているわけではないこ

とである（児童虐待防止法第 5条・第 6 条）。 
児童虐待を事件化し、虐待親を罰すれば何もかも

が解決するなどとは決して考えていないが、暴力を

ふるう側は何ら生活を変えることなく、被害者のみ

が傷つき、「保護」の名で日常生活から引き離される

ことには疑問を感じる。本テーマセッションでは少

なくとも、虐待は犯罪（若しくは「悪いこと」）であ

り、被害者である子どもが悪いわけではないことを

はっきりと示すべきではないか。身近な暴力が悪い

ものとして扱われないのならば、子どもは暴力が悪

いことだと学ぶことはできないのではないか。引き

離されて家族がバラバラになることは暴力の中で暮
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らすことよりも子どものためになるのか。などの疑

問をもとに、様々な観点から児童虐待を考えた。  
 
Ⅱ 報告 
1 犯罪者を親にもつ子どもと社会的養護 
 ～児童福祉施設における現状と課題（松村歌子） 
 児童虐待防止法が制定されて以来、児童虐待相談

対応件数は毎年増加している。児童虐待防止対策の

一層の強化とともに、被虐待児への支援として、社

会的養護の質及び量の拡充が求められている。本報

告では、児童虐待相談対応の現状、虐待が発覚した

時、被虐待児にはどのような支援がなされるのか、

社会的養護、特に児童養護施設に措置された児童の

現状と課題など、行政による対応の現状と課題につ

いて検討した。  
 

(1) 児童虐待相談対応件数の増加と児童虐待へ
の対応 
 児童虐待の相談件数は、1999 年に児童虐待防止法
が施行されて以降、増加の一途をたどり、2015 年中
に全国で 208ヶ所の児相が児童虐待相談として対応
した件数は 103,260 件（速報値）となり、これまで
で最多の件数となっている。2014 年中の検挙件数は
698件、検挙人員は 719人と過去最多となった一方、
死亡児童数は 20人と過去最少となった。児童虐待
相談対応件数の主な増加原因としては、国民や関係

機関の児童虐待に対する意識が高まったことによる

通告の増加、心理的虐待が増加したこと、特に面前

DV（児童が同居する家庭における配偶者に対する暴
力がある事案）について、警察からの通告が増加し

たことが挙げられている。 
 児童虐待への対応は、児童虐待防止法に基づき、

発生予防、早期発見・早期対応、子どもの保護や支

援、そして保護者の支援が行われており、関係者の

努力によりその進展が図られてきた。特に、保護者

の支援が立ち遅れていることから逐次制度改正が行

われてきたが、児相の規模、職員体制、専門職種の

陣容、児童福祉関係機関の社会資源の違い等、自治

体ごとに異なった対応が行われており、地域格差も

大きい。 
 

(2) 社会的養護の現状と児童養護施設に入所し
た児童の状況  
 社会的養護とは、保護者のない児童や、保護者に

監護させることが適当でない児童を、公的責任で社

会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困

難を抱える家庭への支援を行うことをいい、家庭的

養護と施設養護に大別される。対象となる児童は約

46,000 人にのぼり、児童は、里親委託、ファミリー
ホーム・乳児院・児童養護施設・児童自立支援施設

などの施設のいずれかで養護され、平成 26（2014）
年度末で 27,041 人（75.5%）が児童養護施設に入所
している。 
 児童養護施設に入所した児童は、入所時の平均年

齢 6.2歳と約半数が未就学児であり、在籍期間も平
均で 4.9年である。児童の措置理由（養護問題発生
理由）は、虐待によるものが 38.0%、父・母の入院・
精神疾患等が 16.6%、父・母の死亡・行方不明が 6.5%、
父・母の拘禁が 4.9%となっている。児童養護施設に
入所した児童のうち 59.5%に虐待経験がある。社会
的養護が必要な児童を、可能な限り家庭的な環境に

おいて安定した人間関係の下で育てることができる

よう、施設のケア単位の小規模化、里親やファミリ

ーホームなどを推進し、「当たり前の生活」を保障し

ていく必要がある。  
 
 (3) 児童福祉施設における課題  
 厚生労働省の「児童養護施設入所児童等調査結果」

（2015年 1月）によると、児童に対して特に指導
上留意している点は、「心の安定」「社会規範」「職

員（里親・養育者）との関係」が上位であり、性に

関する部分は「男女交際」という項目はあるものの

順位は低く、「性教育」という項目はそもそもない。

つまり、児童福祉施設を始め、社会的養護下では心

のケア、集団生活に馴染むこと、養育者との関係形

成に重点を置き、性の問題についてはあまり重点を

置いていないことがわかる。 
 児童養護施設に入所する児童の約 6割には虐待経
験があるが、性加害・被害の聞き取りは、「性」とい

う内容を子ども自身が語ること、つまり語る力に差

があるために、発見が困難であり、対応が遅れる可

能性がある。性被害を受けた子どもが、思春期以降、

加害に転じる状況も起きているという。実際に、「性

加害」を主訴として、児童養護施設から児童自立支

援施設に措置変更となるケースも多くなっている

（都市部では 3~4割との報告もある）。さらに、児
童自立支援施設で再度問題を起こすことにより、少

年院や国立児童自立支援施設へ送致されるといった

「たらいまわし」にされるケースもあるという。  
 また、施設に性加害行動を伴う子どもが入所する

ことで、ほかの子どもに多大な影響を与えうる。背

景として、多くの子どもが愛着や対人関係に課題を

抱えているために起きるとされるが、暴力や施設内

虐待、いじめの構造などが性的なものとつながり、

そのしわ寄せは弱者に行くことになる。集団生活の

場では特に、性的な関心からのみ問題を捉えるので

はなく、生活を基本とした介入をし、生活上で生じ

る対人関係や衝動のコントロールなど、その児童に

合わせた対応を一つ一つとっていく必要がある。  
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 一方、児童が事件を起こし、少年院に送致された

場合、少年院では、少年の問題に応じた指導が計画

的・意図的に行われ、性非行によって処遇される場

合には、性の問題に焦点を当てたテーマで講義・討

議形式の授業が行われることになる。さらに女子の

場合には、援助交際や風俗など性の問題と非行が結

びついていることが多いため、性教育が重視されて

いる。しかし、事件が性的問題にかかわらない時、

性被害に遭った少年には、心のケアはなされるもの

の、性教育は実施されないことが多い。  
 このように、日本では性の問題を子どもたちに教

えることをタブー視してきた側面がある。入所前の

児童虐待、特に性被害について掘り下げてケアを行

うということはあまりしないし、施設内での性教育

の実施にも躊躇しがちである。これは学校現場でも

同じであり、性教育に対するバッシングの大きさか

らも見てとれる。しかし、児童福祉施設などのよう

に、集団で生活する施設でこそ、人権教育の一環と

して性の問題をきちんと教えるべきであり、特に学

校現場では性教育をきちんと実施するべきであろう。

子どもの目線での支援を実施するためには地域格差

をなくし、子ども一人一人に寄り添った支援が必要

であり、地域を巻き込んで取り組みを実施していく

必要がある。  
 
2 親子の分離と子どもの福祉～家族法の視点から
（立石直子） 
近年、民法（家族法）の分野においては、離婚後、

離れて暮らす親と子の交流や面会に関する活発な議

論が展開されている。しかしながら、親と子が離れ

て暮らすケースは離婚後に限定されない。離婚や親

の死亡、子の施設入所、父母の服役など、さまざま

な理由によって親と離れて暮らす子どもがいる。本

報告では、児童虐待のケースにおいて親と子が分離

されている場合の親子の交流や面会の問題に焦点を

絞り、考察した。また限られた時間ではあるが、報

告の最後には、この問題を考える一つの手がかりと

して、ハワイ州において実践される「オハナ・タイ

ム（家族の時間）」について紹介した。児童虐待ケー

スで多く利用される監督付き面会交流の実践例であ

る。 
 

(1) 民法（家族法）では、2011 年の改正以来、
第 766条において離婚後の親子の面会について明文
化し、実務においても非監護親と子の面会交流の事

件が急増している。一方で、2007年の法改正におい
て、児童虐待防止法では保護者による面会や通信の

制限が強化されている（第 12条から第 12条の４ほ
か）。両者の「面会」は別のもののように語られるこ

とが多いが、子どもが親と離れて暮らす状況の中で、

親との交流や面会を保障し、場合によってそれを制

限していくことは、どのような理由によって親子分

離があったケースでも子どもの福祉にとって重要な

課題である。本報告では、社会的養護につながった

子どもたちの親との交流や面会について「子どもの

福祉」の視点でとらえ、「子どもの権利」として検討

した。 
 

(2) 親子分離が子どもに与える影響については、
離婚後のケース、親の服役ゆえの分離ケース、双方

ともに諸外国での研究をはじめいくつかの先行研究

がみられる。一方で現実的な問題として、日本にお

いて親子分離が社会的養護につながった際には、現

状として児童養護施設や乳児院への入所が 75.5%を
占め、施設養護の割合がかなり高い。なかでも、社

会的養護のうち最も大きな割合を占める児童養護施

設入所の理由として、児童虐待は約 4割と大きな割
合を占めている。このような状況のなかで、とくに

児童虐待を理由とする親子分離の場合、社会的養護

の後に家庭復帰の形で「親子の再統合」を目指すの

であれば、子どもが求め、子への悪影響がないと判

断されるケースでは、親子の継続的な面会・交流の

保障は、子どもにとって自己のアイデンティティの

確立のために不可欠なものと考えるべきであろう。  
 

(3) ただし、それを実現させていくために、以下
のような課題がある。面会・交流が、子どもの福祉

の視点から「子どもベース」で考えられること、す

なわち、それは子どもの意思に基づく安全が確保さ

れたものでなければならず、親の一方的な親権行使

によるものでないこと、親の更生のための要素とし

て実現されないこと、である。そのためには、離婚

後の親子の交流に関する議論と同様に、子どもの意

思をどのように汲み取るのかという問題が前提とし

て存在することはもとより、施設や刑務所での面会

について、また里親宅で暮らす子どもの面会の実現

について、どのような制度や支援が必要か検討して

いく必要がある。報告においてはその一つの素材と

して、ハワイ州での実践を紹介した。  
 
3 フィンランドにおける児童虐待対策（齋藤 実） 

(1) はじめに 
フィンランドの児童虐待対策は、早期の予防、い

かに児童虐待を生じさせないか、という点に力点が

置かれている。現に、15 歳未満の子どもの虐待死亡
者数は、1921 年に統計を取り始めて依頼、大きく減
少している。1978 年～1980 年と 2006 年～2010 年
を比較してもその数は、約 3分の 1に減少している。
仮に、児童虐待が発生した場合には、早期に地方自

治体の児童福祉局が介入をする対応をとっている。  
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(2) ネウボラについて  

1) ネウボラと児童虐待の予防  
   早期の予防を実現した大きな要因は、1920 年
代から始まった「ネウボラ」（Neuvola）の存在で
ある。ネウボラは、妊娠期から就学までの子ども

の健康のみならず、母親、父親等の家族全体を支

援するための施設である。この特徴は、①ワンス

トップセンターであり利便性が高いこと、②フィ

ンランド国民のほとんど全員が利用していること、

③同一の保健師等が継続して担当すること、さら

に④妊娠期から就学時前まで切れ目のない支援を

すること、が特徴である。また、担当者は面談の

際などに、児童虐待の有無、あるいはその前兆が

ないかなども確認をしていることから、早期に児

童虐待の芽を摘むことを可能にしている。  
 

2) 子ども保護法の改正  
  また、2010 年の子ども保護法の改正により、
「予防的な子ども福祉」（3 条及び 3 条 a）の重要
性が規定されている。これを受けて、ネウボラで

は、総合検診を推進している。これは、単に子ど

ものみならず、家族全員が担当者と面談をし、家

族全体で子どもを育てるための支援を行い、児童

虐待の予防に役立っている。 
 

(3) 児童福祉局の介入について  
1) 児童福祉局の対応  
児童虐待が生じた場合には、地方自治体の児童

福祉局等が介入をすることになる。同局のソー

シャルワーカーにより、その後の対応が判断さ

れる。例えば、フィンランドで人口第 2 位のエ
スポー市（約 26 万人）では、2012 年に 4,948
件が子どもに関する通報があり、552 件が児童
虐待として通報であった。その後、42％の子ど
もが何らかの保護措置を受けている。施設に収

容される子どももおり、全国に 6 ヶ所ある少年
収容施設に収容される場合もある。  

 
2) 通報義務の拡張  
 従来、子どもに対する性犯罪の疑いがある場

合には、2010 年の法改正により、警察に対する
通報義務が、社会福祉職、教育職、矯正職員等

の職にある者に対して課されることになった

（子ども福祉法 25 条 3 項）。さらに、2014 年の
法改正により、殺人、傷害などの生命身体犯の

疑いがある場合にも拡張されている。実際の運

用としては、通報義務は厳格に行われている。  
 

(4) おわりに 

   フィンランドの児童虐待の対策は、子どもを

児童虐待させない環境に置くため、早期に予防

する点にある。もっとも、ネウボラは必ずしも

児童虐待のための施設ではないことから、ＴＨ

Ｌ（国立健康福祉センター）などが教育などを

継続している。また、仮に児童虐待が発生した

場合には、早期に児童福祉の担当者が介入する

ことで、被害の拡大を防いでいる。近時の通報

義務の対象の拡大は、その表れの 1 つである。 
 
4 スウェーデンにおける児童虐待の予防と事件化
への体制作り（矢野恵美） 

(1) 虐待の予防 ～意識改革と制度作り～  
スウェーデンにおける児童虐待対策については、

まず、1979 年に世界で最初に体罰を全面禁止したこ
とが挙げられるだろう。現在、（「親（子）法（1949
年法律第 381 号）」第 6 章（子の）親権、居所及び
子の面会交流総則第 1 条）には、「子どもは養護さ
れ、安全で良い教育を受ける権利を有する。子ども

はそれぞれ、人間として、個性に応じて尊重される

べきであり、体罰またはその他精神的虐待を受けな

い。」と規定されている。このことをきっかけに、躾

という名での体罰も許されないことが広く社会に浸

透していった。2012 年の児童虐待の通告は約 14 万
件となっているvii。同じ定義ではないが同年の日本

における児相での児童虐待相談対応件数は 66,701
件であるがviii、スウェーデンの人口が約 900万であ
ることを考えると、スウェーデンの通告件数がいか

の大きな数字かがわかる。これはもちろんスウェー

デンの児童虐待件数が日本に比べて以上におおいと

いうことではなく、後述する通告義務の違いと、社

会における意識の違いから来ていると思われる。  
日本も 1994 年に批准している「子どもの権利条

約」には（スウェーデンは 1990 年に批准）、「子の
最善の利益」が根本であるべきことが規定されてい

るが（第 3 条）、スウェーデンにおいてはこのキー
ワードは国内法の至るところに活かされている。例

えば 1993 年に作られた子どもオンブズマンについ
て、「子どもオンブズマン法（1993 年法律 335号）」
第 1条には「子どもオンブズマンの職務は、国連の
子どもの権利条約（CRC）の下で、スウェーデンの
義務に照らして、子どもや若者の権利と利益を代表

することである。」と規定されている。子どもオンブ

ズマンは、受刑者を親にもつ子どもについての問題

提起も行っている。  
 
(2) 虐待の事件化 ～子どものための制度作り～  
 虐待の事件化についても、様々な制度が用意され

ている。 
1) 家庭内暴力罪  

44



 スウェーデン刑法第 4章第 4条 a第 1項には、家
庭内暴力罪が規定されている。第 2項は全く同じ内
容を「親密圏における女性に対する暴力」だけに限

定した「DV 罪」が規定されている。これは、行為
をこれまでのように「点」で見るのではなく、家庭

や親密圏のような特別な関係の中で行われる暴力の

継続性という特殊性に注目し、繰り返し行われる暴

力を線として 1 つのものとして捉え、重く処罰する
というものである。家庭内暴力罪は必ずしも児童虐

待ではなく、子から親、兄弟同士、同性カップル等

の間の暴力も含まれる（男性から女性への DV だけ
は第 2 項で扱われる）。被害者は未成年であること
が多く、加害者は成年であることが多いことから、

児童虐待が多く含まれていると考えられる。2014
年で見てみると、検挙人員 486人のうち、男性 335
人（69%）、女性 151人（31%）であった ix。 
 

2) 児童特別代理人  
 児童虐待の被害者は子どもであり、刑事司法に 1
人で対応することは難しいこと、加害者は親やその

パートナーであり、通常であればその子どもを保護

すべき立場の者であることに鑑みて、児童特別代理

人制度が置かれている。「児童のための特別代理人

法(1999 年法律第 997 号)」第 1 条には、「法定刑に
拘禁刑を含む犯罪が 18 歳未満の者に対してなされ
た場合、以下に該当する場合、児童のための特別代

理人（児童国選弁護人）が任命されるものとする。」

と規定されており、該当するのは①保護権者が当該

犯罪の被疑者になりうる場合、又は②保護権者が当

該犯罪の被疑者になりうる者との関係に基づいて、

当該児童の権利を擁護することができない場合があ

りうると思料される場合である。  
 

3) 子どもの家 
児童虐待の事件化にとって重要なことの 1つは司

法面接であろう。スウェーデンに限らず北欧では、

子どものためのワンスストップセンターである「子

どもの家」を設置している。ここでは子どもの取調

に関する研修を受けた警察官だけが子どもの話を聞

く。福祉担当者も関わっており、常駐していること

も多い。子どもは基本的に法廷には行かず、ここで

の取調が全て録画され、法廷で使用される。取調に

は検察官、被害者弁護人又は児童特別代理人、被疑

者国選弁護人が別室で待機している。それぞれが予

め質問を提出し、追加質問も可能である。これは伝

聞法則の例外として証拠能力が認められる。  
 
4) 犯罪被害者仲介人  
DV や性犯罪受刑者のいる刑務所を中心に「犯罪

被害者仲介人」と呼ばれる刑務官がいる。通常スウ

ェーデンでは、面会は対面で無立会で行われ、電話

も可能であるが、性犯罪被害者（性的虐待含む）や、

DV 被害者については、犯罪被害者仲介人の許可な
しには面会や電話ができない。刑務官は研修を受け

ており、矯正プログラムの受講具合と連動している。 
 
5) 犯罪被害の補償  

 日本では犯罪被害者給付金は家庭内の事案につい

ては減額、不支給の可能性がある。しかしスウェー

デンではむしろ子どもが被害者の場合には積極的に

支給されている。但し、子どもが成人するまで自治

体が後見人を指定するなどして子どもを保護してい

る。 
 

6) 関係機関からの通告義務 
社会サービス法（2001 年法律第 453号）第 14章

第 1条には、関係機関や職業の者は、その業務の中
で、子どもが虐待されている、又はそう疑われる場

合には、即座に社会福祉委員会に通告しなければな

らない。とする規定があり、関係機関の中に矯正保

護庁が含まれている。そのため、刑務所入所時の聞

き取り票に項目があり、新入受刑者の子どもや親権

が調べられ、虐待（の虞）についてチェックが付け

ば即座に通告される。  
 

(3) 日本への示唆  
スウェーデンは 40 年近くをかけて、体罰が許さ

れないことが社会に広く浸透することにより、身体

的虐待を中心に児童虐待を予防している。親を厳し

く処罰しても、子どもの生活が保障される制度を確

立している（高福祉社会）。またフィンランド同様、

基本は予防に力が入れられている（子ども保健セン

ター）。このように子どもを守りながら、虐待を事件

化する制度が整備する方向性からは学ぶことがある

ように思われる。  
 
5 ドイツにおける被虐待児への対応と虐待者であ
る親との関係について（小名木明宏） 
(1) ドイツにおける児童虐待の現状  

2016 年 6 月 1 日にドイツ第 2 テレビは「ドイツ
では一週間に 3 人の子どもが殺されている」という
ショッキングな報道を伝えた。連邦刑事局の警察統

計によると、2015 年に殺害された児童 130 人のう
ち、81%は 6歳未満、多くは 2歳未満であり、さら
に 52 件の殺人未遂があり、多くの場合、行為者は
父親、おじ、その他の親族であるという。  
 
(2) 虐待の兆候のある受刑者への対応  
本報告では、虐待の兆候のある受刑者へどのよう

に対応しているかという問題を良好な家族関係の構
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築という視点から、とくに 3 つの問題、1) 母子施設、
父子施設での対応、2) 社会治療施設での対応、3) 良
好な親子関係の維持のための配慮について取り上げ

た。

1) 母子施設、父子施設での対応

これまで本研究グループが中心に取り上げてきた

のが刑事施設内の母子施設である。その法的根拠は、

1976 年 5 月 16 日連邦行刑法 80 条「子どもを持つ
母親」と 142条「子どもを持つ母親のための施設」
である。これに基づくドイツの母子施設は、実質的

には 7ヶ所存在している。母子施設では、虐待の兆
候のある受刑者に対して、母子施設への受け入れに

ついては．児童虐待の事実があれば、受け入れてい

ない。また、母子施設での収容中に児童虐待の事実

があった場合は、ただちに母子分離が行われる。母

子施設の理念は、子どもの最善の利益（Kindeswohl）
であり、母親の処遇の一環、とくに緩和ではない。

児童虐待は、そもそも母子施設の理念に反するので

ある。

2) 社会治療施設での対応

① 社会治療施設の法的根拠

ドイツの社会治療施設での処遇は、連邦行刑法

141条「施設の区分」、123 条がこれを定めている。 
② 社会治療施設の現状

1969年に開設された社会治療施設は、現在、ドイ
ツ全土に 71施設（2016年 3 月 31日現在）存在し、
このうち女子施設は 6 ヶ所のみである。男子施設 65
のうち、21 が少年、44が成人である。連邦行刑法 9
条は社会治療施設での処遇を規定し、1 項では、性
犯罪者に対する処遇を、2 項では、その他の犯罪者
の本人の同意による処遇を規定している。社会治療

施設内においては、主にグループワークを中心とす

る治療が行われる。9 条 1項によれば、「処遇の目的
が達成されえない場合には、受刑者は元の施設に戻

される。」とされており、受刑者が処遇不可能な場合

には、社会治療施設での収容はできないことになり、

この点では施設の裁量が認められている（OLG 
Celle NStZ 2007, 284）が、「グループ治療より個別
治療の方が適しているというだけでは拒否事由にな

らない」という判決（OLG Schleswig NStZ-RR 
2006, 94）もあり、施設側は受入を拒否できない。  

③ フェヒタ女子刑務所の社会治療施設の紹介

フェヒタ女子刑務所は、ニーダーザクセン州にあ

り、修道院を改装した女子刑務所である。閉鎖施設

137名、開放施設 45名、開放母子施設 13 名、社会
治療 14名、少年施設 39名、計 320名が収容定員で、
職員数 178 名で対応している。  

(3) 良好な親子関係の維持のための配慮

1) 父子施設

ザクセン州では、2013年 5 月 16 日ザクセン州行
刑法 14 条「子どもを持つ母親と父親の収容」に基
づき、男子刑務所 JVA Waldheim で、ドイツで唯一
の父子施設（定員：3 名）を設置している。しかし、
実際には紙の上でしか存在せず、運用はしていない。 

2) 犯罪者たちのための全国支援グループ

たとえば、ニュルンベルク刑務所では、グループ

「全員集合」（Verein Treffpunkt e.V.）とのコラボ
で、2週間に 1 回、子どもとの面会を支援している。
これは 10年以上続いているものである。  

3) 刑務所主導によるプロジェクト

刑務所主導では、バーデンビュルテンベルク州ハ

インスハイム刑務所の父と子のプロジェクト「家族

の面会」（Vater-Kind-Projekt: Familientreffen）が
ある。

Ⅲ コメント（龍岡資晃）

本テーマセッションは、 (1) 児童虐待に関する我
が国の実態と対策の現状と問題点についての報告と、

(2) これに関連する諸外国における施策についての
紹介を主たる内容とする。

(1)では、児童虐待に対する我が国の関係諸機関の
対応には様々な試みも見られ、その努力は高く評価

されるべきであるが、対応に向けた人的体制や関係

諸機関の間での連携等には改善の余地があることな

ど課題も指摘されている。(2)の諸外国の諸制度ない
し運用の紹介では、虐待予防の観点からの施策、運

用が注目される。

１ 松村報告について
児童虐待事件についての相談件数は近時相当に増

加しており、その中でも親による虐待事例が 9割以
上を占めている。本報告は、そのような状況下で、

児童虐待にどのような対応がされているか、児相に

おける対応について、その規模、職員の体制、専門

職種の陣容、児童福祉関係機関の社会的資源の違い

などから、各自治体によって異なる対応が行われて

おり、地域格差が大きいことなどを指摘している。

どの地域であっても、必要に応じた適切な対応が可

能なように、体制を充実させていくことは、費用対

効果の面を無視するはできないとしても、行政が取

り組んでいくべき重要な課題である。

 本報告は、児童虐待への対応は、「子どもの最善の

利益」の保護を基本とし、一時的に親子分離が必要

であっても、「家庭復帰」、親子の再結合が可能であ

れば、それが最も望ましいといえようが、深刻な虐

待事例の場合には、必ずしもそれが望ましいとはい

えないとする。チェックリストが示されているが、
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これを活用するなどして、「家庭復帰」の適否を見極

めることが極めて重要である。  
 親の子に対する児童虐待の問題は、その両者間の

問題に止まらず、子の非行等にも関係する場合が少

なくない。そうした連鎖を断ち切るためにも、より

緊密で機能する関係専門機関等の間の連絡・調整、

連携が望まれる。対策協議会等の設置等も多く見ら

れるようになっているが、これらが実質的に、有効

に機能していくような運営が求められよう。  
 
2 立石報告について  
 (1) 児童虐待の問題に的確にして有効な対策を
講じていくためには、現状の正確な把握と実態の的

確な分析が前提となる。その現状を把握する重要な

手段である統計的な資料が、一定の分野、範囲の事

項については、相当詳細なものが得られており、活

用されているが、全体を鳥瞰し総合することができ

る統計等の資料が十分でなく、乏しい分野があるこ

とが指摘されている。  
 本報告は、面会交流に関して、この点の問題点を

指摘している。  
 昨今、面会交流のあり方が積極的に論じられてい

るのは、多くは離婚成立後、離れ離れに暮らす親子

に関するものである。しかし、本報告が指摘するよ

うに、親子が別れて暮らすケースとしては、これ以

外の、例えば、親の死別、子どもの施設への入所、

親の服役など理由は様々であり、むしろ数の上では、

離婚に伴うもの以外の、その他の理由によるものの

方が多い。離婚に伴う事例を一般化して、一律に議

論することの問題性が指摘されている。離婚以外の

事由による親子分離のケースについての実態等の調

査研究が推進されることが必要であろう。  
 親子の面会交流については、前述の松村報告が触

れている被虐待児童の「家庭復帰」についてと同様、

親子分離に至る事情等により、配慮すべき様々な要

素があり、面会交流を推進するばかりでなく、場合

によっては制限することが、子どもの福祉に適うケ

ースも少なくない。面会交流の促進あるいは制限が

必要とされる場合について、調査検討の対象範囲を

広げ、実態を反映する統計等の資料の取得も必要で

あり、これを活かし、更に多角的に検討していくべ

きケースは少なくないと思われる。  
 

(2) 本報告は、児童虐待ケースで多く利用されて
いるという、ハワイ州で実施されている「オハナ・

タイム（家族の時間）」について紹介し、これが、親

子分離に至る事情や、取り巻く家庭環境等の事情を

十分検討し、当該の子どもにとってどのようにする

ことが最も幸せか、子どもの福祉に適うかという視

点から、「子どもベース」で考えられるべきであり、

「子どもの意思に基づく安全が確保されたものでな

ければならず、親の一方的な親権行使によるもので

ないこと、親の更生のための要素として実現されな

いこと」を挙げている点は、考えるべき重要な視点

であると思う。  
   
3 齋藤報告について  
児童虐待の事件が後を絶たず、その事件の判決や

報道を見ていると、どうして悲劇的な結果を生じさ

せる前に、手を打てなかったのか、その兆候があっ

たのに見逃し、あるいは軽視し、重大な結果を出来

させている事例が少なくない。  
こうした観点から、予防に重点を置くフィンラン

ドの「ネウボラ」の歴史と実践についての本報告の

紹介は、興味を引く。児童虐待の重大な結果を防止

するために、母親に対してだけでなく、家族全体を

視野に入れた対策やシステムを構築していくことは、

児童を守るばかりでなく、親が虐待に至り犯罪行為

にも及ぶことをも予防するものとしても注目される。 
母親の妊娠期からの対応は、ある意味で過干渉で

もあるように思われるが、フィンランドでは、その

趣旨と意義、そして実際の運用が、一般に理解され

ることによって、このシステムが定着してきている

のであろう。このようなシステムが我が国にも紹介

され、これを参考とする試みがされているというこ

とであり、その動向、成果が注目される。  
 

4 矢野報告について  
(1) 児童虐待の防止等に関する法律 5条は、児童

の福祉に関係のある者は児童虐待の早期発見に努め

なければならない旨規定している。早期発見によっ

て適切な対応を期待するものであるが、本報告は、

刑務所からの児童虐待に関する通報を例にとり、早

期の行政等の対応のための方策として、通告制度に

ついて考察している。  
結果として行政等の関係機関の対応が手遅れにな

った事例を見聞きするにつけ、児童虐待に関する問

題状況を認知、把握した者が速やかに、関係機関等

に通告、通報し、関係機関等が速やかに適切な対応

をすることができる体制の構築が必要であるとの論

述は、十分検討されるべきであろう。  
親子の問題は、家庭内の問題として、部外者、第

三者、特に公的機関が積極的に介入することは、我

が国古来の、「法は家庭に入らず」的な価値観からも、

慎重にならざるを得ない面もあろう。実際、家庭に

任せておいてもよい場合もあると思われる。しかし、

近時、関係諸機関が認知・把握することが遅れ、速

やかな対応措置を講じることができなかったために

重大な結果を招いた事例も少なくない。  
通告、通報のタイミングが重要であるが、事情が
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千差万別である上、何を重しとし、何を軽しとする

かの価値判断が絡むだけに、明確な一線を引くこと

は難しい。しかし、関係諸機関が早い段階で認知し、

速やかに適切な対応ができるような、より確実なシ

ステム、体制の構築が検討されるべきであろう。  
そのためにも、児童虐待に関する多くの事例を収

集し、当該事例について、どのタイミングで、どの

ように介入していたら、虐待を防止できたかを検討

して整理し、関係の専門家により通報と介入等につ

いてのガイドラインやマニュアルを策定することな

ども考えられてよいのではなかろうか。  
 

 (2) 非行のあった被虐待児が少年院等の施設に
送られるなどするのに対し、虐待した親が責任を問

われている例が少ないのではないかとの疑問もある

ようであるが、近時、親が傷害、傷害致死、殺人、

保護責任者遺棄致死等で起訴されている例も目につ

くようになってきている。捜査や刑事訴追が適切に

行われることも、予防的効果に対する期待もあり、

注目していく必要があろう。 
 もっとも、刑事訴追となると、有罪の立証が可能

な証拠の収集が不可欠である。起訴されている事例

は、当事者以外に親子の状態を知り得る者がいるな

ど、客観的証拠の収集が可能であったケースであり、

親子しか知り得ないところで惹起される事例など、

証拠の収集が困難な場合が多いであろう。このいわ

ば暗数に属することになるものと思われる事例につ

いても、看過することなく、目を向ける必要がある。

諸外国の例や我が国における類似の例等をも参考に、

速やかな通報、通告の在り方、制度についても検討

していくべきであろう。  
 
5 小名木報告について  
 本報告では、ドイツにおける刑事施設内の母子施

設が紹介され、同施設では、虐待の兆候のある受刑

者への対応として、児童虐待の事実がある場合には

受け入れず、母子施設に収容中児童に虐待の事実が

あった場合には、直ちに母子分離が行われるが、そ

れは、母子施設の理念は、子どもの「最善の利益」

であり、児童虐待は、そもそも母子施設の理念に反

するからであるとされているという。  
 このような施設の存在と、子どもの福祉、「子ども

の最善の利益」を理念とする制度設計、運用の在り

方は、我が国に直ちに導入することは困難であると

しても、参考になり、検討に値するのではなかろう

か。 
 先に触れた面接交流の問題についても、親子間の

諸事情の把握と、事情に応じた速やかで、弾力的な

対処、対応ができるようにすることも必要であろう。 
 親子の問題に、関係の行政機関等が積極的に関わ

り、時に介入することができる諸外国の制度やシス

テム、取組みは、我が国における現状、実態の的確

な把握が前提となるが、これらをベースとして、特

に関係諸機関が児童虐待の問題にどこまで、どのよ

うに踏み込むべきかについて、一般の理解が得られ

るような方向性、更には具体的な方策を検討する上

で、参考になるものと思われる。  
 
Ⅳ 質疑応答 
 上記報告及びコメントを受けて、フロアからは、

特にスウェーデンの家庭内暴力罪（DV 罪）の立法
経緯や、DV 罪による重罰化の意義、児童虐待の積
極的な事件化への課題についての質問があった。  
 スウェーデンでは、1980 年代に様々な規定が性中
立的な規定に変更されており、その中でも特に、男

性から女性に対しての暴力を DV 罪（4 条 2 項：女
性に対する罪）として明確に規定している。4 条 1
項と 2項では法定刑も同じだが、国民に対する注意
喚起、一般予防的な側面、象徴的な意味合いを強調

するために、わざわざ別個に規定されている。DV
の場合、暴行罪や傷害罪の構成要件にも該当してお

り、どの罪状で起訴するかは最終的には検察官が判

断することになるので、恐らくあまり使われること

はないだろうという目論見のなかで DV 罪が導入さ
れたが、実際には DV 罪を理由とする起訴が結構多
かった。通常の暴行罪や傷害罪での刑務所収容であ

れば、関係性の有無はわからないが、DV 罪での起
訴の場合、刑務所内で DV 罪者への処遇プログラム
実施が行うことが可能となり、再犯防止に向けた取

組みが可能となる。また、「繰り返し」という文言が

入っていることにも象徴的な意味があり、繰り返し

ていれば一個一個は小さな行為であっても処罰の対

象であるということを示している。このように、立

法者の意思としては象徴的な意味が大きい。DV 罪
には、性犯罪（6 章）をすべて含むと規定されてお
り、通常 1回の暴力では刑罰として処罰できないよ
うな暴力をおおむね 3 回で犯罪化している。  
 また、スウェーデンでは、全ての病院にレイプキ

ットが導入されており、医療機関が客観的な証拠を

集めることが可能であるため、家庭内暴力罪に関し

ては医療機関の証拠があれば立証されたとみなされ

る。通常の暴行や傷害であれば日本と変わらず立証

のハードルはあるが、DV 罪に関しては客観的な証
拠を集めることが重要視されている。スウェーデン

では、有罪率がそれほど高くなく、とりあえず事件

化し、判断は裁判所に任せるという姿勢がとられて

いる。児童虐待の被害者が幼児であるなど、子ども

の意見を聞くことが難しく事件化できない部分は日

本と同様であるが、子どもの意見の聞き取りに当た

っては社会福祉の職員の働きが重要となる。  
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 そのほか、ハワイ州における民間団体 PACTによ
る Visitation Center での取組みや、裁判所が親子
分離から 12 か月後に再統合か養子縁組かを判断す
る際の基準、日本への導入の可能性についての質問

があった。この点、報告者からは、家族の支援に対

する裁判所の関与の程度・判断基準、家族支援に第

三者機関がかかわっていくことについては日本でも

検討する必要があり、今後は日本でも、多機関連携

の重要さが示唆された。  
 
 
（本テーマセッションは、科研費基盤研究（A）課
題番号 26243006 「犯罪者を親にもつ子どもへの支
援に関する総合的研究」（研究代表：矢野恵美）の一

環としてなされた。）  
 
                                                           
i 例えば 2001年法務省法務総合研究所の調査「児童
虐待に関する研究」では、身体的暴力、性的暴力、

ネグレクトのうち 1つでも経験した 1つでも経験し
た者は 50.3％（男子 49.6％、女子：57.1％）との報
告があり、2005 年の松浦直己・十一元三の調査「少
年院在院者における、児童期の不適切養育の実証的

調査」では、年齢と性をマッチングさせた一般高校

生と比較して、9つの質問項目のうち、男子少年院
在院者は約 5～22倍、女子少年院在院者は約 4～33
倍経験率が高く、身体的虐待は特に深刻であるとの

報告がある。  
ii 
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h26honp
en/b1_03_03.html 
iii 
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpa
b200901/detail/1296707.htm 
iv 平成 27年版犯罪白書。  
v 
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h27honp
en/b1_05_02.html 
vi 
http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_tyosa-ji
kenchildren-casualties 
vii 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?program
id=103&artikel=6141222 
viii 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000052785.ht
ml 
ix Kriminalstatistik2014 より。  
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再犯・再非行防止に向けた調査研究の概要と今後の展望 

－法務総合研究所における近年の調査研究を中心に－ 

 

                        コーディネーター・司会：高橋    哲（法務総合研究所）    

話題提供：染田    惠（法務総合研究所） 

冨田    寛（法務総合研究所） 

只野  智弘（法務総合研究所） 

竹下  賀子（法務総合研究所） 

西原    舞（法務総合研究所） 

                                                             指定討論：森    丈弓 （甲南女子大学）                                  

 

１ テーマセッションの趣旨 

法務総合研究所では，かねてより刑事政策全般に

関する調査研究を行ってきたところ，平成 24 年に犯

罪対策閣僚会議で決定された「再犯防止に向けた総

合対策」を踏まえ，近年，再犯の実態や対策の効果

等に関する調査研究の推進が一層要請されている。

そこで，本セッションは，再犯・再非行防止に向け

て法務総合研究所がこれまで行ってきた，また，現

在進行中の研究成果の一部を報告した上で，今後の

再犯に関する研究の在り方や課題について指定討論

者や参加者と共に議論し，示唆を得ることを目的と

して企画した。 

 犯罪学の領域では，北米を中心に，各種犯罪者類

型の再犯の実態把握に関する研究，再犯率を指標と

した施策の有効性に関する研究，再犯リスク要因と

リスクアセスメントに関する研究，ライフコースを

通じての犯罪の発生状況に係る検討など様々な方面

から実証研究が積み重ねられてきている。他方，我

が国では，再犯事象や再犯者について多角的な検討

を加えた研究はさほど多くなく，また，再犯に関し

て実証的な検討を行う際には様々な隘路がある。そ

こで，本セッションでは，甲南女子大学の森丈弓氏

を指定討論者として招聘し，再犯に関する個別の研

究の報告後に，再犯・再非行防止に向けた調査研究

の在り方と今後の展望について議論した。 

なお，各報告中，意見にわたる部分については，

各報告者の個人的な見解である。 

 

２ 話題提供の内容 

（１）法務総合研究所における再犯に関する研究に

ついて（染田惠） 

再犯の効果的な防止は，伝統的に刑事政策上の重

要課題の一つとされ，当所でも，個別研究や犯罪白

書特集のテーマとしてきた。政府の「再犯防止に向

けた総合対策」(2012)では，当部の「再犯防止に関

する総合的研究」(2009)の内容が引用された。 

この研究は，①戦後約 60 年間(1948～2006)の電算

化犯歴を対象とした大規模研究であり，②①で明ら

かとなった諸課題について，統一の調査項目に基づ

き，英米加豪にて詳細な実地調査をした点に特徴が

ある。量的傾向では，ランダム抽出した 100 万人犯

歴データ(犯歴件数 168 万 495 件)の分析により，人

員の構成比で約３割にとどまる再犯者が，犯歴件数

の約６割の犯罪を行っていることを明らかにした。

質的な分析では，同一人を約 60 年間追跡して，①同

種再犯率の高い犯罪は，覚せい剤取締法違反，窃盗，

傷害・暴行の順であること，②年齢層別では，累犯

者化を防止する上で，29 歳までの若年犯罪者と 65

歳以上の高齢犯罪者対策が重要であり，これらの者

に対する集中的対応の必要性等を示した。 

関連するテーマとして，犯罪白書では，平成 21

年版で，窃盗及び覚せい剤取締法違反を，23 年版で，

少年・若年犯罪者の実態と再犯防止，26 年版で窃盗

事犯者と再犯を採り上げた。 

個別研究では，人はなぜ犯罪をしなくなるのかと

いう再犯抑止要因につき，青少年の立ち直り(デシス

タンス)に関する研究，窃盗事犯者に関する研究や同

種再犯率の高い傷害・暴行を含む粗暴犯に関する研

究等を進めている。研究部報告では，高齢犯罪者の

実態と意識(2006)，飲酒の問題を有する犯罪者の処

遇(2010)，知的障害を有する犯罪者の実態と処遇

(2013)，性犯罪に関する総合的研究(2016)等で，各

特性に関連する犯罪要因等の研究を行った。 

 

（２）高齢者による窃盗と再犯（冨田寛） 

 刑法犯の認知件数等を見る限り，我が国における

犯罪は大きく減少しているが，その一方で，高齢者

による犯罪は増加の傾向にあり，犯罪者処遇の段階

における高齢犯罪者の比重も増しているため，その

対策は喫緊の課題となっている。 

高齢者犯罪の大半は窃盗が占めているところ，当

所では，窃盗事犯者に関する研究を行っており，そ

の成果の一部については，平成 26 年版犯罪白書でも

報告したところである。高齢者による窃盗のほとん

どが万引きによるものであるが，万引きの場合，初

犯者であれば，微罪処分や起訴猶予処分となること

が少なくない。他方で，万引きにより懲役刑の実刑

を受ける者の多くは，初入者であっても，既に同種
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の前科前歴を複数回有しているため，かかる段階で

の改善更生に向けた指導や支援には相応の困難が伴

う。 

そこで，刑事施設での受刑に至る前の段階におけ

る指導・支援がより一層重要であるが，当所におけ

る特別調査の結果によれば，万引きにより罰金処分

を受けた者のうち，特に女性高齢者では，他の年齢

層に比べて，窃盗の再犯率が高い。万引きに至る動

機や背景事情も，男女差や年齢差があり，女性の場

合，高齢者を含め，必ずしも生活に困窮していると

までは認めがたい者も多く，別の背景事情により犯

行に及ぶ者も少なくないため，その特性に応じた指

導・支援を模索していく必要がある。他方，男性高

齢者では，他の年齢層と比べて，再犯率が必ずしも

高いわけではなく，むしろ高齢者予備軍ともいえる

中高年層を含め，社会的に孤立していると思われる

者の窃盗の再犯率が高いなど，今後の指導・支援の

在り方を考える上での課題も見出された。 

 

（３）非行少年の立ち直りと再犯に関する研究（只

野智弘・竹下賀子） 

近年，犯罪学の分野では，再犯に至る要因のみな

らず，非行・犯罪から立ち直るに至った要因やプロ

セスに関する研究（デシスタンス研究）が，欧米を

中心に盛んに行われている。当所においても，現在，

少年院出院者の立ち直りに関する研究を行っており，

今回は，少年院出院者の非行からの離脱を促す要因

に注目して，研究結果の一部を報告した。 

本報告では，一定の期間に少年院を出院した者を

追跡調査し，出院から約１年半後の時点で非行から

離脱している者と，再非行に及んで少年院に再入院

している者を比較することで，非行から離脱してい

る者の特徴を明らかにすることを試みた。少年院出

院後，調査時点までの間に再入院しておらず，更生

意欲を持ち，社会生活を維持している者（59 人）を

「デシスタンス群」，少年院出院後，再非行に及び，

調査時点において少年院に再入院していた者（46

人）を「再入院群」として，非行からの離脱に関連

すると考えられる社会的要因や認知的要因について

統計的分析を行った。 

その結果，社会的要因について，デシスタンス群

は再入院群に比べ，①就学中の者が多く，雇用の状

況には差がない，②結婚している者が多い，③母親

（片親）と同居している者が多い，④家族と夕食を

取る頻度が高い，⑤家族からのソーシャルサポート

も多い，⑥不良交友から離れている，等の特徴が見

られた。認知的要因については，デシスタンス群は

再入院群に比べ①セルフコントロール力，②内的統

制傾向，③目標指向性，④自信・自己効力感がいず

れも高く，過去に対して受容的であり，将来に希望

を持っていることが認められた。 

また，非行性及び加齢の影響を統制したロジステ

ィック回帰分析において，デシスタンスに影響する

要因として，セルフコントロール力の高さ，目標指

向性，自信・自己効力感があることが重要であるこ

とが示された。以上の結果を踏まえ，少年院出院者

のデシスタンスに必要な処遇や支援について考察を

行った。 

 

（４）性犯罪者の否認・最小化と再犯との関連の検

討（西原舞・高橋哲） 

性犯罪者が，公的記録の様々な側面を否認したり，

責任を最小化したりすることは数多く報告され，欧

米では，こうした性犯罪者の否認・最小化に関する

実証的な検討が活発に行われている。中でも，臨床

家や研究者にとっての重要な関心事が「性犯罪者の

否認・最小化が再犯を予測するのか否か」という点

であり，対象者の処遇プログラムへの編入の是非，

否認・最小化を処遇目標として設定することの是非

について議論がなされている。否認・最小化と再犯

の関係性についての最新のメタアナリシスでは有意

な連関は見出されなかったが，その後の性犯罪の類

型やリスク水準別のサブサンプルを用いた研究では

相違した結果も報告され，必ずしも一貫していない。 

そこで，本報告では，再犯防止に向けた心理教育

的介入において，否認や最小化をどのように理解し，

どのように介入するかを検討するための基礎資料を

得ることを目的として，性犯罪者の否認・最小化の

実態について実証的に検討した。 

具体的には，平成 20 年７月１日から 21 年６月 30

日までの１年間に性犯罪を含む罪で懲役刑の有罪判

決を受けた約 1,700 人を対象に，否認・最小化の発

生率等の実態を把握するとともに，その後の再犯と

の関連を検討した。結果は，否認・最小化は全対象

者の２割弱を占め，非否認者と比較して幾つかの属

性に差異が認められた。また，調査対象事件の判決

確定後５年間の追跡期間を確保できた単純執行猶予

者を対象に，罪名や再犯リスク要因等を統制した上

で，再犯の有無をアウトカムとしたロジスティック

回帰分析を実施したところ，否認・最小化は潜在的

な交絡要因を統制した上でも，再犯予測に有意に寄

与しなかった。この結果は，欧米の先行研究を支持

するものであった。 

以上の結果を踏まえ，欧米における種々のアプロ

ーチ方法を紹介しながら，処遇における示唆につい

て考察を加えるとともに，今後の課題として，否認・

最小化の定義の在り方と多様な測定時期の設定，二

分法ではない尺度による把握，サブグループごとの

詳細な分析，否認・最小化の果たしている機能と再

犯との関連，倫理的な懸念等について論じた。 
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３ 指定討論と質疑応答 

 以上のような話題提供を受けて，指定討論者であ

る森丈弓氏から，各研究報告に対する個別のコメン

トに加えて，我が国における再犯・再非行防止に向

けた今後の研究の展望や課題についてコメントを頂

戴した。 

具体的には，法務総合研究所の一連の研究に関し

ては，貴重な成果であるとの一定の評価を示しつつ，

メタアナリシスが可能な程度の再犯研究の量を将来

的に確保していくようなビジョンが望まれるとの要

請があった。さらに，再犯の分析においては，「ある

犯罪者が再犯をした／しない」という単一のデータ

ではなく，一人の人が繰り返し再犯をしていく過程

を紐付けして追えるようなデータがあれば，さらに

興味深い知見を得られる可能性があるとの指摘があ

った。すなわち，初犯の犯罪者が A 人で，B 人が再

犯すれば再犯率は B/A だが，この B 人の中にはその

再犯時点では区別ができないが，その後も再犯を繰

り返す累犯者が C 人，含まれているはずで，(B-C)/A

を累犯者を除いた再犯率として定義，算出すること

ができる。こうした考え方が再犯研究に与える示唆

は小さくないのではないかとのことであった。 

また，具体的な論点ではなく，大所高所からの論

説としての前提で以下のような指摘があった。それ

は，「なぜ人は犯罪をするのか」，「なぜ人は再犯を

するのか」を統合的に説明できるような犯罪理論・

再犯理論を構築することも念頭において研究に取り

組まれることが望まれるとの論点であった。具体的

には，（法務総合研究所の研究に限った話ではないも

のの）我が国の再犯研究を概観すると，「再犯がどの

程度，どのような状態で起こっているか，ある要因

が（理屈は不明だが）再犯に結びついているといっ

た現象面の記述に留まっている印象を受けること」，

「再犯研究は，往々にして，再犯とその要因の関連

を統計的に抽出して終わるという理論なき研究に留

まってしまいやすいこと」，「犯罪者が社会内で，い

つどのような状況で，いつどのような要因がどのよ

うに働き，どのようなメカニズムで再犯に至るのか

を統合的に説明できるような理論的な枠組みを構築

していくような取組が乏しいこと」が課題として指

摘された。 

 また，以上の課題に対処していく上では，今後は，

官学の連携を推進する必要があるとの認識が示され

た。官学の連携に当たっては，共同研究の際のデー

タ管理等を含めての体制づくりの必要性が官側には

求められる一方で，大学側には，共同研究を推進す

るだけの人材の育成がなされているか問う必要もあ

る旨の指摘もなされた。 

 こうした指定討論の後，フロアを交えての質疑応

答が実施され，「否認・最小化と仮釈放の運用の関係」，

「高齢者の窃盗，その背景にあるアルコールやギャ

ンブルへの依存」，「否認・最小化の符号化の在り方」

等についての質疑があり，各報告者からの回答がな

された。 
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テーマセッション H（ラウンドテーブル） 

刑事政策学の復権Ⅱ 

――社会の変容と刑事政策学の意義―― 
 

               コーディネーター・司会：前田 忠弘（甲南大学） 

                       話題提供：前野 育三（弁護士/関西学院大学） 

                           斉藤 豊治 (弁護士/甲南大学) 

                           遠藤 洋二 (関西福祉科学大学/元児童相談所職員) 

                           三宅 孝之 (島根大学) 

                      指定討論：松原 英世 (愛媛大学)

１ 趣旨 

 第 41 回大会テーマセッション「刑事政策学の復

権」では、刑法・刑事訴訟法を学ぶだけでは十分に

対応できない事態が、刑事政策分野において頻出す

るようになり、刑事政策学の教育・研究上の意義の

高まりが指摘された。これを受けて、本テーマセッ

ションでは、「入口支援」や「少年司法」を話題とし

て、刑事政策学の教育・研究上の課題を明らかにし

たい。 

２ 刑事政策における検察官の位置づけ 

 「刑務所の福祉施設化」への対応の一つとして、

受刑者への福祉的支援すなわち「出口支援」が整備

され、また、起訴猶予処分の対象者に福祉的支援を

行う「入口支援」が検察庁や弁護士会によって試行

され、さらに「少年司法」の領域においても、2000

年以降の少年法改正において、検察官の審判関与や

抗告受理の申立てが実現するなど、「検察を刑事政策

の中枢」と位置づけた取組みが拡がりつつある。 

３．話題提供 

(1)前野育三会員は、まず学問領域としての刑事政策

を「犯罪及び犯罪対策を対象とする経験科学・政策

科学（犯罪学）のうち刑事司法や刑罰制度との関係

に重点を置いた研究」と定義し、わが国における刑

事政策の興隆と衰退の歴史をつぎのように要約した。

大正民主主義の時期、犯罪者処遇に関する科学的知

見の前進と人道主義に支えられて、犯罪者処遇に関

する政策分野が特別に意識されるようになった。大

学では、この分野に関する研究が進み、刑事政策（国

立大学での「刑事学」もほぼ同様）という名称の講

座や学科目が設けられる大学が増えた。軍国主義化

の中で、戦争遂行に受刑者を動員するなど刑事政策

の歪曲があったが、戦後、科学主義の進展の中で、

刑事政策は、ますます注目される学問分野になった。

行刑中心の刑事政策が、その関心の対象範囲を広げ、

科学主義に立脚する少年法がそれを促進した。司法

試験科目から脱落することによって、大学での刑事

政策学の地位は低下し、その影響は、若手弁護士の

間で、被疑者・被告人の福祉的支援のへの関心の低

下となって表れていた。裁判員裁判が始まって、犯

罪を行う人への福祉的支援の重要性に関する一般市

民の認識が高まった一面もあり、この傾向が、大学

教育にも反映されることを希望的に展望したい。市

民が求める刑事政策は、①市民生活の安全に役立つ

刑事政策、②人権侵害のない刑事政策、③費用効果

の観点、④犯罪者の改善更生と生活再建に役立つ刑

事政策、⑤被害者の救済に役立つ刑事政策、といっ

た条件を満たすものであろう。上記の中で刑事政策

として基本的に重要なのは、①と②の両立であるが、

現実には④もきわめて重要な課題である。犯罪を行

って初めて福祉的救済の対象になる人があまりにも

多い。ホームレス状態で生活する高齢者による小さ

な窃盗や占有離脱物横領等である。このような犯罪

が増えたことによって、検察官も福祉的関心をもた

ざるを得なくなった。しかし入口支援で大きな役割

を演じているのは弁護士である。ホームレスの定着

支援と結合しなければ、執行猶予を追求できない事

件も少なくなく、入口支援は、弁護士にとって刑事

弁護そのものの一部である。新しく興隆する刑事政

策は、市民に支えられ、市民の関心に応えうる刑事

政策研究でなければならない。それは①市民が犯罪

からも刑事司法や刑罰制度による不当な人権侵害か

らも守られることを目的とした研究、②裁判員裁判

等を通じて市民の間に生じた自然な関心をより一層

高める研究、でなければならない。市民の刑事政策

的関心には、厳罰を求める世論もあり、それに迎合

するポピュリズムの傾向も生じやすいが、裁判員裁

判等を通じて高まった市民の関心は、犯罪や犯罪者

をもっと深く理解しようとするものである。犯罪者

として法廷に現れる人はどうして犯罪者になったの

か、どうすれば犯罪の繰り返しを防ぐことができる

のか、を真剣に考えている。今一歩進めて、裁判員

裁判の対象になるような重大犯罪と、日常的に多数

発生している小犯罪とは異質な面が多くあるが、こ

のことを市民に正しく理解してもらうことも刑事政

策の課題である。ホームレスに陥った高齢者による

小窃盗などをどうすれば予防し、再犯を防ぐことが

できるのか、を市民と一緒に考えなければならない。

その際に重要なのは、考察対象を刑事政策の領域内

で生起する事柄に限定せず、社会一般の動きと犯罪

や刑罰との関係に注目することである。 
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(２)斉藤豊治会員からは、少年司法の歴史的な形成

に関する分離・累積モデルとサイクル（螺旋形）モ

デルが提示された。分離・累積モデルは、少年司法

が刑事司法から順次分離した構成要素が累積してシ

ステムとして完成するプロセスを示している。分離

は、刑事司法を回避するダイバージョンであり、①

刑事未成年を中心とする年齢層の制度化（古代）、②

刑罰としての監獄制度の登場に伴う成人との分離

（少年監獄）、②懲役刑ではない教育・保護処分制度

の形成（近代）、④少年審判制度の成立（19 世紀末
から 20 世紀前半）として出現した。少年審判の成
立で、各要素は連結し一貫した少年司法が出現する。

少年警察は各国とも生成の途上にある。他方、保護

事業・福祉の分野からは非行少年を対象とする感化

院システムが、少年司法に編入され、保護処分の一

つとなる。少年司法は、刑事司法の一部でも、福祉

法の一部でもない、独立の領域である。少年司法と

刑事司法の関係は固定的ではない。接近・相互浸透

もあれば、離隔もある。保護から刑罰へ、刑罰から

保護へという動きは、振子運動や円環運動ではなく、

螺旋形の運動であり、それまでの累積を含みながら、

変化する。 

(３)遠藤洋二氏は、刑務所・保護観察所・最高検察

庁への社会福祉士配置など、司法機関において、社

会福祉サービスへの関心が高まっている感があり、

「入口支援」、「出口支援」においても、司法と福祉

の連携は必要不可欠であることは司法、福祉関係者

の共通認識であるとした。実行性のある協働、連携

のためには、双方がそれぞれの機能、役割（限界も

含めて）を知ることも重要であるが、その精神性を

理解することが求められる。児童福祉の視点から見

れば、児童相談所は犯罪少年等に関わり、必要に応

じて、児童自立支援施設等に入所措置を行い、入所

中も施設と協働して援助を実施し、退所後もフォロ

ーしている。つまり、援助プロセス全般において、

役割を変えながら援助関係を構築していく。一方、

司法は事件が発生すると、警察・検察・家庭裁判所

と事件処理経過とともに、機関を変えていくことを

考えれば、インシデント（事象）に関わると言える

かもしれない。プロセスに関わる福祉とインシデン

トの関わる司法では、対象者との立ち位置は大きく

違い、相互理解の不在によっては、対立関係となる

ことも容易に想像できる。双方が一定の距離を保ち

ながら、連携、協働したシステムは十分に確立して

いるとは言い難いが、実践例を積み上げ、それを共

有しながら議論することこそが、このような課題に

対するひとつの解決策であろう。 

(４)三宅孝之会員からは、刑事政策（科目）の教育・

研究上の課題が提示された。法科大学院(島根大学)

における刑事政策科目の位置づけは、「刑事学」名称

で展開・先端科目群 B から 2 単位（2・3 年次配当、

選択・必修科目）としている。具体的な授業内容と

しては、概念定義①、犯罪現象・原因論➅、犯罪者

処遇論①、刑罰・保安処分③、社会内処遇①、少年

処遇②、犯罪被害者①の 15 回授業となる。履修状況

は設置当初は学年定員（30 名）で、刑事法に関心の

ある院生を中心に半数前後の受講生であったが、今

日、地方の法科大学院の入学者減（募集停止）のな

かで、絶対数減の数名（ただし在学生比率は 8 割）

となっている。このような法科大学院で共通すると

考えられる刑事政策（科目）の課題として、①法科

大学院における専門職業人養成教員の質保証が叫ば

れ、司法試験合格者数・率が、設置当初の 2000 人、

7～8 割の理念と乖離し、受験機会が変化したとはい

え、法科大学院が、いっそう法律基本科目（刑法、

刑訴等）への縮小・集中、司法試験「受験」校化す

るなかで、司法試験科目と周辺・関連科目等とのあ

り方が、長期的な法曹として社会的活動をする専門

職業人養成に必要な教育として、規範論や判例・加

工事実へ対応重視だけでなく、事実（実証）・経験科

学を取り込んだ刑事政策等が担いうる「社会科学的

思考」とどのような連動を図るかがと問われてきて

いる。このことがもつ重要性は、刑事政策が抱える

①近時の研究対象の変化および②研究方法論の推移

が示している。すなわち①犯罪原因論の一部深化（少

年犯罪と脳の長期発達・障害関係）、対策論における

（老人・累犯者）の社会内処遇（ダイバージョン）

をも考えるべきこと、また②実証性・データを基に

した議論は現状のエビデンス・ベースドの射程範囲

と有効性に留保が要るとしても刑事政策（原因・対

策論）が刑事法分野で軽視されてはならない。規範

論に終始してしまう現在の教育への危惧・不安と今

後への現状打開に期待を抱いている。 

(５)松原英世会員は昨年のテーマセッションにおい

て、話題提供者の一人からなされた興味深い問題提

議(「刑事政策学のプロパーとは何者か」、「解釈学研

究しかしたことのない者は刑事政策研究者といえる

か」)に刺激され、①「事実の学」と「規範の学」と

の区別(教科書的な説明では、刑事政策学は前者を扱

うことになっているが、現状では規範的な議論が積

極的に展開されているのに対して、そのような規範

的な議論を支える経験的根拠や、ある政策が具体的

にどのような帰結をもたらすかという視点に関する

研究は相対的に乏しいのではないかとの指摘がある

ことにも触れた)、②実定法解釈学者による刑法研究

の狭さ(そこからこぼれたものを刑事政策学が拾わ

なければならない)、③基礎法としての刑事政策(そ

れは実務家にとっても意味のあるものである)とい

ったトピックを挙げながら、「刑事政策とはどうい

うものか」についてコメントを行った。 
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テーマセッション	 I	 子ども・女性を守るための犯罪予防研究の最近の状況と活用方策	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 コーディネーター：齊藤知範（科学警察研究所）	 

司会：田中智仁（仙台大学）	 

話題提供者：齊藤知範（科学警察研究所）	 

山根由子（科学警察研究所）	 

宮田美恵子（特非法人日本こどもの安全教育総合研究所・順天堂大学）	 

松川杏寧（財団法人ひょうご震災記念 21 世紀研究機構	 人と防災未来センター）	 

田中智仁（仙台大学）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

１	 企画趣旨	 

	 本セッションでは、子ども・女性を守るための犯

罪予防研究の最近の状況について、調査データや資

料、現場での実践にもとづき、社会学の観点から議

論することを目的とした。子ども・女性など、犯罪

に対するリスクにさらされやすいとされる対象層の

人々に被害防止対策が届くための方策、被害防止対

策を担い手が無理なく継続する上での課題について

も考察することとした。	 

	 2014 年大会においてコーディネーター（齊藤）が

企画したテーマセッション「日本社会の変容をふま

えた犯罪予防対策の最前線」では、日常活動理論、

社会解体論、環境犯罪学、ソーシャルキャピタル論、

抑止理論などに対する理論的関心を持つ話題提供者

各位がそれぞれの研究成果を持ち寄り、報告した。

報告を通じて、それらの理論を実証研究や対策と接

合していく上での課題が示されるとともに、犯罪を

行う犯行者の側だけでなく、警備員や放課後子ども

教室における見守り手などの犯罪予防を担うアクタ

ーに目を向けることが重要であることが示唆された。	 

	 そこで、2016 年大会における本セッションでは、

犯罪予防を担うアクターに着目をしつつ、被害対象

層の脆弱性も考慮し、犯罪予防の取り組みについて

考えることを構想し、実務や実践にも何らかの形で

資する話題を提供して頂くように依頼した。ごく簡

単に概括すれば、山根報告、宮田報告は、子どもの

特性、脆弱性をふまえた防犯対策への示唆を得るこ

とを目的としている。また、齊藤報告、松川報告、

田中報告を中心に、防犯の役割分担と負担緩和策に

ついて考察することを目的としており、科研費基盤

研究（C）（研究代表者：齊藤知範、研究番号：

26350956）の成果発表の一部ともなっている。	 

	 

２	 議論の概要（齊藤知範）	 

	 次ページ以降に、当日の報告順に、各話題提供者

による報告内容の概略について、報告要旨を掲載し

てある。当日は、報告要旨にある話題提供をふまえ、

質疑応答が行われた。以下においては、当日行われ

た議論の一部について、概略を紹介する。	 

	 山根報告、松川報告では、学校が他の機関と連携

する上での課題が話題提供に含まれていた。両報告

について、地域のどういった層や機関が核になりう

るかについて議論が交わされた。話題提供者側から

は、自治会などの既存団体を中心とすることにより、

継続性を持った取り組みを展開する必要性が提起さ

れた。それに対して、連携をいかにして実効的なも

のにするかという観点から、やる人にとってのイン

センティブを工夫する、異なる機関の間では制度的

な垣根が現実には存在するため核になる人が板挟み

にならないような配慮と問題解決が必要である、な

どの助言がフロアーからなされた。	 

	 また、フロアーの実務家の方からは、パトロール

の助成費用を自治会から受けた場合はパトロールを

実施したい日時や経路に制約が生じるなどの実状が

存在すること、このため自身の自家用車で長年にわ

たって自主的にパトロール活動を実施していること

について、発言があった。これに対して、話題提供

者側からは、地域の団体やボランティアは防犯のた

めに熱心な場合が多い中で、保護者をいかに活動に

取り込んでいくかが実際的な課題である、という論

点が提起された。また、実証的な知見を学術的な媒

体に発表することとは独立して、現場の実践に届き

やすいようにわかりやすくコンパクトに伝えること

が重要である、という論点を話題提供者側が指摘し

た。	 

	 フロアーに参加していた実務家からは、防犯教室

の場合について示唆があった。防犯教室等の企画の

立ち上げ段階では警察から依頼していたとしても、

学校が主体として自ら取り組むことができたという

実績を地道に積み上げ、在学者の間で横のつながり

を深めていくことの重要性が議論された。	 

	 参加者から活発な発言を頂き、防犯の担い手や被

害脆弱層により、防犯研究の成果が積極的に活用さ

れるためには、考えていくべき課題がまだまだ多数

あることを、痛感することができた。こうした課題

を話題提供者が共有することができた点は、本企画

の果実だったのではないか、と実感したしだいであ

る。最後になるが、本テーマセッションに参加して

くださった方々に、あらためて感謝申し上げたい。	 
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KWWS���ZZZ�SROLFH�SUHI�RVDND�MS���ERXKDQ�VH

LKDQBNRGRPR�FDPSXV�KWPO� 㸦᭱⤊ࢫࢭࢡ᪥㸸

����������㸧�

:RUWOH\��5LFKDUG��DQG�/RUUDLQH�0D]HUROOH��������

(QYLURQPHQWDO� &ULPLQRORJ\� DQG� &ULPH� $QDO\VLV��

:LOODQ�3XEOLVKLQJ��㸦㸻Ώ㎶୍࣭ᓥ⏣㈗ோ┘ヂ㸪

㰺⸨▱⠊࣭㞵ᐑㆤ࣭⳥ụᇛ࣭⏿Ꮚヂ��������ࠗ ⎔

ቃ≢⨥Ꮫ≢⨥ศᯒ࠘♫Ᏻ◊✲㈈ᅋ�㸧�

�

㹙グ㹛�

ᮏ◊✲ࠊࡣ㆙ᐹᗇ⤒ᖖ◊✲ࠕᏊ౪࣭ዪᛶᑐࡿࡍ

⬣ጾࡢᐇែᢕᥱ㛵ࡿࡍ◊✲ Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ⛉ࠊࠖ

ᴗ� ᇶ┙◊✲㸦&㸧ࠕᏊ⫱࡚ࡿࡅ࠾㜵≢ࡢᙺศ

ᢸ㈇ᢸ⦆⟇㛵ࡿࡍ◊✲ 㸦ࠖ◊✲௦⾲⪅㸸㰺⸨▱

⠊ࠊ◊✲␒ྕ㸸��������㸧ࡢᨭࠋࡓࡅཷࢆ�

57



Ꮚࡢࡶ≢⨥⿕ᐖࡢ๓ⓗㄪᰝࡢヨ⾜�

�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ᒣ᰿⏤Ꮚ㸦⛉Ꮫ㆙ᐹ◊✲ᡤ㸧ۑ

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 㰺⸨▱⠊㸦⛉Ꮫ㆙ᐹ◊✲ᡤ㸧�

ཎ⏣� ㇏㸦⛉Ꮫ㆙ᐹ◊✲ᡤ㸧� �

�

㸯� �ᬒ⫼ࡢ✲◊

� ㏆ᖺࠊᏊࡢࡶ㐃ࢀཤࡾ௳ࡀ㢖Ⓨࡿࡍ୰ࠊ௳

ᚋࡢࡑࠊᆅᇦ࡛௨๓ࡽኌ࡞࠸ࡲࡁࡘࡸࡅ

ከࡀሙྜࡿࢀࡉࡀሗ㐨ࡢࡓࡗ࠶ࡀ࡞๓ⓗࡢ

㏿ࠊࡀ࠸ከࡣయ⮬ࡿ࠸࡚ࡋ㓄ಙࢆᑂ⪅ሗࠋ࠸

ሗᛶࡀඃඛࠊࢀࡉయ⣔ⓗከⓎᆅⅬࠊࡾࡓࡏࡉ♧⾲ࢆ

Ⓨ⏕ഴྥࢆศᯒࡿࡍࡾࡓࡋ⤌ࡣࡳᑡࠋ࠸࡞�

� ࡑࡸᐖ⿕⨥≢ࡢࡶᏊࠊࡣࡽ⪅ሗ࿌ࠊ୰ࡓࡋ࠺ࡇ

ࢆ⟇ᑐࡓࡗ⤠ࢆⅬ↔࡚ࡋᢕᥱ☜ⓗࢆ๓ⓗࡢ

ࡁ࡛࡞༴㝤ࠕࠊࡽ࠼⪄ࡢࡿ࠶㔜せ࡛ࡀࡇࡿྲྀ

ࡓ࠸⏝ࢆグ㘓⏝⣬ࡓࢀࡉᶆ‽ࡪࠖࢸࣝ࢝ࡈ

๓ⓗࡢㄪᰝἲࢆᥦࡓࡋ�⛉Ꮫ㆙ᐹ◊✲ᡤ≢

⨥ண㜵◊✲ᐊ������ࡢࡑࠋᚋࠕࠊ༴㝤ࣝ࢝ࡈࡁ࡛࡞

ࡑࢸࣝ࢝ࠊࡵࡓࡿࡵ㧗ࢆᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢㄪᰝࠖࢸ

ࡓࡏ㍕ࢆ࡞⨨ᗙᶆᆅᅗࡿࡍᑐᛂࢀ 45 ࣮ࢥ

࡞⬟ྍࡢࡾྲྀࡳㄞື⮬ࡿࡼࢼࣕ࢟ࢫࠊࡋࢆࢻ

๓ⓗㄪᰝࢆࢺࢵ࢟㛤Ⓨࡓࡋ�ཎ⏣ࠋ������ࡽ�

ᮏሗ࿌࡛ࠊࡣ���� ᖺᑠᏛᰯ � ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡚ࡋ

⤖ᇶ♏㞟ィࡢ๓ⓗㄪᰝࡢᐖ⿕⨥≢ࠊࡓࢀࢃ⾜

ᯝࢆሗ࿌ࠊࡽࡉࠋࡿࡍሗ࿌⪅�ᒣ᰿�ࡀᚋ᪥⾜ࡓࡗ

⿕ᐖⓎ⏕ሙᡤࡢほᐹㄪᰝࡸ๓ⓗㄪᰝ࡛᫂ࡽ

๓ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ࡞Ⅼ║╔ࡢ⮬⊃ࡶᏊࡓࡗ࡞

ⓗࢆぢ㐣ࠊࡎࡉࡈ⿕ᐖ᭱ࢆᑠ㝈ࡓࡿࡵ

�ࠋࡿࡍᐹ⪄ࢆఱࡣࡇ࡞ᚲせࡵ

�

㸰� ㄪᰝࡢᴫせ�

� ᮏㄪᰝࠊࡣ$┴ %ᕷෆࡢᑠᏛᰯ㸯ᰯࡢ༠ຊࠊࡾࡼ

⛉Ꮫ㆙ᐹ◊✲ᡤ≢⨥ண㜵◊✲ᐊࡀయࢃ⾜࡚ࡗ࡞

����ࠊࡣㄪᰝᮇ㛫ࠋࡓࢀ ᖺ � ᭶࡛ࠋࡿ࠶ㄪᰝᑐ㇟⪅

ᑠᏛࠊࡣ � ᖺ⏕ࡢィ �� ᩍᐊࠊࡣᅇ⟅᪉ᘧࠋࡿ࠶࡛ྡ

ෆ࡛ࠊඣ❺⮬㌟ࡀᅇ⟅ࡿࡍ㞟ྜ⮬グᘧ࡛ࠋࡓࡗ࠶�

� ࢸࣝ࢝ࡈࡁ࡛࡞༴㝤ࠕ ࠊࡣ┠㉁ၥ㡯࡞ලయⓗࡢࠖ

ࡗ࡞࠺ࡑࢀࡽྲྀ�ࡓࢀࡽྲྀࢆ㔠࠾ࡸ≀�⌮↓�ࠕ

�ࡓ �ࡓࡗ࡞࠺ࡑࢀࡉ�ࡓࢀࡓࡓࠕࠊࠖ ࢀࢃㄏࠕࠊࠖ

�ࡓࡗ࡞࠺ࡑࢀࡉ�ࡓ ࢃࡇࠊࡓࢀࡽࡅࡘࢆ࠶ࠕࠊࠖ

ࡓࢀࢃ࠸ࢆࡇ࠸ ࡉ�ࡓࢀࡉࢆࡇ࠸ࡋࡽࡸ࠸ࠕࠊࠖ

�ࡓࡗ࡞࠺ࡑࢀ ྲྀࢆ㔠࠾ࡸ≀�ࡕ࠺࠸࡞ࡽ▱�ࠕࠊࠖ

ࡓࢀࡽ ࡧࡽ࡞ᐖ⿕⨥≢ࠊࡾ࠶࡛ࡘ㸵ࡢࠖࡢࡑࠕࠊࠖ

༴�ࠖࢺࢵࣁ㺃ࣜࣖࣄࠕࡿࡌឤᐖࠖ⿕ࠕࡀࡶᏊ

㝤య㦂�ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡶ㸵ࡢࡘ⾜Ⅽࡓࡗ࠶⪅

ἣ≦ࡢᐖ⿕ࠊࡈᐖ⿕ࡢࢀࡒࢀࡑࡽࡉࠊࡅࡔ

ࠊ᪥ࠊᐖᮇ⿕ࠊࡣලయⓗࠋࡓࡡᑜヲ⣽ࢆ࡞

ሙᡤࠊඣ❺ࡓ࠸⥴୍ࠊࡇࡓ࠸࡚ࡋࡀேࠊ┦ᡭࡢ

≉ᚩࠊඣ❺ࡢᑐฎ⾜ື㏻ሗࡢ᭷↓࡛ࠋࡿ࠶�

� ᐙ᪘㺃ඛ⏕㺃ᑠᏛ⏕ࡣࡇࡓࢀࡉ㝖ࠊ࡛ୖࡓ࠸ᑠ

ᏛᰯධᏛ௨᮶ࡢ࡚࡚࠸ࡘࡈࡁ࡛ࡢᅇ⟅ࡶ࡚ࡋ

⌮↓ࡣሙྜ࠸࡞ࡃࡓࡋ⟆ᅇࠊࡣ㝿ࡿࡡᑜࠊ࠸ࡽ

ᅇ⟅ࡢ࡞࠸ࡼ࡚ࡃ࡞ࡋ⌮ⓗ㓄៖ࠋࡓࡗ⾜ࢆ�

� ㄪᰝ⚊ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣐ࠊࡣ᪉ᘧ�㸿㸲࣭୧㠃�ࠕࡢ༴

㝤ࢸࣝ࢝ࡈࡁ࡛࡞ 㸯ࠖᯛᑠᏛᰯ༊ࡢᆅᅗ�㸿㸱��

ᯛࠋࡓ࠸⏝ࢆࡢࡶࡓࡋࢺࢵࢭࢆ�

�

㸱㸬㸯� ๓ⓗㄪᰝࡢ⤖ᯝ�

� ��༴㝤ࡢࡈࡁ࡛࡞✀㢮�㹬㸻����

� ᭷ຠᅇ⟅ᩘࡀ �� ࡢᐖሙᡤ⿕ࠊࡕ࠺ࡢࡑࠋࡓࡗࡔ௳

ᅇ⟅ࡣࡢࡶࡓࡗ࠶ࡀ �� ⿕࡛➼ࡓࢀᛀࢆᐖሙᡤ⿕ࠊ௳

ᐖሙᡤࡢᅇ⟅ࡣࡢࡶࡓࡗ࡞ࡀ �� ࡞༴㝤ࠋࡓࡗࡔ௳

�ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢ㸯⾲ࠊࡣヲ⣽ࡢ㢮✀ࡢࡈࡁ࡛

⾲㸯� ༴㝤ࡢࡈࡁ࡛࡞✀㢮�㸣��

ሙᡤ䛒䜚 ሙᡤ䛺䛧 ྜ䚷䚷ィ
㏣䛔䛛䛡䜙䜜䛯 㻞㻜㻚㻢 㻟㻚㻡 㻞㻠㻚㻝
⑵₎ 㻝㻟㻚㻤 㻜 㻝㻟㻚㻤
䛨䜝䛨䜝ぢ䜙䜜䛯 㻢㻚㻥 㻢㻚㻥 㻝㻟㻚㻤
ㄏ䜟䜜䛯 㻤㻚㻢 㻝㻚㻣 㻝㻜㻚㻟
ᑂ䛺ኌ䛛䛡 㻢㻚㻥 㻜 㻢㻚㻥
ᛧ䛔䛣䛸䜢ゝ䜟䜜䛯 㻡㻚㻞 㻜 㻡㻚㻞
㌴䛻䜜䛸ゝ䜟䜜䛯 㻝㻚㻣 㻟㻚㻡 㻡㻚㻞
✼┐ 㻟㻚㻡 㻝㻚㻣 㻡㻚㻞
㟢ฟ㨱 㻟㻚㻡 㻜 㻟㻚㻡
ᑂ⪅┠ᧁ 㻟㻚㻡 㻜 㻟㻚㻡
ᡭᣍ䛝䛥䜜䛯 㻝㻚㻣 㻝㻚㻣 㻟㻚㻠
ᭀຊ 㻝㻚㻣 㻝㻚㻣 㻟㻚㻠
┐ 㻝㻚㻣 㻜 㻝㻚㻣
䜹䝒䜰䝀 㻜 㻜 㻜
ྜィ 㻣㻥㻚㻟 㻞㻜㻚㻣 㻝㻜㻜 �

� ��Ⓨ⏕≧ἣࡢ࡞యⓗ࡞ഴྥ�

�➼Ⓨ⏕᪥ࡢࡈࡁ࡛࡞༴㝤�

⿕ᐖᏛᖺ�㹬㸻���ࡣ � ᖺ⏕�����㸣�ࠊ� ᖺ⏕

�����㸣�ࡀ � ࢆ༨ࠊࡵ┤㏆ࡢグ᠈ࡀ㉳࠸࡚ࢀࡉ

�ࠊࡿࡳ���㹬㸻�Ꮨ⠇ูࠋࡿࢀࢃᛮࡿ ᭶

�����㸣�ࡶ᭱ࡀከࠊࡾ࡞ࡃ࡚ࡅⓎ⏕௳ᩘࡀῶ

����㹼ࠊࡣ���㹬㸻�Ⓨ⏕㛫ࠋࡓࡗ࠶ഴྥࡿ ࡢ

㛫ࡀ ����㸣ࢆ༨ࠊࡾ࠾࡚ࡵୗᰯᚋ༴㝤ࡈࡁ࡛࡞

�ࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀࡇ࠸ᙜ㧗┦ࡀྜ࠺㐼

����㹬㸻�ࡇࡓ࠸࡚ࡋࡀ❺ඣⓎ⏕�

� ༴㝤ࡢࡈࡁ࡛࡞Ⓨ⏕≧ἣࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘୗᰯ୰ࠖ

ࡀ ����㸣ࡶ᭱ከ୍ࠋࡓࡗ᪉ࠕࠊᏛᰯ௨እࡢሙᡤ

ࠖࡁࡿ࠸࡛ࢇ㐟ࠕࡸ�����㸣�ࠖࡾᖐࡁ⾜ࡢ

�����㸣�ࡿࡅ࠾Ⓨ⏕ᩘࡶከࠊࡃⓏୗᰯ௨እࡢぢ

Ᏺࡾάືࡢ㔜せᛶࡀ♧၀ࠋࡓࢀࡉ�

����㹬㸻�ேࡓ࠸⥴୍�࢘

୍ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘࡓ࠸⥴୍ㄡࠊࡁࡢࡑ
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ேࠖࡣ ����㸣࡛ࠕࠊㄡࡣࠖࡓ࠸⥴୍ ����㸣࡛

㐩ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘࡓ࠸⥴୍ㄡࠋࡓࡗ࠶ ᭱ࡀࠖ

�ࠋࡓࡗ࠶㡰࡛ࡢேࠖࡢᐙ᪘ࠕ࡛࠸ḟࠊࡃከࡶ

����㹬㸻�ᚩ≉ࡢᡭ┦�࢚

� ຍᐖ⪅ࡢᛶูࠕࡣ⏨ᛶ �ࠖ����㸣�ࡀᅽಽⓗከࠊࡃ

Ꮚࠕࡀࡶぢ࠸࡞ࡀࡇࡓேࠖࡀከࠋࡓࡗ�

����㹬㸻��」ᩘᅇ⟅ྍ�ᑐᛂࡢ❺ඣ�࢜

� ༴㝤ࡈࡁ࡛࡞ࡢඣ❺ࡢᑐᛂࠕࠊࡣ㉮࡚ࡗ㏨ࡆ

࡛�ࡓࡗ࡞ࡋࡶఱࠕࠋࡓࡗከࡶ᭱ࡀ�����㸣�ࠖࡓ

�ࡓࡗ࡞ࡁ ඣࠖ❺ࡣ ����㸣࡛ࠕࠋࡓࡗ࠶ኌ࡛ຓࡅ

ࡑࡣࠖࡓࡋࡽ㬆ࢆࣝ࣋ࡸ࣮ࢨࣈ≢㜵ࠕࡸࠖࡔࢇࢆ

ࢀࡒࢀ ���㸣ࠋࡓࡗࡔ�

����㹬㸻��」ᩘᅇ⟅ྍ�᭷↓ࡢ㏻ሗ�࢝

� ඣ❺ࡀㄡࠕࠊࡣࡓࡏࡽ▱ᐙ᪘ࡢே �ࠖ����㸣�ࠊ

ேࡢᏛᰯࡸ⏕ඛࠕ �ࠖ����㸣�ࡢ㡰࡛ࠕࠋࡓࡗ࠶ㄡࡶ

㐃⤡㺃┦ㄯࡓࡗ࡞ࡋ ඣࠖ❺ࡣ ����㸣࡛ࠕࠋࡓࡗ࠶㆙

ᐹࠖ37$ࠕࡸ ࠋࡓࡗ࡞ᑡࡣ❺ඣࡓࡋㄯ┦ேࠖࡢ

ࢆᐖ⿕ࡽ❺ඣࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡡᑜ❺ඣࡣㄪᰝࡢࡇ

ࡸ㆙ᐹࠊࡀ⪅ಖㆤࡓ࠸⪺ 37$ ᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡋㄯ┦

�ࠋࡿࢀࢃᛮ࠸㧗ࡣ

� ��Ⓨ⏕ሙᡤ�㹬㸻����

� Ⓨ⏕ሙᡤࠕࡣ㐨㊰ࠖ�����㸣�ࡶ᭱ࡀከࠋࡓࡗḟ

�ࠋࡓࡗ࠶㡰࡛ࡢ�����㸣�බᅬࠖࠕ࡛࠸

� ���Ꮚࡢ⮬⊃ࡶ╔║Ⅼ�

� ᅇࡓࢀࡉᅇ⟅ࡢ୰ࠊࡽሗ࿌⪅ࡀෆᐜྫྷࢆࡋ

ࡋ㝖እ࡚ࡋุ᩿࠸࡞ࡣ࡛ࡈࡁ࡛࡞༴㝤ࠊᯝ⤖ࡓ

ࡀ⟆ᅇࡓ �� ⪺ࢆ㐨ࠕࠊࡣෆᐜ࡞ලయⓗࠋࡓࡗ࠶௳

ከࡀ࡞ࠖࡓࢀࡉࡽ㬆ࢆࣥࣙࢩࢡࣛࢡࠕࡸࠖࡓࢀ

࡞࠼ゝࡣࡿ࠶༴㝤࡛ᴫ୍ࡣⅭ⾜ࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡗ

࠺࠸ࡿ࠸ᐃᩘ୍ࡀࡶᏊࡿ࠸࡚ࡗᛮ࠸ᛧࠊࡀ࠸

�ࠋࡓࡗ࡞ࡾ᙮ࡁᾋࡀࡇ

�

㸱㸬㸰� ⿕ᐖሙᡤࡢほᐹ⤖ᯝ�

� ๓ⓗㄪᰝ࡛ᛶⓗ≢⨥Ⓨᒎࡿࡍᜍࡿ࠶ࡢࢀ

�⑵₎㺃ኌ�➼ࡅ㐼ࡓࡗሙᡤ࡚ࡋᣲࢀࡽࡆ

ࡀ⪅ሗ࿌ࠊࢆࢺࢵ࣏ࢫࢺࢵ࣍ࡓ ���� ᖺ � ᭶�ኳೃ�

ᬕ�ࢀ⌧ᆅほᐹࢆᐇࠋࡓࡋほᐹࡓࡗ⾜ࢆሙᡤࠊࡣ

㧗㏿㐨㊰ἢ࠸㺃㧗㏿㐨㊰ࡢୖࡢබᅬࠊఫᏯ⾤ࡢ୰ࡢබ

ᅬࡢ㸰ࣧᡤ࡛ࠋࡿ࠶�

� ��㧗㏿㐨㊰ἢ࣭࠸㧗㏿㐨㊰ࡢୖࡢබᅬ�

� 㧗㏿㐨㊰ἢࠊࡣ࠸⮬ື㌴ࡢ㏻㔞ࡣከࠊࡀ࠸⮬㌿

㌴ࡸᚐṌࡢேࡣᑡࠊࡃ࡞┘ど⪅ࡣᑡࠊࡓࡲࠋ࠸࡞

యⓗᮌࡸⲡࠊ࡚࠸࡚ࡋ࠺ࡑࡗ࠺ࡀᬯࠋࡓࡗ�

� 㧗㏿㐨㊰ࡢୖࡢබᅬࠊࡣ࿘ᅖࡢ㐨୍ࡾࡼẁప࠸ሙ

ᡤࠊࡾ࠶ᮌࡸ㧗࠸ሟ࡛ᅖࠋࡓ࠸࡚ࢀࡲබᅬෆࡣ㐟

ලࡀᑡࠊࡃ࡞ᗈ࠸ぢΏࡢࡋⰋ࠸Ⱚ⏕ࠋࡓࡗ࠶ࡀ�

� ��ఫᏯ⾤ࡢ୰ࡢබᅬ�

� ࿘ᅖࢆఫᏯᅖࡓࢀࡲබᅬࠋࡓࡗࡔ㏆㞄ఫẸࡢ┘

どᛶࡣ㧗ࠋ࠸බᅬ୰ࢆᶓษ࡚ࡗୗᰯࡿࡍඣ❺ࡀከࠋ࠸�

�

㸲� ⪃ᐹᚋࡢㄢ㢟�

� �ࣞࢬࡢឤぬࡢࡶᏊேࡿࡍᑐ༴㝤ࠖࠕ��

๓ⓗㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊࡽே࡛ࡐ࡞ࡣ༴㝤ࡔ

ࠊࡶ࡛ࡇ࡞ல⣽࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡁゎ࡛⌮ࡢࡓࡌឤ

Ꮚࡣࡶ༴㝤࡚ࡋࡈࡁ࡛࡞ሗ࿌ࡿࡍሙྜࡿ࠶ࡀ

ࡍ㛵༴㝤ࡢࡶᏊேࠋࡓࡗศࡀࡇ࠺࠸

ࡋࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀࣞࢬㄆ㆑ࡿ

ᑡࡶ࡞㔜ࠊ㺃ㄗሗ௨እ࠸㐪຺ࡢࡶᏊࠊࡋ

蔑ࢆሗ࿌࡚ࡢࡶᏊࠊࡵࡓࡓࢀࡉሗ࿌ࡽࡀ࡞࠸࡞

㐣ᗘࡸ࠸㐪຺ࡢࡶᏊࠋ࠸࡞࠸ࡣࡅࢃࡿࡍࢁ

ࠊ㒔ᗘࡢࡑࠊࢆ༴㝤ᗘࡢࡿࢀࡽࡏᐤࡽᏳ࡞

⌧ሙุ࡛᩿ࡣࢀࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ⌧ሙࡗ

࠸࡞ࡉぢ㏨ࢆ๓ⓗ࡞㔜ࠊࡀࡿ࡞㈇ᢸࡣ࡚

㔜せࡀࡇࡿࡅഴࢆ⪥摯┿ኌࡢࡶᏊࠊࡵࡓ

�ࠋ࠺ࢁ࠶࡛

�ࣞࢬࡢᐇ⌧ㄆ㆑࠺࠸ሙᡤ࡞༴㝤ࠖࠕ��

� ほᐹㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊࡽ⿕ᐖⓎ⏕ሙᡤࡣᚲࠕࡶࡋࡎධ

ࡃࡍࡸࡾ ࠸ࡽ࡙࠼ぢࠕࠖ ሙࠖᡤࡗ࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸

ᐇ㝿ㄆ㆑ࡢሙᡤ࡞༴㝤ࠖࠕ࠺ᛮࡀࠎேࠋࡓ

ࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀࣞࢬሙᡤࡿ࠸࡚ࡁ㉳ࡀ

ࡃࡍࡸࡾධࠕࡢᚑ᮶ࠋ࠺ࢁ ࡔሙᡤࠖ࠸ࡽ࡙࠼ぢࠕࠖ

ぢ࡞㔜ࠊࡣ࡛⫱㜵≢ᩍࡸ࣮ࣝࣟࢺࣃࡓࡋ┠╔ࡅ

ⴠ࠺ࡲࡋ࡚ࡌ⏕ࡀࡋ༴㝤ᛶࢆࣞࢬࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀゎ

ᾘ࡞࠺ࡼࡢࠊࡵࡓࡿࡍሙᡤࠕࡀ༴㝤ࠖ࡞ሙᡤ࡞

ᚲせࡿࡍࢆ✲◊ᐇドⓗࡢࡵࡓࡿࡍ⩏ᐃ░᫂ࢆࡢ

๓ⓗࡢᆅᇦࡢࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ㔜⠜ࠋࡿ࠶ࡀ

ࢆㄪᰝࠊ࡚ࡋᆅᇦ࡞࠺ࡼࡢࡢሙᡤࡀ༴㝤ࢆ

ᆅᇦ᳨ࡈウࠊࡀࡇࡿࡍ๓ⓗࢆぢ㐣ࡉࡈ

�ࠋ࠺ࢁ࠶ᚲせ࡛ࡵࡓࡿࡵᑠ㝈᭱ࢆᐖ⿕ࠊࡎ

�

ᩥ⊩�

⛉Ꮫ㆙ᐹ◊✲ᡤ≢⨥ண㜵◊✲ᐊ㸪����㸪ࠕ༴㝤ࡁ࡛࡞

ࣝࣗࢽ࣐ㄪᰝࡈ 㸪ࠖ

KWWS���ZZZ�VNUH�MS�QF��LQGH[�SKS"NH\ PX���Q

��W����B���㸦᭱⤊ࢫࢭࢡ᪥㸸����������㸧�

⛉Ꮫ㆙ᐹ◊✲ᡤ≢⨥ண㜵◊✲ᐊ㸪����㸪ࠕᑠᏛ⏕ඣ❺

�ᐖ⿕⨥≢᪥ᖖ⏕άࡢ ㄪᰝሗ࿌᭩ࠖ�

ཎ⏣㇏㺃㰺⸨▱⠊㺃ᒣ᰿⏤Ꮚ㺃ᯇୗ㟹࣭୕Ꮿᗣ୍࣭ᕝ

⿱❶㸪����㸪ࡿࡼࢼࣕ࢟ࢫࠕඣ❺ㄞࡾྲྀࡳᑐ

ᛂࡓࡋᏊࡢࡶ≢⨥⿕ᐖࡢ๓ⓗㄪᰝࢵ࢟

㛤Ⓨࡢࢺ 㸪ࠖᩘ⌮♫Ꮫ➨ �� ᅇせ᪨㞟�

ᑠᐑಙኵ㸪����㸪ࡢࡇࠕࡣ⨥≢ࠕሙᡤ࡛ࠖ㉳ࡿࡇ 㸪ࠖ

ගᩥ♫�

�

>グ@ᮏ◊✲ࠊࡣ㆙ᐹᗇ⤒ᖖ◊✲ࠕᏊ౪ࡢ≢⨥⿕ᐖ

㜵Ṇࡢࡵࡓࡢ㆙ᐹ⟇㛵ࡿࡍ◊✲ Ꮫ◊✲㈝ຓ⛉ࠊࠖ

ᡂᴗ� ᇶ┙◊✲�㹁��◊✲௦⾲⪅�ཎ⏣㇏ࠊ◊✲␒

ྕ���.����ㄢ㢟ྡࠊ��Ꮚࡢࡶ≢⨥⿕ᐖࡢ๓ⓗ

ㄪᰝἲࡢ㛤Ⓨጇᙜᛶホ౯�ࡿࡼᡂᯝ୍ࡢ㒊࡛

�ࠋࡿ࠶
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�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � ᐑ⏣⨾ᜨᏊ㸦132 ἲே᪥ᮏࡢࡶࡇᏳᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ㸭㡰ኳᇽᏛ㸧�

�

㸯� ၥ㢟タᐃ�

ᮏሗ࿌ࡢ┠ⓗࠊࡣᏳᩍ⫱୍ࡢ㡿ᇦ࡛ࠕࡿ࠶㜵≢

ᩍ⫱ࠖࡢၥ㢟Ⅼࢆᣲࢆࢀࡑࠊࡆ⦆ࠊゎỴࡵࡓࡿࡍ

�ࠋࡿ࠶࡛ࡇࡿࡍ⏝㛤Ⓨ࣭άࢆᩍᮦࡢ

Ꮚࡀࡶ⏕ά✵㛫࡛ฟ㐼ࠊ࠺ㄏᣂࠊࡣ⨥≢ࡢ࡞

㍍ᚤ࡞ኌࢆࡅዎᶵ࡞้῝࡚ࡋែ㐍ࡀࡇࡴ

ࡣࡇࡿࡁ࡛ࡀᑐᛂ࠸ࡋࢃࡉࡩẁ㝵࡛ࡅኌࠊࡾ࠶

㔜せ࡛ࠋࡿ࠶�

ࠊࡣࠖࡅኌࠕࡢࡶᏊࡽ⪅ᖺ㛗ࠊࡋࡋ

ၿពࡤࢀ࠶ࡶࡢࡶࡢᝏពࡓࡿ࠶ࡶࢫ࣮ࢣࡓࡏࡲ₯ࢆ

㐨ᚨࡓࡗ࠸ࠖࡿࡍぶษேࠕ࡚ࡗ❺ඣࠊࡵ

ᛶࠕኌࡢࣉࢱ࢜ࣞࢸࢫ࡞ࠖࡿࢃࡇࡣࡅ㜵

≢▱㆑ࡢ㛫࡛葛⸨ࡀ㉳ࠕࡿ࡞ࡃ࡞ࡁุ࡛᩿ࡾࡇ㜵

ࡿࢀࡽ࠼⪄ࡀࡇࡿࡌ⏕ࡀ࣐ࠖࣥࣞࢪࣝࣛࣔ≢ �ࠋ��

���� ᖺࡢ㜰ᩍ⫱Ꮫ㝃ᒓụ⏣ᑠᏛᰯ௳ࡀ � ࡘ

ࢇ┒ࡀάືࡿぢᏲࢆࡶᆅᇦ࡛Ꮚࠊࡾ࡞ዎᶵࡢ

ࡓࡋࡘࡉ࠸࠶ࡶᏊࠕࡀேࠊ୰࡛ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜

ࡓࢀࡉど↓ࡽ ࠖࡓࢀࡉ࠸ᢅ⪅ᑂࡽࡓࡅࢆኌࠕࠊࠖ

㞴ࡀ❧୧ࡢ㐨ᚨ≢㜵ࠊࡾ࠾࡚ࡌ⏕ࡶΰࡓࡗ࠸

ᩍᖌࠊࡣࡇࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀࡇࡃ⪺ࢆኌ࠺࠸࠸ࡋ

せ࠸㞴ࡳ⤌ࡾྲྀ⫱㜵≢ᩍࠊࡾ࡞ᠱᛕࡶ࡚ࡗ

ᅉࡢ � �ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡘ

୍᪉ࠊᏊࠊࡶ࡚ࡗࡶ༴㝤ࡢᑐ㇟࠸ࡿࢀࡉ

ΰࠊࡵࡓ࠸ࡋ㞴ࡣุ᩿ࡢྰࠖ⪅ᑂࠕࡿࡺࢃ

ࡀ㉳ࠊࢀࡽ࠼⪄ࡿ࠸࡚ࡗࡇ㜵≢ᩍ⫱ࡿࡅ࠾ၥ

㢟Ⅼࡀ➃୍ࡢᇉ㛫ぢࠋࡿ࠼�

ᏛᰯᏳཧ⪃㈨ᩱ ᶆ࣭ෆ┠ࡢ⫱Ᏻᩍࡿࡅ࠾��

ᐜࠕࠊࡣ⮬ࡢᏳࢆᏲࡢࡵࡓࡿάື⮬Ⓨⓗ

༠ຊ࣭ཧຍ࣭㈉⊩࡛ࡿࡁ㈨㉁ࢆ㣴ࡶࡇࠖ࠺ᣲࡽࡆ

࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿࡍᙉㄪࢆ⥺どࡿࡅ㑊ࢆ⪅ࠊࡾ࠾࡚ࢀ

࠶㔜せ࡛ࡶ࠸ྜࡡවࡢどⅬࡍࡽᬽඹࠎேࠊࡃ

ࡢⓎ㐩ࡢ㐨ᚨᛶண㜵ࡢ༴㝤ࠊࡤࢀ࠼࠸ゝࠋࡿ

㛫ࡸ┪▩㱈㱒࠸↓ࡢ㜵≢ᩍ⫱ࡀᚲせ࡛࠸࡞ࡣ

ࠊࡋᐇࢆㄪᰝࠊᙜ࡚ࢆⅬ↔ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ࡇ࠺࠸

⤖ᯝ࠼ࡲࡩࢆᫎീᩍᮦࢆ㛤Ⓨࠋࡓࡋ�

�

㸰� Ꮚࡢ࠸㏞ࡢࡶ╔┠�

㐨ᚨᛶࡢⓎ㐩࡚࠸ࡘ /�.RKOEHUJ ࡣ �ࠊ�� Ỉࡢࡘ

ࡽ‽ � ẁ㝵ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ㐨ᚨᛶࡀⓎ㐩ࠊࡣࡿࡍ

㐨ᚨⓗࡸุ᩿࡞᥎ㄽࡾࡲࡘࠊ㐨ᚨⓗ࡞ㄆ㆑࡛ࡿ࠶බ

ṇ㸦)DLUQHVV㸧ࠊṇ⩏㸦-XVWLFH㸧ࡢぢ᪉࠼⪄ࡸ᪉ࡀ

ኚࠋࡿ࠸࡚ࡋࡇࡿࡍ᪥ᮏ࡛ࡣ㐨ᚨᩍ⫱࠸࠾

࡚Ⲩᮌ࣐ࣥࣞࢪ࡚ࣝࣛࣔࡗࡼࡽᤵᴗ ࢀࡽࡵ㐍ࡀ��

�ࠋࡿ࠸࡚

࣋ࢆ㐨ᚨᛶࡢ᪉࠼⪄ࠊぢ᪉ࡢ⩏ṇࡸබṇࡓࡋ࠺ࡇ

࠸ࡃࡁࡘࡀ༊ูࡢᝏពၿពࡣ❺ඣࠊ࡚ࡋࢫ࣮

ኌࡅ⾜Ⅽ㐼㐝ࠊࡁࡓࡋ㐨ᚨⓗุ᩿ࠊࡢ

㜵≢ⓗุ᩿ࡢูࡓࡗ࠸ほⅬࡀồࡋࡋࠋࡿࢀࡽࡵ

ࡢṇᑐ࡚ࡗࡼࢫ࣮ࢣࠊࡾ࠶᭕࡛ࡀ‽ᇶࡣࢀࡇ

ࢆ㱈㱒ࡸ┪▩୧⪅㛫ࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀࡇࡃᑟࢆุ᩿

ࡿ࠶ࠋ࠸ࡋ㞴ࡀุ᩿ࡃࡍࡸࡌ⏕ � ␗ࡋᑐⅭ⾜ࡢࡘ

ࣛࣔࡢୖ≢㜵ࠊ࡚࠸࠾ពࡿࡍᆒ⾮ࢆほⅬࡿ࡞

ࡽ௬ㄝࡢ௨ୖࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡿࡌ⏕ࡀ࣐ࣥࣞࢪࣝ

ㄪᰝࢆᐇࠊࡋ⤖ᯝ࠼ࡲࡩࢆᫎീᩍᮦࢆ㛤Ⓨࠋࡓࡋ�

�

㸱� ㄪᰝࡢᴫせ�

ᇸ⋢┴ෆබ❧ᑠᏛᰯ � ࠊྜ࡚࠸࠾ᰯ ィ ��� ே㸦⏨

Ꮚ ��� ேࠊዪᏊ ��� ே㸧ࡢඣ❺ࢆᑐ㇟⮬グᘧ㉁ၥ

⣬ㄪᰝࡁ⨨ࡵ␃ࡾࡼἲ㸦� ௳ἲ㸧࡛ ᅇ⟅ࢆồࠋࡓࡵ

ᐇ᪥ࡣ ���� ᖺ � ᭶࡛ࠋࡿ࠶ᑦࠊᏛᰯࡢ㑅ᐃࠊࡣඣ

ࡓࡋᢳฟࢆᏛᰯ࠸࡞ࡢࡾ೫ࠊࡽᆅୖ❧ࡸேᩘࡢ❺

�ࠋࡓࡋᏛᰯࡿࢀࡽᚓࡢ༠ຊㄪᰝࠊ࡛ୖ

ෆᐜࡣ $ ⮬ศࡢᅔ࣭ࡈࡾ% ேࡢᅔ࣮ࢣࡈࡾ

㸦㆙ࡅኌࡓࡗ࠶ᐇ㝿ࠊ࡚࠸ࡘࢀࡒࢀࡑࢫ

どᗇබ㛤㸧㐨ᚨᛶࡢⓎ㐩ࢆᇶࠊ� 㡯┠ձ㐨ᚨつ

⠊ᛶࠊղ㜵≢つ⠊ᛶࠊճᶒጾつ⠊ᛶࠊմ⮬ᕫホ౯ᛶࠊ

յ⮬ᕫ┈ᛶࠊնᣄྰ⨥ឤࢆタᐃࡃࡾࢃࡇࠊࡋ

�ࠋࡓㄪࢆ➼↓᭷ࡢ⸩葛࡞ࡉ

�

㸲� ⤖ᯝศᯒ�

� ศᯒࠊࡣ࡚࠸ࡘᏛᖺࡸᛶᕪࡓ࠼ࡲࡩࢆᏛ⩦ࡼࡀ

ࢫ࣮ࢣࠊࡽࡇࡿࢀࡽ࠼⪄ࡿ࠶ࡀ⩏ពࡾ $࣭%

㞟ࢫࣟࢡᛶูࠊᏛᖺ┠㡯ྛࡢձ㹼նࠊ࡚࠸ࡘ

ィࠋࡓࡗ⾜ࢆḟ Ȯ ᳨ᐃࢆᐇࡓࡋᡤࠊయ࡛

ࡣ $ձࠕ㐨ᚨつ⠊ᛶࠖ௨እࠊࡣ᭷ពᕪࠋࡓࡗ࠶ࡀ%

ࡣ࡛ � 㡯┠࡚࠸࠾࡚ࡍ᭷ពᕪࡀぢࡓࢀࡽ㸦3ӌ

����㸧ࠋᛶู⏨Ꮚ࡛ࠊࡣ$࣭% ᶒጾつ⠊ᛶࠖࠕճࡶ

ኌࠊࡽࡇࡿ࠶ࡀ᭷ពᕪᕫホ౯ᛶࠖ⮬ࠕյ

ᶒࡸ౫㢗ࡢࡽேࡿྡࢆ⪅ᶒጾࡃ࡚࠸࠾ࡅ

ጾ⪅㛵ࡿࢃෆᐜᛂࠊࡃࡍࡸࡌ⮬ศࡃࡼࢆぢࢀࡽ

⪄࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞ࡃࡃࡾࢃࡇࡽ࠸ᛮ࠸ࡓ

$ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼ ᕫ┈ᛶࠖ⮬ࠕյࡣ࡚࠸࠾

ᡭ┦ࡣሙྜࡢࡈࡾᅔࡢศ⮬ࠊࢀࡽࡳࡀ᭷ពᕪࡶ
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図 1 コレスポンデンス分析の結果 

62



３ 結果 

 コレスポンデンス分析の結果得られたものが、図

1 である。カード群は大きく 4 つの塊に分かれてお

り、各グループの内容から以下のことが考察された。 

 まず右側のグループは「保護者」や「教師」が「子

ども」に対して行う、「いかのおすし」といった防犯

教育や外出時の注意の取り決め、下校時間などで構

成されており、「家庭内・学校でのこどもへの教育や

保護の徹底」と名付けた。次に左上のグループにつ

いては、「行政」や「警察」が防犯カメラの設置や街

頭設置、ポスター掲示などの地域環境整備に関する

カードで構成されており、「行政や警察と協力して

行う CPTED 的な環境整備の推進」と名付けた。左下

のグループは、「犯罪者」への「制度」による規制や

厳罰化、情報開示といった、法制度の変更を伴う内

容のカードで構成されており、「厳罰化や規制など

法制度を伴う前科者・不審者への対応強化」と名付

けた。最後に真ん中に位置しているグループには、

「地域住民」や「ほかの関係団体」との「見守り」

や「連携」、「防犯ボランティア」のカードで構成さ

れており、「地域住民を中心とした多機関連携での

情報共有と見守り」と名付けた。以上から、x 軸は

防犯実施対象機関が公的機関か家庭などのドメステ

ィックか、y 軸についてはアプローチ方法が犯罪意

図者を対象とした原因論的アプローチか、犯罪が起

きにくい環境を整える環境犯罪学的アプローチかを

示していることが分かった。 

 

４ 考察 

 教職員によるワークショップの結果、以下のこと

が分かった。①保護者と連携して行う子どもを対象

とした防犯教室などのターゲット強化が、自分たち

教師のできることであると考えている。②多機関連

携の要として、地域住民組織への期待が大きい。③

地域や警察、行政による環境改善的なアプローチの

有効性を考えている。これらの成果から、今後子ど

もの安全安心のために多機関で連携していくには、

地域や警察、行政といった組織が、保護者、教職員

とよりお互いを知り合い、包括的に子どもたちを見

守る必要があることが明らかになった。これは Eck

のスーパーコントローラー理論（図 2）のように、 

直接的な影響だけでなく間接的な影響も鑑みて、よ

り広範囲に多機関連携を広げることで、より手厚い

見守りが可能になるだけでなく、各機関の負担軽減

につながることを示唆するものであると考える。 

また、今回の結果から示唆されるのは、地域コミ

ュニティが様々なアクターの核となり、協働へと結

びつける役割を期待されていることである。もちろ

ん個々のアクターのスキルや思いも重要であるが、

地域コミュニティの吸引力によって様々なアクター

たちが、スーパーコントローラーへと進化を遂げる

のである（図 3）。 
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日米の死刑執行停止を求める欧州評議会 2001 年決議をめぐる外交文書の分析

○永田憲史（関西大学）

１ 「欧州評議会のオブザーバー国における死刑廃

止」決議

欧州評議会（Council of Europe; CoE, CE）は、人権、

民主主義、法の支配の価値に基礎を置く平和なヨー

ロッパの先駆者となるべく 1949 年にフランスのス

トラスブールに設立され、以後、人権等の分野で国

際社会の基準策定を主導してきた。日本やアメリカ

等は欧州評議会のオブザーバー国として参加してい

る。欧州評議会の全構成国が参加する、人権に関す

るヨー ロッ パ会 議 (European Convention on Human 

Rights）においては、1983 年に平時の死刑廃止が、

2002 年に戦時等を含むあらゆる場面での死刑廃止

が採択された（第 6、第 13 議定書）。

2001 年 6 月 25 日、欧州評議会議員会議は、「欧州

評 議 会 の オ ブ ザ ー バ ー 国 に お け る 死 刑 廃 止

（Abolition of the death penalty in Council of Europe 

Observer states）」（Resolution 1253 (2001)）を決議

した。この決議においては、欧州評議会のオブザー

バー国である日本とアメリカに対して、遅滞なく死

刑執行の停止を実施し、死刑廃止に必要な段階的措

置を採ること等を求めるとともに（同決議 8）、2003

年 1 月 1 日までに同議員会議の要求の実現において

著しい進歩が見られなかった場合、欧州評議会のオ

ブザーバー資格の維持について、同議員会議が異議

を唱えることを決定すべきであるとしていた（同決

議 10）。

なぜ、欧州評議会はオブザーバー資格の剥奪を示

唆するという強い姿勢で日本に臨むに至ったのだろ

うか。本報告では、外務省に対する情報公開請求に

よって入手した文書を素材に、決議に至る日本政府

とのやり取りから同決議後の日本政府の対応までを

紹介し、その問題点を指摘するとともに、改善策を

提案することとしたい。

２ デマルシュ（外交的働きかけ）

2000 年 2 月 16 日、在東京欧州委員会代表部大使

らが外務省の高須国際社会協力部長を来訪し、日本

が死刑の廃止又は執行の停止（モラトリアム）を行

うようヨーロッパ側として初めて要請を行った。開

示された文書からは、ヨーロッパ側が死刑を巡る問

題について政策問題ではなく、人権問題として理解

していることが読み取れる。一方、日本側は日本国

内で死刑廃止論が強くないことを示そうと、日本に

おける議論、研究、運動について活発ではないと伝

えた。その結果、ヨーロッパ側には、問題として認

識されるはずであるにもかかわらず議論すらなされ

ていない状況が異常であって情報公開が不十分であ

ることがその理由であると考えられたようである。

３ ヤンソン欧州評議会法務人権委員長訪日前の調

整

ヤンソン欧州評議会法務人権委員長が調査のため

に訪日する意向を示したことに対し、2000 年 12 月 5

日、外務省西欧第一課長がストラスブール総領事館

次席に電信を送信した。この中では、「死刑廃止を訴

えにくることに終始する可能性が高く……、『客観的

な調査』や『対話』という次元からかけ離れた、い

わば『確信犯』的な調査であることは疑いないと思

われます」と「確信犯」という言葉まで使って、ヤ

ンソン委員長の訪日に対する警戒感と嫌悪感を顕わ

にしている。当時、外務省は、「我が国の死刑制度を

批判する内容の何らかの決議等が採択」される程度

に留まると考えていたのである。

４ ヤンソン欧州評議会法務人権委員長の法務大臣

表敬訪問

2001 年 2 月 22 日、ヤンソン委員長は高村正彦法

務大臣を表敬訪問した。ヤンソン委員長は、死刑確

定者の居室の参観や死刑確定者との面会を求めた。

これに対し、高村法務大臣が正面から拒絶すること

はなかった。

５ ヤンソン欧州評議会法務人権委員長の法務事務

次官らとの意見交換

同日、引き続いてヤンソン委員長は松尾邦弘法務

事務次官らと意見交換を行った。同委員長は死刑確

定者の居室の参観や死刑確定者との面会を求めたも

のの、死刑確定者の心情安定を理由に拒絶された。

こうした拒絶は、「秘密主義」と批判されてきた死刑

の密行性をまざまざと見せ付けるものであり、同委

員長をはじめ、欧州評議会の日本の死刑に対する心

証を決定的に悪化させた可能性がある。

６ ストラスブール総領事の意見具申

「欧州評議会のオブザーバー国における死刑廃止」

決議の直後である 2001 年 6 月 28 日、欧州評議会で

折衝に当たっていた山口英一ストラスブール総領事

は外務省本省に対して電報を送信した。この中では、

ヨーロッパにおける死刑を巡る状況が示された上で、

決議後の当面の対応として、①対話の継続、②死刑

確定者の処遇改善の働きかけ、③死刑執行停止の働

きかけの 3 点が提案された。死刑執行停止が日本政
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府内で提案されたのは異例のことであろう。この意

見具申は長文であり、その内容からはヨーロッパの

展開する人権政策の最も強い風当たりを受ける外交

官の苦悩が窺われる。とりわけ、日本の死刑に関す

る懸念や危機感が日本国内でほとんど共有されてい

ないことに対する焦慮が垣間見える。

この意見具申においては、「今般の CE 議員会議に

よる死刑廃止を求める決議が採択された直後に死刑

が執行される…ようなことになれば、CE 側に対して

真っ向からチャレンジする形になってしまい、計り

知れない悪影響が出ることは言をまたない」として、

日本政府の無思慮な対応も懸念している。実際に、

翌 2002 年 9 月の死刑執行について、同年 10 月 8 日

にコアン法務人権委員会事務局書記長から、「9 月の

議員会議の直前に死刑が執行されたことは極めて残

念なことであり、議員会議側として大変ショックを

受けている」等の遺憾の意が示される等、その懸念

が現実化している。

ストラスブール総領事の意見具申（ 1 ページ目）

７ 「CE 議員会議決議に関する在ストラスブール総

領事の意見具申と今後の対処振り（案）(議論のたた

き台メモ)」及び「欧州評議会（CE）議員会議におけ

るオブザーバー国の死刑廃止に関する決議と我が方

の当面の対応について」

山口ストラスブール総領事からの意見具申等を受

けて、2001 年 7 月 6 日以降に外務省欧州国際機関室

により対処振り案が作成された（作成日は不明）。こ

の中では、①対話の継続については是とされたもの

の、②死刑確定者の処遇改善や③死刑執行停止につ

いては働きかけを行わないこととされた。2001 年 9

月 20 日、同室は、この方針を踏襲して、「欧州評議

会（CE）議員会議におけるオブザーバー国の死刑廃

止に関する決議と我が方の当面の対応について」を

決定するに至った。

「欧州評議会のオブザーバー国における死刑廃止」

決議は、日本で死刑をより深く議論する格好の端緒

となるものであった。しかし、同決議が日本で大き

な関心を呼ぶことはなく、ストラスブール総領事の

意見具申も日の目を見なかった。

８ 総括

死刑の問題に関して言えば、かつて平沼騏一郎が

述べたように、「欧州の天地は複雑怪奇なる新情勢を

生じた」というわけではない。「欧州評議会のオブザ

ーバー国における死刑廃止」決議に至る外務省の文

書を分析すると、オブザーバー資格剥奪を求める欧

州評議会側の強硬姿勢よりも、そうした強硬姿勢を

招いた日本側の判断ミスや対応ミスが目につく。

相手方が死刑を人権問題だと主張する以上、民主

主義的な要請があると反論しても説得力に乏しい。

しかも、調査研究によれば、日本における死刑制度

に対する支持は岩盤のように堅固なものではないと

される（佐藤舞，2016，「世論という神話――望むのは『死

刑』ですか？」『世界』879：184-191）。言わば、日本で

は、死刑に対する「ふわっとした支持」しかない。

このことは、民主主義的な要請があるとする理由付

けを弱めることになる一方、国家が個人の生命を剥

奪するせいぜい必要悪としてしか正統化／正当化で

きない、死刑という刑罰に対する「迷い」が国民に

あることを示すものでもある。「日本は迷いながらも、

振り返りながらも、政策的に苦渋の決断をして死刑

を存置している」と訴えた方が人権問題だと主張す

る相手方にとっては理解を得られやすかったのでは

ないだろうか。デマルシュやヤンソン欧州評議会法

務人権委員長の訪日等の際に、①日本における議論

について紹介し、②情報公開をより進めるとともに、

③死刑確定者の処遇を向上させる約束をし、実現し

ていくという対応をとれば、日本の死刑に対する印

象は相当異なっていたのではないだろうか。

国際社会による指摘の中には、不確かな情報に基

づいていると思われるものや、正鵠を射ていないと

思われるものも含まれている。死刑に対する日本の

国民感情も正確に理解されているとは言い難い。そ

の誤解を解くためには、まずは可能な限り――特定

秘密の保護に関する法律等に違反しない限りで――

死刑に関する情報公開を進め、伝え、改めるべきは

改めていくべきである。その上で、死刑存置の根拠

について、理論的に深化させる必要がある。内政干

渉だと反発する内向きの態度ではなく、日本の刑罰

制度全体を洗練させる好機としてとらえ、取り組む

べきである。死刑の正統性／正当性を維持するため

の方策はこれを除いて他にないのである。

本報告の詳細については、「日本の死刑執行停止を求め

る欧州評議会 2001 年決議について――死刑に関する外務

省情報公開文書を読み解く――」として『関西大学法学論

集』に掲載予定である。
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1948年の「残虐」観 

――死刑制度合憲判決の社会的背景Ⅱ―― 

○櫻井悟史（立命館大学）

１ 目的 

この報告の目的は、第 41 回日本犯罪社会学会大
会の報告でいただいた、死刑制度合憲判決の社会背

景を考察するにあたり、なぜ特にアメリカに注目す

るのかというご指摘をふまえ、1948年の「残虐」観
と絞首刑はいかなる関係にあったのかについて、当

時の視点に則して、「時代と環境」に注目しつつ検討

することを目的とする。

先行研究では、1948年 3 月 12 日の死刑制度合憲
判決で示された、「残虐」観は「時代と環境」によっ

て変化するとした点について、もっぱら法学的な枠

組みから検討が加えられてきた。そのため、当時、

同時期に日本国内外で展開された戦争犯罪裁判とそ

れに伴う死刑執行（特に絞首刑）が展開されてきた、

歴史的社会的な「時代と環境」については、ほとん

ど考察されてこなかった。しかし、それでは、真野

毅が「生命は尊貴である、全地球よりも重し」とい

う言葉を、イギリス・アメリカの道徳と関係のある

『西国立志編』に寄せた中村正直の序文から引用し

たことの意味を読み解くことができない。 

２ 方法 

 そこで、資料として、1948 年の死刑制度合憲をめ

ぐる論考や回想、アメリカ国立公文書館Ⅱ（The 
National Archives at College Park、Maryland）に
収蔵されている、アメリカ第八軍の死刑執行マニュ

アル、ならびにメリーランド大学プランゲ文庫に収

蔵されている検閲文書や、20世紀メディア研究所が
作成したプランゲ文庫のデータベースを用いる。そ

れらの資料を手がかりに、日本の死刑の議論がアメ

リカの動向に左右されたのか否かを検討する。

３ 結果 

分析の結果、以下のことが明らかとなった。第一

に、GHQ 政治部法制司法課課長で、かつ死刑廃止

論者であったアルフレッド・オプラーは、絞首刑が

日本とアメリカの双方の憲法がいう「残虐」な刑罰

にあたると解しつつも、日本やアメリカの世論に鑑

みて、死刑存置に異論をはさまなかったこと。第二

に、木村亀二と団藤重光は、絞首刑の残虐性を論じ

る際、双方ともにアメリカの解釈を重視していた。

木村は、「残虐で異常な」刑罰と「残虐で通常（正常）

な」刑罰を分け、アメリカの絞首刑を批判すること

を避けた。他方で団藤は木村の分類を否定したうえ

で、「文明国民により通常採用されている」絞首刑を

残虐ではないとし、やはりアメリカの絞首刑を否定

することはなかったこと。第三に、プランゲ文庫の

資料から、法学関連の論文にも検閲の手が入ってお

り、GHQ およびアメリカを意識して、死刑や行刑

について議論せざるをえない状況下にあったこと。

たとえば正木亮が 1946 年 6 月 30日に『九州行刑』
に寄せた「文化の一つとしての行刑」という論考で

は、「今進駐軍当局は日本行刑に惨虐（クルーエルテ

ィ）のありしや否やを調査して居るといふことであ

る。そのことはやがてわが國文化の尺度を定めつつ

あるのである」とする一文が、検閲によって不承認

とされたのである。以上の三点から、アメリカの動

向が、1948 年前後の日本の絞首刑をめぐる議論に、
影響を及ぼしていたことが明らかとなった。

それでは、当時のアメリカの絞首刑の実態とはい

かなるものであったか。第四に、巣鴨プリズンで用

いられた絞首刑の詳細な執行マニュアルを読み解く

ことで、アメリカの絞首刑は緻密な物理計算をベー

スに、多様な絞首刑の方法を認めていたことを明ら

かにした。第五に、1946 年 4 月 30日に巣鴨プリズ
ンにおける“Standard Drop Chart”を作成した人
物と、1948 年 12 月 23 日の A 級戦犯の死刑執行に
ついて全責任を担った人物とが同一人物であったこ

とから、A 級戦犯の死刑と、BC 級戦犯裁判である
横浜軍事裁判の死刑とが、同じアメリカ式の絞首刑

であったことを明らかにした。そして、第六に、ア

メリカ式で執行された A級戦犯の絞首刑を、マッカ
ーサーは平和の祈り、平和の象徴と喧伝していたこ

とを『朝日新聞』および『毎日新聞』の社説から明

らかにした。絞首刑は「残虐」観からは遠い、「平和」

の概念と結びついていたのである。

４ 考察 

 本報告では、死刑制度合憲判決の社会的背景につ

いて論じる際に、アメリカの絞首刑の影響という「時

代と環境」の要因を無視できないことを明らかにし

た。それは日本国憲法がアメリカからの押しつけで

あるといったような議論とは全く関係がない。明治

期の日本のことを思い出すまでもなく、海外の動向

に影響を受けることはよくあることである。そのな

かでも、1948 年前後は特にアメリカから影響を受け

た可能性が大きいと示唆したのが本報告である。 

アメリカではすでに絞首刑が廃れて久しい。この
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ことに鑑みるなら、死刑制度合憲判決が出された

1948 年 3 月 12 日当時の「時代と環境」は大きく変

わったと考えられる。法学的な視点からだけではな

く、歴史的社会的な視点からも、死刑制度合憲判決

における「時代と環境」を再考する必要があるとい

うのが本報告の結論である。 
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被害者の有責性の概念に関する歴史的考察 

――被害者学の輸入期における精神医学者の活動に注目して―― 
 

                              岡村逸郎（筑波大学大学院／日本学術振興会） 

 

１ はじめに 

 本報告の目的は，犯罪被害者支援に携わる精神医

学者と法学者の交差がいかにして生じたのかを，被

害者の有責性の概念に注目して明らかにすることで

ある． 

 犯罪社会学ないし法社会学の領域においては，

1990 年代以降における犯罪被害者支援への関心の

高まりを対象にした研究がなされてきた．これらの

研究は，近年社会問題化している犯罪被害者支援に

注目して，それを社会学的な研究の対象として提示

した点に意義がある．しかしそこでは，犯罪被害者

支援を学問的な側面において支えてきた研究者の活

動が注目されてこなかった． 

 そこで本稿は，被害者学（victimology）という学

問領域に着目する．被害者学を専門とする研究者た

ちは，犯罪被害者支援に関する運動や立法を，研究

活動や当事者団体の結成，ならびに政策提言をとお

して支えてきた． 

 有責性の概念は，かつて精神医学者と法学者が被

害者を研究対象として確立するさいに，活用された

ものだった．では，被害者の有責性の概念をとおし

た精神医学者と法学者の交差は，いかにして生じた

のか．本報告は，それを明らかにする． 

 

２ 先行研究と分析視角 

 佐藤雅浩（2013）と大谷通高（2008, 2012）は，

それぞれ精神医学的な言説と法学者の言説に注目し

て，犯罪被害者救済ないし犯罪被害者支援に注目し

た歴史的な分析を展開した．しかしそこで見落され

ているのは，犯罪被害者支援という概念が，精神科

医と法学者いう 2つの専門職集団が闘争ないし連携

するなかで，歴史的に形成された側面である． 

 この側面を明らかにするために，報告者は，A. ア

ボット（Abbott 1988）の専門職論に着想をえつつ，

複数の専門職集団間のミクロの相互行為を歴史的に

分析する視角に依拠する． 

 

３ 精神医学者の初期の議論と被害者学の輸入 

 精神医学者ではじめて被害者を研究の対象とした

とされるのが，H. ヘンティヒである．日本の精神医

学者でヘンティヒにはじめて言及したのが，吉益脩

夫（1899-1974）である． 

 吉益は，犯罪学を「刑法學が價値槪念と規範を設

定するに必要な存在基礎の知識を提供するもの」と

したうえで，刑法学と犯罪学が「獨立した姉妹科學」

だとした．そのため吉益が力点をおいたのは，あく

まで犯罪者を犯罪学的な見地にもとづいて分類する

ことであり，そこでの被害者は，あくまで分類のた

めの 1 指標として位置づけられていただけだった． 

 B. メンデルソーンは，被害者を研究対象にする科

学の確立を目指し，それを被害者学として提唱した．

このメンデルソーンに日本ではじめて注目したのが，

精神医学者の中田修（1922-）だった． 

 中田は，「精神病者」ないし「精神病質者」の「感

情的な側面」に，精神医学の領分を求めた．中田は，

犯罪の責任をめぐる議論を「形而上学的問題」にと

どめないために，社会学的な知見を参照した．しか

し，社会学的決定論の発想においては，「行為者に責

任を帰することはできない」とした．そのため中田

は，法学の責任論と社会学的決定論の間を縫うかた

ちで，刑事責任能力を精神医学的な見地にもとづい

て考察することを課題にした．そこで中田が注目し

たのが，メンデルソーンによって 1956 年に書かれた

論文だった． 

 ここで注目するべきことは，中田がこの論文の抄

訳において，現在は「有責性」と訳されることが通

説になっている“culpability”を，「有罪性」と訳

したことである． 

 

４ 精神医学者による被害者の「有罪性」の概念の

展開 

 1958 年 11 月 14 日に，「被害者学について」と題

するシンポジウムが開催された．ここで中田は，従

来の法学において，犯罪者と被害者が明確に確定で

きるものとされてきたことを批判した．そして，両

者を「複雑な」関係として捉えることを主張した．

そしてそのさいに，精神医学者の領分を，被害者を

「精神的な要因」にもとづいて分類することに求め

た． 

 中田は，被害者を分類するときに限っては，”

culpability”を「有罪性」と訳した．従来の法学的

な枠組みによっては捉え切れない幅をもった現象を

分析するさいに，「有罪性」という，法学と異なる枠

組みによって被害者を分類することが求められた． 

 「有罪性」にもとづく被害者の分類においては，

法学の枠組みを越え出る「常識」が想定されており，

そこに精神医学者の領分が求められた． 

 

５ 法学者による精神医学者の議論の受容――被害

者の有責性の概念の形成 
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 宮澤は，被害者学を犯罪学から独立した「科学」

として確立するために，犯罪学と異なる原因論をと

った．それは，被害者の属性や振る舞いが犯罪を誘

発したと捉えるものだった．そして，被害者になり

やすい人間をさまざまな指標にもとづいて分類する

ことで，被害者学の固有の研究領域を切り開こうと

した． 

 宮澤による事例検討は，第 3節および第 4節でみ

た精神医学者の議論を基盤として展開されたものだ

った．重要なことは，それが「有罪性」という精神

医学者の言葉ではなく，「有責性」という法学元来の

言葉にもとづいておこなわれたことである．そして，

被害者を分類するさいに，精神医学者と同様に常識

的な知識が援用されたことである． 

 有責性という法学上の概念にもとづいて被害者を

分類するさいに活用された語彙は，「挑発」「落ち

度」「虫がよい」といった，日常的にも頻繁に使われ

るものだった．その語彙にもとづいて展開されたの

は，被害者に対する道徳的非難ともいえるものだっ

た． 

 

６ おわりに 

 本報告は，第 3 節および第 4節で，被害者学が精

神医学者によって輸入された過程をみた．そこでは，

精神医学者の領分が，被害者を「有罪性」という常

識的知識を含み込んだ概念のもとで分類することに

求められたことをみた．一方で，第 5節で，法学者

が精神医学者の議論を基盤にしながらも，被害者の

有責性の概念という法学独自の概念を，被害者に対

する道徳的非難を含み込ませるかたちで形成した過

程をみた． 

 この有責性の概念にもとづく被害者の分類法は，

法学者たちによって，犯罪被害者を経済的に救済す

る課題のもとで活用されていった（岡村 2014）．一

方でその分類法は，精神科医が法学者を批判するさ

いの資源にもされていった．すなわちその分類法は，

犯罪被害者を精神的に援助・支援するさいには，被

害者に 2次被害を与えるものだとされていった（岡

村 2015, 2016）．本報告でみた，被害者の有責性の

概念をめぐって精神医学者と法学者の交差が生じた

過程は，犯罪被害者支援をめぐって精神科医と法学

者の間に争いが展開される過程の，歴史的な出発点

だと位置づけることができる． 
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協力雇用主における就労支援の作法 

――「就労＝立ち直り」言説の受容に注目して―― 

                              都島 梨紗（東亜大学） 

 

 

１ 報告の目的 

 本報告の目的は，犯罪・非行加害者の立ち直りを

促す仕組みの 1 つである協力雇用主制度に着目し，

協力雇用主に登録している事業主が，どのように「就

労＝立ち直り」言説を受容しているのかを明らかに

する。本報告では協力雇用主として登録している事

業主 2 名に実施したインタビューデータを用いて上

記の課題を明らかにし，制度の現状と課題を考察す

る。 

法務省では平成 18 年度から「刑務所出所者等総

合的就労支援対策」に取り組み，少年院や刑務所を

出たあとの再犯防止対策に力を入れている。平成 26
年度には，「犯罪に戻らない・戻さない～立ち直りを

みんなで支える明るい社会へ～」といったスローガ

ンのもと，「再犯防止につながる仕事の確保」と「再

犯防止につながる社会での居場所づくり」が明確化

された (法務省 Web ページ )。こうした背景のもと，

犯罪・非行加害者を積極的に雇用する「協力雇用主」

に関わる制度は，「身元保証制度」や「奨励金制度」

などをはじめ，急速に充実化している。それは，「対

象者が社会復帰を果たす上では，安定した職業に就

くかどうかが特に重要」(法務省保護局更生保護振興

課社会復帰支援室，2014: 134)だと考えられている

ことによる。  
犯罪者の立ち直りをめぐる先行研究においても，

Sampson & Laub(1993)らに代表される機会構造論

の立場において「就労」は立ち直りに有効だという

知 見 が 蓄 積 さ れ て い る 。 一 方 で ， Harding et 
al.(2014)が紹介する事例のように，職場でうまくい

かず，矯正施設への再収容に至る可能性もある。加

えて，若年労働市場の不安定化という現象も近年問

題 視され てい る。 Furlong. & Cartmel (1997 ＝

2009)も示唆するように，犯罪歴などの社会的ステ

ィグマを負った層の職業への移行は通常の若年層に

増して「不安定」である可能性もある。したがって，

犯罪・非行の加害者として社会的にレッテルを被っ

た人々の雇用機会が，社会的にどのように確保され，

定着化していくのかといった課題に目を向けること

が極めて重要だといえる。 

 そこで，本報告では犯罪・非行加害者を積極的に

雇用する「協力雇用主」に焦点を当てる。そして，

犯罪・非行加害者が社会復帰する際の障壁と，協力

雇用主によるサポートの実態について明らかにする。 

 

２ 方法 

 調査は，2015 年冬から 2016 年春にかけて，X 県

において行った。報告者は，X 県の保護観察所を通

じて，聞き取り調査可能な協力雇用主を選定した。

その結果，Q 地域と P 地域で協力雇用主会を組織し

ている雇用主 2 名にインタビューを行うことができ

た。Q 地域のナガタさん，P 地域のニシダさんとも

に建築関連業を営む事業主である。  
 また，以下には協力雇用主組織の状況について記

述する。以下はナガタさんとニシダさんから得られ

た情報を元にしている。  
X 県の就労支援事業者機構は，平成 21 年から活

動を始めたという。全国就労支援事業者機構と同様

に，1 種から 4 種の会員が存在する。このうち，協

力雇用主は 3 種会員に所属し，就労支援機構からの

補助を受けて協力雇用主会の活動をしている。Q 地

域の協力雇用主会は，平成 19 年 12 月から発足し，

前会長は X 県の就労支援機構の設立に携わったとい

う。X 県において，協力雇用主会を組織している地

域は全部で 17 地域あるという。また，X 県は自動

車産業が繁栄しているという労働市場上の特性を持

つ。したがって，県内の民間企業は中小企業でも，

比較的活力のある企業が占めている状況だというこ

とだった。  
Q 地域の協力雇用主会にはインタビュー時点で

21 社の登録があり，うち 16 社が建築関連業という

状況であった。また，P 地域は 31 社の登録があり，

うち 17 社が建築関連業という状況であった。  
 

３ 知見 

3．1 雇用の作法 

 ここでは，3 つの雇用の作法を取り上げた。1 つ

目は，協力雇用主が保護観察対象者を積極的に雇用

する論理の作法である。インタビューで得られた語

りを踏まえると，協力雇用主は，保護観察対象者を

刑務所や少年院に収容させるということに伴うコス

トに問題意識を持っていた。そのため，保護観察対

象者を積極的に雇用するのである。  
 2 つ目は，対象者を雇用し，労働させる以前に，

住まいの提供や日用品の工面などの準備を支援して

いるという作法である。こうしたサポートは対象者

の「劣悪な家庭環境」という背景要因に支えられ実

施されていた。  
 3 つ目は，対象者の前歴は基本的に問わないとい

う作法である。対象者の前歴を問うかどうかが，協

力雇用主としての資質に関わるとし，協力雇用主と

しての登録の選定基準とするという語りも見られた。

ただし，性犯罪・殺人・薬物の常習使用者について

は，前歴を問い，雇用を受け入れないという語りも

あった。  
 

3．2 「就労＝立ち直り」を支えるライフイベント 
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 協力雇用主は自らが対象者を雇用し，職業訓練等

を実施することで対象者が「立ち直る」とは解釈し

ていなかった。協力雇用主は，「就労＝立ち直り」言

説については，条件付きで支持していた。

まず，1 つ目の条件として「仕事を続ける理由が

あるかどうか」を挙げていた。協力雇用主によって

語られたのは，パートナーの形成，結婚，子供の誕

生といったライフイベントが，いわゆる「変わる」

きっかけになるという内容である。また，車や飲酒，

夜遊びなどといった，金銭を消費する趣味嗜好を持

っていることも，就労を継続するには重要だという。 
2 つ目の条件として，「非行下位文化」や「交友関

係」を挙げていた。上下関係のはっきりした非行下

位文化に所属していた対象者は，職場にスムーズに

移行できるという語りが得られた。一方で，対象者

が年齢を重ねるにつれ，周囲の仲間との差異が生ま

れ，逸脱的な仲間に巻き込まれるケースについても

語られている。

 以上を踏まえると，協力雇用主は「就労＝立ち直

り」言説のみを受容して支援を実践しているのでは

なく，対象者の個別の社会的条件を重視し，言説と

は一定の距離を保ちながら，支援を実践していると

いえる。

４ 考察 

 本報告を通して協力雇用主に実施したインタビュ

ーをもとに，協力雇用主の雇用の作法，「就労＝立ち

直り」言説の受け止め方などを取り上げた。その結

果，協力雇用主がどのようなモチベーションで保護

観察対象者に携わり，支援を実践しているのかとい

うことが明らかになった。 

 まず，協力雇用主は保護観察対象者を刑務所や少

年院に収容させるというコストに問題意識を持ち，

彼らを雇用することで社会貢献を行っている，とい

う意識で協力雇用主を実践しているということがわ

かった。そのうえで，彼らは一部の犯罪を除いて前

歴を問わず雇用し，場合によっては住まいや日用品

の手配も行っていることがわかった。 

 次に，協力雇用主として保護観察対象者を受け入

れ，就労させるものの，仕事のみでは彼らを「立ち

直り」にまで駆り立てることが困難であるというこ

とがわかった。協力雇用主は，対象者が仕事に専念

し，再犯をしなくなるためには，パートナーの形成

や結婚，子どもの誕生などのライフイベントが必要

だと語る。あるいは，いい車を買う，いいお酒を飲

むなどといった金銭を消費する趣味嗜好が必要だと

語る。また，場合によって非行下位文化を利用した

り，避けたりしながら対象者を雇用し続けるといっ

た語りも見られた。 

 そして，協力雇用主として対象者の雇用活動を行

っていたとしても，あらゆる対象者を「就労＝立ち

直り」言説に結びつけて解釈していたわけではなか

った。例えば高齢の対象者や障害を持った対象者，

非行の進んだ対象者については，「就労＝立ち直り」

言説を必ずしも支持しないような語りも得られてい

る。 

 以上を踏まえると，協力雇用主制度は，それ単体

で効果を持つものでは決してない。対象者のライフ

イベントの変化や，過去にどのような仲間集団にコ

ミットしてきていたのか，といった個別の条件が複

雑に関わり合っているといえる。したがって，協力

雇用主を通じた雇用と再犯抑止の効果は，一枚岩で

判断できるものではない。ただし，だからといって

協力雇用主制度が不要だということを本報告で結論

付けたいのではない。

 本報告において重視したい点は，協力雇用主が「仕

事」に関わること，つまり職業的訓練の枠を超えて

対象者のサポートを実施しているという点である。

例えば，本報告では協力雇用主の「仕事」の枠を超

えたサポートの事例として，対象者が労働を開始す

る前に協力雇用主が住まいや日用品を工面したり，

対象者が仲間集団から離脱したいと思っているとき

に相談に乗ったりなどが得られている。こうした支

援があるからこそ，「就労＝立ち直り」言説が支持さ

れうるともいえるだろう。今後，さらなる経験的研

究を重ねることで，協力雇用主の「仕事」の範疇を

超えたサポートを取り出す必要があるといえる。そ

うすることで，はじめて協力雇用主制度の効果につ

いての議論の場が開かれると考える。 
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問題行動に対する学校教育機関の対応と意識 

――意識調査の結果から―― 
 

                                   ○柴田 守（長崎総合科学大学） 

                                    岩井宜子（専修大学名誉教授） 

 

１ はじめに 

 本報告は、報告者らが学校教育機関に所属する教

員等を対象に行った「児童・生徒の問題行動への対

応や指導に関する意識調査［予備調査］」の結果から、

学校教員等が抱える悩みや必要とする支援の内容な

どについて分析するものである。 

 学校教育機関における問題行動については、学校

内における暴力行為（校内暴力）やいじめ自体は、

ここ 10 年間、学校教育機関が認知している限りにお

いて増えているにも関わらず、事件化があまりなさ

れないという現状がある。たとえば、学校内におけ

る暴力行為（校内暴力）の発生件数や暴力行為発生

率（1,000 人当たりの暴力行為発生件数）は、ここ

10 年間に限って見ても大幅に上昇しているにも関

わらず、校内暴力事件の事件数及び検挙・補導人員

は、（ごく僅かな上昇は見られるものの）その上昇率

ははるかに低い。また、いじめについても同様で、

いじめの発生件数や認知（発生）率の推移（1,000

人当たりの認知件数）は、①一般的な傾向として、

その認知（発生）件数が社会問題となった時期に急

増して（ピークとなり）、その翌年には大幅に低下す

るという傾向があること、②いじめ防止対策推進法

（平成 25 年 6 月 28 日法律第 71 号）により、いじめ

の定義が変更されたことなどに留意した上でここ

10 年間に限って見ても、大幅に上昇しているにも関

わらず、他方で、いじめに起因する事件の事件数及

び検挙・補導人員については、その上昇率ははるか

に低く、平成 27 年は従来の水準に戻っている。 

 もちろん、通告して事件化することがすべてでは

ないが、だが時には、学校教育機関での対応の限界

を見定めて通告することも必要である。大切なのは、

学校教育機関で担いうることの限界を見定めて、重

大な事態に至る前に関係機関が福祉的あるいは司法

的に介入（保護）していくことであり、また他方で、

このような現状に直面している学校教育機関に対し

て、関係機関が問題行動に対する生徒指導の方法の

提案や助言などの援助をしていくことであろう。 

 報告者らは、このような在り方を模索する上で、

学校教育機関や現場の教員等が実際に抱える悩みや

必要とする支援の内容などに関する一定の傾向を知

る必要があると考え、上記の意識調査を実施した。

本調査の前段階として行った上記の意識調査の結果

から、一定の傾向が見えてきたので、今回、当学会

において報告する次第である。 

２ 方法 

（１）対象 

 上記の意識調査は、長崎県長崎市内の市立中学校

3 校に所属する教員等（72 名）を対象に実施した。 

（２）意識調査票の作成 

 意識調査票は、報告者らが教育に関する各種の意

識調査を参照した上で独自に作成した。調査項目は、

属性に関するもの（4 問）、問題行動の質に関するも

の（2 問）、問題行動等への対応や指導に関するもの

（3 問）、関係機関との連携に関するもの（2 問）に

より構成している。 

（３）分析 

 データの分析は、IBM SPSS Statistics 24 を用い

て行った。 

 

３ 結果 

（１）問題行動の性質 

 問題行動については、特にいじめや生徒間暴力に

関する対応困難な事案が増加していると回答してい

る。これは、個人的対応はもとより、組織的対応に

おいても、そのような傾向が高まっていることが明

らかになった（図 1）。 

 その理由については、3 人中 2 人が「児童・生徒

を理解することがこれまで以上に難しくなっている

から」としており、約 2 人中 1 人が「問題行動が複

雑化または高度化しているから」（47.2％）、「問題行

動の原因が主として家庭にあると思うから」（45.3％）

と回答した。「その他」（20.8％）の半数ぐらいから

上がってきたのは、携帯やスマートフォンによる

SNS 等でのトラブルであり、学校教育機関による把

握や対応の限界を指摘するものであった。 

 

 図 1 対応困難な事例の増加 

（２）問題行動等への対応や指導 

 問題行動等への対応や指導については、4 人中 3

人が日常業務の負担増加による困難性を挙げており、

また、3 人中 2 人が保護者の対応や連携の困難性を
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挙げている（図 2-1）。 

 

 図 2-1 問題行動等への対応や指導(1) 
 また、問題行動等への対応や指導については、ほ

とんどの教員等がスクールカウンセラー（SC）やス

クールソーシャルワーカー（SSW）とできる限り連携

して行った方がよいと回答しており（図 2-2）、SC

や SSW を含めたチームとしての対応に関する意識が

根づきつつあることが伺える。また、4 人中 3 人が

できる限り関係機関と連携して行った方がよいと回

答しており、関係機関との連携も視野入れた解決（改

善）を模索する傾向も伺える。 

 

 図 2-2 問題行動等への対応や指導(2) 
 関係機関との連携を模索する理由については、10

人中 9 人が関係機関からの助言や対応の有効性を挙

げている。また、5 人中 4 人が学校教育機関だけで

の解決（改善）に限界を感じていることが明らかに

なった（図 3）。これは、生徒指導に対する助言等を

期待するとともに、関係機関による介入（保護）の

要否に関する助言等も期待したものと推察される。 

 
 図 3 関係機関との連携の理由 

 連携する関係機関について「好ましい」・「どちら

かというと好ましい」と回答したのは、「児童相談所」

（90.1％）が最も高く、次いで、「医療機関」（85.9％）、

「スクールサポーター」（85.9％）、「少年センター」

（83.1％）、「福祉事務所」（82.9％）、「少年サポート

センター」（82.0％）であった。長崎県では、行動や

興味などに特異性が見られる場合には、「保健所」や

「医療機関」等につなぐよう県教育委員会がマニュ

アルで指導しているが、今回の調査結果において、

「医療機関」に対する期待は高い一方で、「保健所」

に対する期待は比較的低い傾向が示された。 

 法務少年支援センター（少年鑑別所）の地域援助

業務については、5 人中 3 人が「知らない」・「あま

り知らない」と回答しているが、連携に向けた期待

は高まりつつあることが示された。 

 

 図 4 連携する関係機関 

 

４ おわりに 

 上記の意識調査においては、予備調査という性質

柄、たとえば必要とする支援の具体的な内容や連携

をとる上での困難性などについて十分に調査するこ

とができなかった。これらについては本調査を実施

する上での課題としたい。 

 

 本報告は、公益財団法人日工組社会安全研究財団

2016 年度一般研究助成「要保護性のある問題行動の

児童生徒を発見・通告するための学校教育機関を基

盤にした多機関連携システムに関する研究」（研究代

表者：柴田守）の成果の一部である。 

［謝辞］上記の意識調査にご協力いただきました長

崎市教育委員会及び長崎県長崎市内の市立中学校 3

校には、この場を借りて厚く御礼申し上げます。 
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台湾の少年補導実践における非行少年の逸脱行動をめぐる解釈と援助 

筑波大学人文社会科学研究科 李岱真 

１ はじめに 

本報告では，台湾の少年補導活動において，ソー

シャルワーカーがいかに少年の逸脱行動を解釈した

うえで援助を展開しているのかを考察する． 

台湾では，1997 年に「新少年事件処理法」が施行

された．新少年事件処理法は，旧法に明文化されて

いなかった「少年の健全な自己成長を保障すること」

を目的としている．またこの法律は，少年の非行事

実の裁定よりも，少年の性格の矯正や環境の調整な

どに重きを置いているため，ソーシャルワーカーの

役割が重要だと見なされている．対象となるのは「触

法少年」と「虞犯少年」であるが，新少年事件処理

法の保護主義の精神からすれば，とくに後者の虞犯

少年をどう取り扱うべきかという点は，きわめて重

要な問題であると見なされている．

ただし，ここで確認しておく必要があるのは，2009

年の「大法官第 664 条憲法解釈」の公布についてで

ある．大法官第 664 条憲法解釈によると，少年の健

全な自己成長を保障するために，たとえば不登校ま

たは家出という虞犯事由を認定すること自体は憲法

違反ではないが，それによって少年たちを少年院に

送致するとなれば，少年の人権を侵害する恐れがあ

る．つまり大法官第 664 条憲法解釈とは，新少年事

件処理法の保護主義の行き過ぎに対する歯止めであ

ると考えられる． 

もちろん台湾の研究者や実務関係者の中には，こ 

の大法官憲法解釈に対して異を唱える者も少なくな 

い．たとえば法学者である李茂生によれば，問題は 

少年個々人の「虞犯性」なのであり，それは実証科  

学的知識によって行われるべきものである．そのた  

め法の観点のみから虞犯について議論することは， 

少年事件処理法第一条の目的にも反すると述べる 

（李 2009；34-35）．また実務に携わる少年裁判官 

の蔡坤湖も，少年非行問題においては，不登校また 

は家出少年と触法少年を本質的に区別しているわけ 

ではないと言う．彼らは同じく家庭や学校で問題を 

抱える少年であり，その問題の現れ方が異なってい 

るだけであるとの立場から，大法官憲法解釈に反論 

している(蔡 2010)． 

このように，今日の台湾の少年補導活動は，新少

年事件処理法の施行による〈保護主義の強化〉の方

向性と，大法官憲法解釈の公布による〈保護主義の

抑制〉の方向性との狭間に置かれている．では，台

湾の少年補導活動をめぐるこの 2 つの方向性を踏ま

えたとき，上で見たような虞犯少年全体の右肩上が

りの推移は，一体何を物語っているのだろうか．本

報告では，実務に携わるソーシャルワーカーが作成

した少年補導記録表を分析の素材として，以上の問

いを明らかにしていく． 

２ 先行研究 

少年補導活動において，ソーシャルワーカーは少

年の性格や環境状況などを手がかりとしながら，少

年個々人に相応しい援助の方針を立てていく．その

ため，ソーシャルワーカーには，少年がいかなる人

物であり，どのような問題を抱えているのかについ

て解釈したうえで，柔軟に対応していくことが求め

られている．また少年輔導委員会のソーシャルワー

カーは，少年の問題を解決して健全育成を図ること

によって，非行の防止や秩序の維持についても責任

が求められている． 

この点については，宝月誠による警察官の「裁量」

についての研究が参考になるだろう．宝月は，警察

官の日々の統制活動に見出される裁量を分析してい

る．裁量とは，「警察官が彼らの職務を遂行するのに

際して，彼らを拘束している刑事手続きの規則から

相対的に自由な意思決定を行なうこと」を意味する．

警察官は自らの裁量を用いて物事を判断する際に，

一定の解釈過程を経てから意思決定を行なう．そし

て，この過程を嚮導するのが「解釈ルール」である．

解釈ルールという概念は，「統制者の経験から生ま

れたもので，解釈過程の基本的な原則となっている

もの」を意味する．たとえば少年犯を処遇する際に

は，保護主義の原則から，少年個々人の性格が重要

な対象となる．そのため，非行少年を取り扱う警察

官の活動においては，個別的な性格の評価にもとづ

く裁量が増大する傾向が見られる．このように少年

犯に対応する警察官の裁量は，日々の経験から生ま

れた解釈ルールによって支えられており，それは

個々の場面の秩序を維持することにも貢献している

のである（宝月 1979:125-152，1990:134-177）． 

本報告では以上の知見を参考にして，少年との面

談において，ソーシャルワーカーはそのつどいかに

して少年の抱える問題を解釈し，裁量を発揮してい

るのかを見ていく．そのうえで，台湾の虞犯少年の

推移が，ソーシャルワーカーの裁量にもとづく解釈
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実践と，どのような関係にあるのかを考察する． 

３ 分析資料と事例の概要 

（１）研究資料の紹介

台湾では，少年の非行に対して，政府機関として

全国に設置された少年輔導委員会が相談を受けて対

応している．本報告が分析に用いる輔導記録表は，

まずソーシャルワーカーが少年補導の実務内容を記

載し，その後に監督機関（ＯＯ市政府少年輔導委員

会）へ提出するものである．また，本報告で使用す

る輔導記録表，5 年以上の実務経験を持つソーシャ

ルワーカーが作成したものである（なお輔導記録表

は，筑波大学から少年輔導委員会に依頼書を送付し，

少年輔導委員会の許可を得て取得した．少年の個人

情報ないし事件の詳細については触れないことにす

る）． 

（２）事例の基本情報と経過について

 本報告が対象とするのは，少年 C の事例である．C

が 13 歳時（2008 年）に補導が開始されてから 18 歳

（2013 年）に至るまでのおよそ 5 年間で，120 回の

面談が行われた． 

４ ソーシャルワーカーの解釈から見るアセスメン過程 

本報告では，C が（１）学習支援学校を利用する

前（２）学習支援学校の利用から虞犯送致されるま

で（３）虞犯少年としての送致，の三つの段階に分

けて，補導記録表の分析を行った． 

補導記録表において，ソーシャルワーカーはまず 

C の不登校の問題に注目し，学習支援学校との連携

を提案した．その際，支援学校に在籍する他の不良

少年との交友が C に悪影響を及ぼすかもしれないと

いう点は，C の性格傾向に言及されながら，問題な

いものと見られていた．しかしその後も C の不登校

問題は改善されず，ついに C は虞犯少年として認定

され，少年院送致されるに至った． 

５ おわりに 

 本報告では，台湾の少年補導活動において，ソ

ーシャルワーカーがいかに非行少年の逸脱行動を解

釈し，援助を展開しているのかを検討した． 

少年補導活動に携わるソーシャルワーカーたちは，

大法官憲法解釈による〈保護主義の抑制〉に直面し

ている．彼らは，あくまでも少年に対する保護主義

を貫徹させるために，過去のアセスメントでは問題

ないものと見ていた C の行動（不良少年との交友）

をあらためて問題行動として再解釈し，虞犯事由の

中心に据えることによって，少年院送致決定を実現

したのである．ソーシャルワーカーによる 1 つひと

つの解釈実践は，たしかに保護主義という専門職規

範に支えられている．しかし同時に，彼らがそのつ

ど不断に行っている実践こそが，保護主義とは何で

あるのかということを支えているとも言えるのであ

る． 

したがって，台湾における虞犯少年の右肩上がり

の推移も，この点から考察する必要がある．虞犯少

年の増加は，単に犯罪のおそれがある少年たちが実

態として増えていることを意味するわけではない．

また，新少年事件処理法の保護主義理念によって説

明づけるだけでも不十分である．むしろ，少年の問

題をどうにか解決して健全育成を実現するために，

ソーシャルワーカーたちはそのつど合理的な裁量を

はたらかせ，少年に認められる不登校や家出問題「以

外」の事由を高く見積もるようになった．その結果，

このような傾向が導かれているのではないだろうか．

虞犯少年の増加を危惧したり，専門家による権力支

配を外在的に批判するだけではなく，逸脱現象を成

り立たせている個々の解釈実践を経験的に分析して

いくことが，重要となるだろう． 
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中国の売買春政策にあらわれる「幼女」の二つの秩序をめぐって 
 

周 筱（筑波大学大学院） 

 
1 目的  
本報告の目的は，1921年の共産党結成か
ら 1953年の廃娼運動成功にかけて，売買春
問題の文脈で用いられた「雛妓

す う ぎ

」（または童

妓）というカテゴリーが、いかにして今日

の「幼女」というカテゴリーへと収斂して

いったのかを明らかにすることである。本

報告では，以上の問いを，中国共産党によ

る廃娼運動の歴史的展開を読み説くことを

通して明らかにする。なお「幼女」とは，

強姦や売買春行為などに関する法的文脈に

おいてのみ用いられ，日常的にはほとんど

使用されていない表現である。ゆえに本研

究も「幼女」を、法的文脈の中で性的侵害

の対象とみなされる「14歳未満の女」とし

て捉える。 

 

2 問題の所在                        
 従来、売買春問題に関する議論は，事実

上の人もしくは構築物である「人を示すカ

テゴリー」に焦点を当ててきた。たとえば

成人による売買春問題は、自由意志・自己

決定，性の商品化，セックスワーク論など

の文脈で議論されるが，そこでは〈成人女

性〉というカテゴリーが議論の対象となっ

ている。また児童による売買春問題の場合

には、「性的虐待・性的搾取」（法的一般論）

などの文脈において，〈子ども〉や〈被害者〉

などのカテゴリーが使用される。さらに今

日では、援助交際問題が社会問題の 1 つと
して広く認知されるようになった。そこで

は「〈女子高生〉の自己決定」の問題，法社

会学における「子ども観」の問題，犯罪社

会学における「〈被害者〉のレトリック化」

問題など、様々な議論が展開されている。

それらの議論も，事実上の人もしくは構築

物である「人を示すカテゴリー」に注目し

ている。 
 山本功（2014）は，今日の「〈少女売春〉
を議論すること」に対し，「少女売春」論者

が用いたカテゴリーの間に存在している差

異の最大化／最小化という仮説のもとで，

「売春する者／売春しない者」という軸と，

赤川学（1996）が「有害コミック」問題を
論じる際に提示した「大人／子供」との二

つの軸を用いて，「少女売春」に関する 4類
型を析出した。山本は，現在の「少女売春」

をめぐる理論の図式と、それを論じるとき

の論者の着目点の多元性を明らかにしてい

る。しかしその一方で、「少女」をめぐる語

り口が、歴史的背景の中でいかにして用意

されてきたのかについては明らかにしてい

ない。 
 そこで本報告は中国社会を対象に、「幼女」

というカテゴリーが，いかにして今日の〈売

春する女〉もしくは〈子ども〉を表象する

ようになったのかを，歴史的分析を通して

明らかにしていく。 
 
3 方法 
本報告は，歴史的プロセスを使い，中国

共産党が結成した当初から行っていた「廃

娼運動」の軸にしたがって，「幼女」という

表象における内実の変化を把握する。 
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本報告では，主に，共産主義者の廃娼を

提唱した文章，共産党政権が公布した政策

文、法律文章を一次資料として使用する。 
 

4 考察 
 本報告では，1921 年の共産党結成から
1953年の廃娼運動成功にかけて，売買春問
題の文脈で用いられた「雛妓

す う ぎ

」（または童妓）

というカテゴリーが、いかにして今日の「幼

女」というカテゴリーへと収斂していった

のかを検討した。 
分析を通して，次のことが明らかになっ

た。まず，1953年に廃娼政策が成功に至る
まで、共産党が行った廃娼運動は，「男女平

等理念」を土台にしていた。共産党のいう

「男女平等理念」は、従来のフェミニズム

思想のもとに，女性の解放を全面的に呼び

かける男女平等理念に加え，封建遺制の排

除や国家の建設・近代化、国民の健康など

の意識のもとに，中国社会を整えようとす

る意味も含まれている。このような「男女

平等理念」のもとでは，年齢にかかわらず，

成熟した娼婦だけではなく幼い雛妓も「優

秀な国民」に「改造」された。 
また売買春以外の性的侵害の場合，「14

歳未満の女」には「幼女」カテゴリーが付

与され、「児童」ないし「祖国の次世代」と

して「雛妓」と別の文脈において保護され

た。 
 だが 1953年に廃娼運動が成功をおさめ，
「雛妓」という言説資源も使われなくなっ

たために、「幼女」カテゴリーの中にこれま

で「雛妓」と見なされてきた女たちも包摂

された。したがって「幼女」カテゴリーは，

女性の自律を支える「男女平等理念」と、

パターナリズムを支える「児童保護理念」

とが融合したものであると考えられる。 
「幼女」が包摂したこの 2つの理念は，時
間を経ても，中国共産党が売買春問題に取

り組む際の 礎
いしずえ

となっている。今日でもな

お，中国社会が直面する幼女買春問題の対

象である「幼女」は、「児童保護理念」にも

とづいて論じられる一方，「男女平等理念」

にもとづいても論じられている。「幼女」を

めぐる法言説の揺れ動きは、このような〈子

ども〉と〈売春する女〉という説明図式が

併存していることに由来するのではないだ

ろうか。 
 
文献 
山本功，1998，「「援助交際」の語り方－逸
脱創出言説における「子ども」と「性」」，

中央大学文学部『紀要』174（社会学科
第 8号）:89-110 

――――，2014，『逸脱と社会問題の構築』
学陽書房 
赤川学，1996，「差異をめぐる闘争──近
代・子ども・ポルノグラフィー」中河

伸俊， 永井良和編『子どもというレト

リック』青弓社 
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「子どもの被害防止ツールキット」を活用した 

持続可能な多機関連携のしくみづくりの試み 

 原田 豊（科学警察研究所） 

１ 目的 

 事件や事故の被害から子どもを守るため、関係者

の連携した取り組みが必要であるとの指摘がなされ

て久しい。本報告では、こうした取り組みを効果的

で持続可能なものとするため、報告者らが開発した

「子どもの被害防止ツールキット」を活用すること

を提案する。 

 具体的には、平成 27 年度から実施中の文部科学省

の「実践的安全教育総合支援事業」のモデル校での

取り組み事例を踏まえ、学校現場などでも実行・維

持の可能な安全点検の手法を提示し、学校関係者・

警察・行政などの諸機関および保護者・地域ボラン

ティアなどの間での共通理解の形成・合意に基づく

役割分担などを進める方策と課題について検討する。 

２ 方法 

 われわれの取り組みの方法は、２つに大別される。

１つは「子どもの被害防止ツールキット」の開発で

あり、もう１つは、それを用いて実施した文部科学

省のモデル事業の参与観察である。その概要は以下

のとおりである。 

(1)「子どもの被害防止ツールキット」の開発

本研究で開発した「子どもの被害防止ツールキッ

ト」は、「危険なできごとカルテ」・『聞き書きマッ

プ』・「WebGIS」の３つを組み合わせたものである(原

田ほか 2015a, 原田ほか 2015b, 原田ほか 2016)。 

 これらは、報告者らが先行研究(原田 2011)でプロ

トタイプを開発したものであり、現場で試験運用し

ながら性能評価と改良を重ね、活動現場の実情に即

した持続可能性の高いしくみとして実用化すること

をめざした（図 1）。

『聞き書きマップ』による
現地調査と対処計画

「危険なできごとカルテ」
による前兆事案調査

「WebGIS」による統合的運用

図 1 「子どもの被害防止ツールキット」 
の完成イメージ 

(2)文部科学省のモデル事業の参与観察

文部科学省による『防災教育を中心とした実践的

安全教育総合支援事業』の前身は、東日本大震災の

教訓を踏まえた新たな防災教育の指導方法の開発・

普及等を目的として平成 24 年度から実施された『実

践的防災教育総合支援事業』である。平成 27 年度か

らは、防災教育を中心として、交通安全・防犯を含

める形に改編された。 

 この枠組みのもとで実施されるモデル事業は、「地

域の関係機関・関係団体・住民・保護者との連携」

により「専門家等アドバイザーの指導・助言」のも

とに進めることとされており、このため、われわれ

にとっては、モデル校となった学校や関係者・関係

機関と「ともに取り組む」形で、現場の実態を間近

から観察することが可能であった。 

 実施に当たって具体的な協働（観察）の機会とな

ったのは、以下のような場面であった。 

・計画／予算案の作成と執行への助言

・事業推進「実践委員会」への参加

・学校のパソコンへの『聞き書きマップ』などのア

プリケーションソフトのインストール

・「危険なできごとカルテ」による調査 

・『聞き書きマップ』を用いたフィールドワーク 

３ 結果 

 首都圏のＡ県におけるモデル校および関係者・関

係機関とともに実施した 2015 年度・2016 年度の取

り組みを通じて、以下の諸点が観察された。 

(1)予算執行・運用ルールの解釈の多様性

本モデル事業では、実践計画の策定と並行して、

年間の予算計画の作成・提出が求められる。また、

Ａ県の場合、予算の費目ごとに計上可能額の目安が

決められ、それに沿った予算計画が求められる。こ

れが一因となって、学校現場での予算執行に種々の

制約が生じ、結果的に計上した予算が執行できず返

納されたり、必要な物品を他の財源で調達するなど

のことが見られた。こうした予算執行・運用ルール

の解釈は、Ａ県庁の部内でも部局ごとに若干の相違

があり、たとえば備品と消耗品との切り分けの基準

などについて、部局間で認識が異なる例などもあっ

た。こうした多様な「ローカルルール」の存在が関

係者の円滑な連携の障害となる場面も見られた。 

(2)情報機器の管理・活用支援体制の差異

情報機器の管理に関しては、児童の誤操作などの

対策として導入されている「環境復元ソフト」がと
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くに問題であった。学校のパソコンに『聞き書きマ

ップ』などのアプリをインストールする際、市の情

報機器管理担当部門に依頼して、このソフトを一時

的に解除してもらう必要が生じた。また、市ごとに

情報機器の活用支援体制に差異があり、新規アプリ

の導入や運用に際して、これが現場の先生方の負担

感に影響すると思われた。 

(3)モデル校どうしの連携の重要性

2016 年度のモデル事業の実施にあたり、2015 年度

のモデル校から多くの支援が得られた。他方、実施

／予算計画の立案段階では、両校の連携がまだ十分

確立しておらず、前年度の教訓を生かしきれない面

も見られた。各年度の事業の成果を累積的に生かす

ためにも、早い時期からのモデル校同士の連携構築

が重要であると考えられた。 

(4)上位官庁レベルの連携の意義

2015 年度のモデル事業の推進の過程で、文部科学

省の担当者と警察庁の関係部門の担当者、および科

警研のメンバーによる合同の検討会を実施した。そ

れを踏まえ、2016 年度のモデル事業に際しては、警

察庁から地元の警察署に対し、モデル事業の周知と

協力依頼の事務連絡文書が発出された。このような

上位官庁レベルでの連携の構築は、現場レベルでの

連携の実効性向上に有意義だと考えられる。 

(5)連携の相乗効果の活用

2015 年度のモデル校での取り組みが、2016 年度の

「初等中等教育における GIS を活用した授業に係る

優良事例表彰」で、国土交通大臣賞を受賞した。さ

らに、この取り組みが GPS などの衛星測位技術を活

用していることから、内閣府宇宙開発戦略推進事務

局のウェブページにその紹介記事が掲載された。こ

れらを通じて、当初は文部科学省による「安全教育」

のモデル事業であった同校の取り組みが、国土交通

省の「地理／GIS 教育」や、内閣府の「宇宙教育」

としての意義も認識され始めている。このように、

実践の現場での取り組みは、複数の省庁が独自に推

進する施策に横串をさす効果を生む場合があり、そ

の相乗作用を意識的に活用することで、現場に大き

なインセンティブを与えられると考えられる。 

４ 考察 

 科学技術と社会との関係深化の推進方策を検討し

た文部科学省の報告書は、多様なグループ・機関の

協働による活動の促進のために、人・組織・設備・

政策・制度等の要素が有機的に結びついた「共創の

エコシステム」を充実させる必要があると指摘して

いる(安全・安心科学技術及び社会連携委員会 2015, 

p.9)。研究開発の成果を持続可能な形で「社会に実

装」するためには、このような関係者の連携の社会

的しくみづくりが必要不可欠だと考えられる。 

 一方で、こうした「研究と実践をつなぐ」取り組

みは、従来型の学術研究の手法になじみにくく、研

究者としての評価にもつながりにくいため、業績志

向の若手研究者に敬遠されがちだったと思われる。 

 しかし、多様な人・組織・制度などの連携を模索

する取り組みは、本質的にきわめて社会学的な営為

であり、社会学者にとって示唆に富む発見の契機と

もなる。本報告で指摘した「ローカルルール」の衝

突は、その典型的な一例だと思われる。 

 学校教育現場でのモデル事業の支援という得難い

機会を生かし、実践のための社会学的観察を深めて

いくことが、今後に向けたわれわれの課題である。 
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